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はじめに
日本生活体験学習学会では、2014年から15年ま

での二年間、「若者が抱える問題と生活体験」を
テーマとする研究プロジェクトを立ち上げ、三回の
シンポジウムを開催した。

この間の主要な議論の柱は、開催順にあげると次
のようなものであった。１回目は、「就労の場面で
顕在化する若者のつまずきに対して、どのような体
験が必要か」である。２回目は、「若者が生活全体の
中で抱えている問題とは何か、子ども期からの生活
体験の過不足がどう関わっているか、それをどう克
服できるか」である。そして、３回目は、「孤立する
若者が自立していくために、どのような生活体験が
有効か」である。

こうした問題提起に対して完全に回答が得られ
たわけではない。ただ、若者の抱える問題に対し
て、様々な体験活動が用いられていることを確認す

ることができた。そして、それらの取り組みを整理
していくことで、仮説的ではあるが若者問題に対す
る生活体験の見取り図を示すことができたのではな
いかと考える。また、見取り図を示していくことで、
若者問題と生活体験に関する新たな研究課題を示す
ことができたと考える。

以下、三年間のシンポジウムの議論を振り返り、
議論で得られた成果と課題を述べる。

１．若者問題と社会人基礎力
（1）プロジェクト研究の問題設定

はじめに、プロジェクト研究の初回となる2014年
度の議論を振り返る。初回は、地方セミナー「働く
力と生活体験－今、若者に求められている働く力と
は何か」、シンポジウム「若者の社会人基礎力を高め
る体験活動の新展開」を開催した。この二つに共通
する問題意識と各報告のまとめ、および今後の研究

要旨　本論は、日本生活体験学習学会において、2014年・15年の二年にわたり取り組んできたプロジェクト研究
「若者問題と生活体験」の議論と成果についてまとめたものである。
　今日の若者問題には、七五三という離職率の高さに象徴される就労問題の他、学校における人間関係をうまく
構築できない、若者文化への蔑視や排除、疾病・障害による社会的孤立など多様な問題がある。これらに対して、
社会人基礎力や生活スキルなどの能力向上が求められており、そこで多様な体験活動が行われている。
　本プロジェクトでは、若者問題は子ども期からの体験不足によるものと考え、今、若者にどのような生活体験
の機会が求められているのか、どのような有効性を持っているのかを究明しようとした。その結果、有効性の検
証は不十分ながらも多様な若者問題に対する多様な体験活動の機会の広がりを、体験活動の目的と学習者自身特
性の違いに着目することで、整理・把握することができた。

キーワード　生活体験　若者　社会人基礎力　孤立

＊別府大学
連絡先：〒874-8501　別府市北石垣82別府大学内　E-mail: nagao@nm.beppu-u.ac.jp

若者にとっての生活体験

長　尾　秀　吉 *

Life Needs Experience for the Young

Nagao  Hideyoshi＊



2 日本生活体験学習学会誌　第16号

課題については、『生活体験学習研究』15号（2015
年２月）に掲載されている。そのため、ここではそ
の概要に留めたい。ただ、プロジェクトの問題意識
はこの後の議論にもつながるため、少し長いが示し
ておきたい。上野は次のようにプロジェクトの問題
意識を述べている（上野 2015：39）。

…日本の労働市場の流動化に伴い、従来の学校教
育から労働市場への移行が困難になったことを背景
にして、新規学卒者に対する社会的・経済的要請が

「社会人基礎力」、「学士力」として大学教育の内容の
再編を求めるようになった。具体的には、達成目標
値の設定やカリキュラム再編、教育方法の改善等を
求め、インターンシップをはじめとする大学教育に
おける体験学習の有効性についての検証が必要に
なってきた。

しかし、青年・若者の抱える問題は、employability

への疑念、キャリア教育、インターンシップの形式
化、青年・若者の生育過程における発達の歪み、と
いった様々な問題を内包しており、問題の全体像の
解明と、それと体験学習との関連の議論が求められ
ている。とくに、働く力やコミュニケーション能力
の不足が指摘されるが、これらの諸能力の形成は、
人間の生育過程における体験の質と量のかかわる問
題として把握されなおすことが必要である。

このような問題意識のもと、初年度は、就労に関
する若者問題に対する社会人基礎力養成の取り組み
に着目した。

ここで、若者の働く力や社会人基礎力に注目する
理由について確認しておきたい。これまでの生活体
験学習研究において、「生活体験」は、様々な自然体
験や社会体験を内容にもつ言葉として用いられてき
た。その前提には、①日々の生活そのもの（生活経
験）が、人間の認識や発達に良くも悪くも多大な影
響をもたらすこと、②意図的に取り組まれる良質な
自然体験や社会体験（生活体験）によって子どもの
認識や発達が促される、③さらに生活体験を通じて
日々の生活のゆるやかな改善が期待される、という
共通理解があるように思われる。生活体験は、「子ど
も」の認識論・発達論のキーワードと位置づけられ
てきたといえる。

だが、「子ども」ではなく「若者」にとっての生活
体験の意味について考えようとすると、認識論や発
達論の枠組みにとどまっていてよいのかが問題とな
る。というのも、子ども期の体験の積み残し（不足）
は、若者になって中等・高等学校への就学、さらに
は卒業後の経済的な自立、自分の属する社会への参
加、余暇の過ごし方、家族や友人関係など多方面で
の生活困難につながっていくと考えられるからであ
る。若者の生活体験をみていくためには、認識や発
達の問題という視点に加え、生活困難の問題を視野
にいれなければならないのではないか。子どもから
若者への成長を連続的にとらえていこうとすれば、
子どもの生活体験の積み残しの結果としての若者の
生活困難という観点が必要となってくるのではない
だろうか。

このように考え、本プロジェクトにおいて、生活
困難の問題を乗り越えるために行われている体験活
動（例えばそれは、職業体験、地域社会への参加、
レクリエーション、自らの生活経験をみつめ他者に
伝える言語活動、若者文化、自立生活訓練…など）
を、ひとまず若者の生活体験として考えていくこと
とした。

生活体験をこのようにみることで、生活困難を抱
えている若者が取り組む体験活動は、仮に内容が子
どもと同じキャンプであったとしても、子どもと若
者では体験の意味が異なってくることが推測され
る。若者にとって、体験は、自らの生き方に深く関
わることが、子どもに比べて多分にあるのではない
か。また、子どもにとってゲームやアニメは発達へ
の悪影響をもたらすものととらえられがちだが、困
難を抱える若者にとってはコミュニティ参加、生活
文化創造へのチャンネルとしてみていくことができ
るのではないだろうか。以上のような観点から、若
者問題と生活体験についてのこの三年間の議論を振
り返ってみたい。

（2）高校・大学における体験活動の傾向
初回、取り上げられた事例は、大分大学の教養教

育における地域環境問題を題材とした地域体験活
動、同じく大分大学の初年次教育における中小企業
インターンシップ、鹿児島で行われている志學館大
学・地域経済界・ＮＰＯが連携して進める長期イン
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ターンシップ、厳しい経済事情や苦しい生活経験を
持つ生徒の多い熊本の県立定時制Ｙ高校における
キャリア教育である。鹿児島の事例を除く各事例に
ついては、すでに詳細な報告があるため、ここでは
省略する（市原、中川 2015）。以下、各事例で示さ
れた若者の学習意欲や就業意欲を高める体験活動に
ついて、どのような傾向があるのかを整理する。

全ての事例に共通していたのは、経済界だけでは
なく、各学校側もそれぞれが抱える生徒の実態に応
じて、主体性、課題発見力、コミュニケーション力
などの社会人基礎力や自尊感情を高めるようなキャ
リア教育を求めているということであった。

また、学校教育における若者の体験活動の今日的
傾向は、五官を使った体験活動が、回数や期間に程
度の差はありながらも、長期間行われていることで
ある。事例に則して言えば、大分大学の地域体験活
動は長期で２年、インターンは半年、志學館大学の
長期インターンは１年半、Ｙ高校の生活体験作文は
４年間（定時制高校）となっている。学習の動機づ
けや就労意欲の向上をはかるためには、長期の体験
活動が必要と考えられている。生徒・学生は、義務
教育段階からの職業体験や奉仕体験などの体験の積
み上げがあるにもかかわらず、高校・大学まで延長
されつつあるといえる。

こうした体験活動の長期化の背景として、一つに
は、学校教育の出口にある企業が、かつては体験不
足の若者も時間をかけて人材養成していたが、今日
は、養成しなくなってきていることがあげられるだ
ろう。企業内の人材養成に使う労力・経費を削減
し、学校側に労力・経費の代行を求めており、学校
の負担が増しているといえる。

けれども、二つ目には、上野が指摘しているよう
に、体験活動の義務教育から高校・大学への延長
と、高校・大学における体験活動の長期化の背景に
は、学生の生育過程において体験の欠損が深刻であ
るということも見逃されてはならない（上野 2015：
44）。事例でも明らかなように、地域課題の発見や
職業における興味・やりがいの発見は、地域生活や
職業生活から切りはなされてきた生徒・学生にとっ
て非常に難しい課題となる。また、学業や対人関係
で困難を抱えこみ、自尊感情が低かったＹ高校の生
徒が、自らの厳しい生活経験を振り返り、現在の自

分を肯定的に受け止めていけるようになるために、
長期にわたる自分を表現する体験と教師の指導が必
要とされていた。

三つ目には、学校では、ただ体験するだけでは済
まされないということである。例えば、社会通念上、
アルバイトの体験は、それ自体が意味ある事柄であ
るとされ、体験が顧みられることはない。だが、学
校での職業体験では、体験そのものだけでなく、体
験を通じた気づきや自分の価値観・意欲の変化を言
語化することも重視される。学生は、すぐに体験や
生活経験を言語化できるわけではない。作文やレ
ポートや論文、プレゼンテーション、など様々なや
り方で言語化し、他者に伝えようとすることで、自
己理解・他者理解の深化を促し、コミュニケーショ
ン力や自己肯定感を高めると考えられ、その指導に
時間を必要としていると考えられる。

体験活動が、小・中学校から高校・大学に延長さ
れ、長期化することの是非についてはここではとり
あげない。ここで指摘しておきたいことは、子ども
期からの体験不足の「つけ」を克服するためには、
かなり長期の体験を必要とするということである。
例えば、地域社会の一員として生活しているという
生活感覚を身につけることや、教室や職場で互いに
気持ちを述べ合える関係性の構築は、そうした経験
が乏しい若者にとって容易ではない。さらに、学校
という枠組みの中では、本人が体験したことを言語
化・意識化する作業が行われるため、さらに体験活
動は長期化せざるをえない。

２．‌�企業・学校・就学・文化面からみた若者問
題と体験活動

（1）何を「社会人」の基礎力とするか
１回目のセミナー・シンポでは、若者が学習・就

業意欲を高める体験活動の事例検討を通じて、上記
のような傾向がわかってきたのであるが、それに伴
い、新たな論点が示された（上野 2015：44）。

一つ目は、若者にとって必要な生活体験の全体像
をどう把握するかということである。今日、グロー
バル経済の求める社会人基礎力や学士力の涵養が高
校や大学で進められているが、そうした教育課程の
論理だけで、若者に必要な体験が充足されるのかが
問われる。若者にとって必要な生活体験とはどのよ
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うなものか。それは、学習意欲や就業意欲の喚起に
限られるものではないのではないか。

二つ目は、高校や大学の教育課程と学生の有する
生活経験との関連を考え、学校における生活体験の
質と量をどのように設計できるかである。

三つは、教育のトラッキングと生活体験の関係で
ある。学校の序列化が強まるとともに、学校入学時
点で卒業進路が決まる傾向も強まっている。こうし
た教育のトラッキングが進む中、生活条件に恵まれ
ず問題を多く抱えた若者が多数在籍する学校と、そ
うではない学校では、求められる体験活動は異なる
と考えられる。「個々人やある群ごとに即した生活
体験の持つ意味」をとらえ返していく研究が求めら
れる、という点である。

そこで、２年目は、一つ目の論点である「若者に
とって必要な体験の全体像の把握」を行おうと、

「『育ち直す』若者と生活体験－今、何を『社会人』
基礎力とするか－」をテーマにシンポジウムを開催
した。若者にとって必要な生活体験の全体像を把握
していくためには、１回目のように若者問題を大学
の研究者・教育実践者からみた学習・就業問題と体
験活動の関連に絞り込むのではなく、様々な領域の
専門家から、それぞれが感じている若者問題を語っ
ていただくことが有効と考え、次の四氏に報告をお
願いした。

一人目はハウインターナショナル代表取締役会
長・正田英樹氏に企業人の立場から、二人目は大分
県立日田三隈高校教頭・小池楠男氏に高校教員の立
場から、三人目は佐賀大学保健管理センター所長・
佐藤武氏に学生メンタルヘルス担当医師の立場か
ら、四人目は九州大学・岡幸江氏に北欧のユース
ワーカーの取り組みから、そこに現れる若者問題と
その背景、およびそこで必要な若者の体験活動につ
いて提言していただいた。

なお、テーマにある「育ち直す若者」についてで
あるが、ここには、「育てられる」受動的存在から、

「自らを育てる」という主体的な存在へと転換（自己
確立）するという意味が込められている。1970年代
からモラトリアムが拡大し、経済危機の90年代以降
は、標準的な生活モデルが失われることで、ますま
す若者の自己確立が難しくなってきている。若者が
自己と社会とを関係づけながら、社会人となってい

くことの難しさは、今日、どのように顕在化してい
るのだろうか。また、その問題は何に起因し、問題
解決にむけてどのような取り組みが求められている
のか。

（2）多方面に現われる社会的自立の困難
報告一人目の正田氏は、企業人として協力企業の

最前線で三ヶ月以上活動する長期実践型インターン
シップを実施している。大学や学生に募集を呼びか
け、この10年間で受講者は2000名にのぼる。最初に
示されたのは、所属する組織とそれを取り巻く社会
環境が激変していく中で、若者が変化に対応できて
いないという強い危機感である。激変する企業組織
や社会環境に、個人は柔軟に対応していく必要に迫
られており、そのために、社会や組織はどのように
あり、どこに問題があるのかを見極める力が不可欠
であると述べる。

一方、氏は、小学校から大学にかけて､ 教員から
準備された問題を解くことが重視されている現在の
教育システムの中で、若者に問題を発見・解決して
いく力が身についていないと指摘する。学力が高い
学生ほど問題を与えてもらおうとする傾向が強いと
いう。

そこで、飯塚の地域活性の体験活動の事例（九州
工業大学生が、歴史を中学生に伝えようと、英語で
動画をつくる活動）で、自分で考え始めるように
なった若者がいきいきと行動するようになった姿を
紹介された。そこで、今後、教育に求められるのは、

「若者を主体的に考え、行動する場に身を置かせる
こと」、「小学から大学までの枠をできるだけ取り払
い、多年代で複数年学べる場」であると提言した。

かつて多くの家庭には生業があり、地域社会には
多数の手習いの場があった。だが、今日では、それ
らは失われ、アルバイトはマニュアル化され、仕事
のやりがいを感じる機会が少ないと考えられる。ま
た、企業は人を育てる手間と費用を省き、学校に任
せようとしてきた。こうした状況下において、企業
が仕事のやりがいを通じて若者を育てようとする取
り組みは希有であり、意味を持つ。だが、やりがい
は一朝一夕でみつけられるものではないため、体験
は長期化する。すると、学校教育における知識の伝
達の時間が割かれる。学校教育と就業体験の質・量
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をどう調整していくかが問題となる。
二人目は、小池氏である。日田三隈高校は、総合

学科を設置して20年の歴史がある。また、大分県西
部の地方都市である日田市において、主として学力
的には日田圏域の中位の生徒が集まる学校である。
三隈高校では独自のキャリア教育が行われている。
それは、①「120科目から自分でつくる時間割」、②

「体系的なキャリア教育（Mikuma PAS System）」、③
「30歳のレポート」である。

中でも、オリジナルな教育が、②と③である。②
では、一年次にキャリア形成の基礎である４つの力

（調べる力、まとめる力、発表する力、聞く力）を涵
養し、それを、二年時の夏期休業中の職業体験や、
三年次の課題解決フィールドワーク・論文作成を通
じて練り上げるという体系となっている。③では、
30歳になった卒業生が、卒業後の人生経験を振り返
るレポートを書き、在校生や一般人の前で発表す
る。その姿は、在校生にとって、近未来を考える上
で活きた教材となるという。

こうした取り組みの背景には、地域社会に仕事が
少ない、低賃金であるなどの厳しい経済状況があ
り、若者の社会的自立が困難となってしまう現実が
ある。30歳のレポート作成と指導について、「総合
学科として力を入れて取り組んできたキャリア教育
の結果がどうだったのか。我々には結果に責任があ
る」と小池氏は述べた。日田三隈高校のキャリア教
育の凄味は、卒業後までも見据えて、徹底している
ことであろう。だが、このことは逆に、生徒の社会
的自立の困難さを示すとともに、学校教育はどこま
で生徒のキャリア形成や求められる体験活動を保障
していくべきかという問いを投げかけている。

三人目の、佐藤氏には、大学生のメンタルヘルス
に関わる医師の立場から報告いただいた。氏は、最
近の傾向として、「空気が読めない」、「友人ができな
い」などのコミュニケーション障害を抱えた若者が
増加していると述べた。また、口論をしたことがな
い、ケンカをしたことがない、など密接な人間関係
を避ける傾向が見られ、加えて、スマートフォンな
ど最先端の道具によるコミュニケーションの多用
で、人間関係がさらに希薄化していると指摘する。
問題を抱えた若者の中には、「便所飯」をする者もい
るという。便所飯とは、食事を一人でするような自

分は人間として価値がないと思い込み、一人で食事
をすることや、その姿を人に観られることへの恐怖
感から、トイレの個室にこもってご飯を食べる行為
である。

一方で、集団になじめないけれども、他者の些細
な言葉に敏感になっているという。氏は、こうした
状態を人間関係免疫不全状態ととらえ、「こころア
レルギー」と呼んでいる。からだのアレルギーでは
皮膚に赤く湿疹ができる現象を比喩して、人と人と
の接触で嫌な気持ちになる（心に湿疹ができる）状
態を例えている。

こうした若者の背景には何があるのか。氏は、曖
昧さや他者への配慮を大事にする日本ならではのコ
ミュニケーションの形式や、昔の集団遊び・集団行
動の衰退を、その背景として挙げる。そして、若者
のこころアレルギーへの一つの対応として、欧米の
学生のように「共同生活」の体験の必要性を提案さ
れた。

共同の体験の必要について、異議を唱える人は少
ないであろう。それが社会生活の基礎的な原理であ
るとともに、その体験を経て社会性が身につくと考
えられるからである。けれども、既に家庭では、テ
レビや電話などの家電製品、部屋も一人一つをもつ
時代になり、家電製品もネットワーク・全自動化さ
れ、共同生活の煩わしさから解放された日常生活を
おくっている。共同は不便さを一つの要素に形成さ
れる側面があるが、その不便さ故に共同性を再構築
することはたやすくない。若者にとって共同の体験
が、どのようにして可能になるのか問われることに
なる。

四人目は、岡氏である。岡氏からは、社会教育研
究者として北欧の文化ユースワークの事例を報告い
ただいた。取り上げられたのは、フィンランドの
ユースワークである。Youth act（青年法）を背景に
1980年代以降、ユースワークの制度化が進んでいる。
その目的は、「参加」状況の増進を通して、若者の人
生選択と責任感覚を支援することにあるとされてい
る。具体的な事例として、グラフティアートのケー
スが挙げられた。グラフティ（壁の落書き）は社会
的に厄介者扱いされる。だが、若者自身がユースセ
ンターでの活動を通じて、工事現場での一時的なグ
ラフティの場を交渉で実現し、さらに芸術的なアプ
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ローチのための講座の開設を実現し、若者文化とし
てのグラフィティについて社会的承認を獲得して、
町の環境破壊防止に寄与したという。他にもゲーム
やスケートボード等は厄介者扱いされがちだが、若
者にとってそれらの体験の意味を考え、最終的に社
会的承認を得ていくというケースも挙げられた。

このユースワークで大事にされているのが、「会
話」であった。「ユースワーカーの仕事は、若者にど
んな社会人基礎力が足りないかを考えることではな
く、彼らのありのままの生活世界の中に社会とつな
がる萌芽を探し出し、教育的手段に転換していくこ
とである」と、氏は述べる。

若者の社会人基礎力は、若者を取り巻く大人に
よって設定されがちである。当事者である若者の生
活世界の中に、社会人基礎力の芽があるという指摘
は非常に重要である。ただし、この取り組みは、社
会をつくる過程に自己実現が組み込まれている。教
育課程が当事者以外の手で設定される学校教育とは
対極にあると考えられる。

では、２回目のシンポジウムで明らかになってき
たことは何か。一つには、若者は、就業の場面に限
らず、生活の多方面で社会的自立の困難を抱えてい
るということである。働く場でやりがいを見つける
こと、高校で自分の進路をみつめること、大学キャ
ンパスで人と交わること、ゲームやスケボーなどの
余暇・文化活動、それぞれの生活場面において周囲
の社会との接点が乏しいために、社会と関わりなが
ら自立していくことへの困難を抱えているというこ
とが明らかになった。

二つには、多方面で若者の社会的自立の困難さが
顕在化している背景として、厳しい経済社会環境
や、課題を教師が与える学校教育のあり様、PC や
スマートフォンなど利便性・娯楽性の高い物質的な
環境、共同体験の不足、若者が主体性を発揮する機
会の欠如と若者不信などが挙げられていた。若者の
社会的自立の困難さは、生活構造に深く根ざしてい
ることが明らかになった。

三つ目に、若者の社会的自立が生活構造に深く根
ざしているということは、学校の体験を拡充しても
克服が難しいといわざるをえないということであ
る。その端的な例が、ユースワークである。若者の
社会的自立を阻むような社会環境を、当事者である

若者が主体的に改善していこうとする社会参加の体
験は、決められた教育課程の履行が求められる学校
教育においては、最も実施困難である。ただ、逆に
一定程度の知識・技術水準を担保する必要に迫られ
る職業資格に関わる体験は、学校教育が向いている
と考えることができる。

知識と体験とのバランスを考える際に、社会にお
いて行われることが望ましい体験（当事者の主体性
が優先される場合）、学校において行われることが
望ましい体験（一定水準の知識・技能の修得が優先
される場合）があるのではないだろうか。この点に
ついては、後述したい。

３．孤立する若者と生活体験
（1）孤立する若者にとって生活体験の有効性

３回目は、「社会的関係に困難を抱え孤立する若
者に必要な体験とは」をテーマに、シンポジウムを
開催した。

１回目は高校や大学における社会人基礎力を、２
回目は若者の生活全般における問題を取り上げた。
そこで取り上げられた若者は、見方を変えてみれば、
職業体験が可能な者であり、学校に通うことが可能
な者であり、文化活動に取り組むことが可能な者で
ある。こうした若者は、困難は抱えつつも、学校に
在籍し、卒業後に就業をめざす「正規ルート」に在
籍する、あるいはその可能性をもつ若者である。

だが、障害や病気、非行事件など人間関係のトラ
ブル等によって、学校や職場、あるいは家族や交遊
関係などの社会的生活の基盤を失い、不登校やひき
こもりの状態となり、孤立する若者は少なくない。
例えば、平成2010年に実施された内閣府「若者意識
に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）」で
は、ひきこもりの状態にある若者（15～39歳）は約
70万人と推測されている。

先の論点の三つ目で、若者にとっての生活体験の
意味は、教育トラッキングの進行と関連づけて考え
られる必要があると指摘した。孤立する若者は、教
育トラッキングが進む中、「正規ルート」に在籍して
いないことがハンデとなり、将来的に生活の困難を
抱えやすい。そのため、孤立する若者にとって、教
育よりも、生活を支える福祉的支援が必要と考えら
れている。
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ところが、近年、障害者自立支援法により、障害
者の自立生活を実現する取り組みが始まると、そこ
では体験的手法がかなり用いられているようになっ
てきている。福祉的・心理的支援と呼ばれるものに
は、生活技能訓練、キャンプやレクリエーション活
動、福祉的就労と呼ばれる職業訓練、参加者が相互
の経験を語る小集団（居場所）づくりなどが挙げら
れる。社会教育の領域で取り組まれてきた学習方法
とよく似た体験的手法が用いられていることに気づ
く。そこで、３回目は、孤立する若者にとって、こ
うした体験的手法がどのように有効なのかを検討し
ようと、実践者四人に報告をお願いした。

一人目は、加藤雅世子氏である。周囲とのコミュ
ニケーションに困難を抱える中卒者を対象とした学
校法人・佐賀星生学園（高等専修学校）を平成23年
に設立し、現在は校長をつとめている。二人目は、
三城大介氏である。精神障害をもつ若者を対象に、
SST（生活技能訓練）を基礎にした IPS（個別就労支
援）や当事者グループ活動支援を行っている。IPS

は、精神障害があっても働けることを目指して行わ
れる就労支援であり、「訓練のための職場」よりも

「職場での訓練」が効果を高めるとしている。
三人目は、桑原宏樹氏と小杉綾花氏である。桑原

氏は佐賀県警生活安全部少年課で勤務する一方で、
不登校・非行・犯罪被害など様々な悩みを持ち、心
のより所なくした少年たちの居場所づくり活動を
行っている。小杉氏は、その居場所づくりを支援す
る佐賀大学学生ボランティア団体・ルピナスの代表
である。

四人目は、木戸健二氏である。福岡市城南区長尾
小学校区で、30年以上にわたり、任意団体「ウハウ
ハ長尾」の代表を務め、若者たちを見守ってきた。
子どもキャンプや遊びの企画・実施を中心に、地域
清掃や公民館祭りへの参加など地域づくり活動にも
積極的に取り組んでいる。ウハウハ長尾に集う若者
たちの中には、つらい家庭環境下にある者も少なく
ない。学校に適応できなかった若者もいる。様々な
若者が集い、活動を通じて絆を深めていける場所が
ウハウハ長尾である。

（2）居場所をつくる若者たち
一人目の加藤氏からは、不登校、発達障害の若者

のための高等専修学校で教育運営に携わってこられ
た立場から、「解決志向アプローチ」の有効性につい
てご報告いただいた。家族や学校で、「できない」と
いう烙印を押されてきた若者たちにとって必要なの
は、自分の問題とその克服に目を向けることではな
く、解決にむけて自らの可能性を発見して挑戦する
ことであるという。

入学時、生徒の95％が「学習したい」、「友達がほ
しい」という。この思いに応えるために、学園では
①発達障害の特性に配慮した視聴覚教材を用いた授
業、②学習意欲を高める装置としての検定試験、③
コミュニケーションや緊張のコントロールができる
ようになるためのソーシャル・スキル・トレーニン
グ（以下、S.S.T）、④劇や歌などの集団活動で自己
を表現するチャレンジワークを柱とした教育が行わ
れる。

これらの活動は、切り離されていない。①②につ
いても、学力別クラス編成は行われていない。有名
大学に受かる若者と進学・就職が困難な若者が一緒
に学ぶ。互いに認め励ましていく関係づくりが重視
され、結果的に学力は高まっているという。

学園では、教室・学校が若者にとっての「社会＝
居場所」として明確に位置づけられ、日々の個々の
活動が、安心して暮らせる居場所づくりに連動して
いくことが目指さされている。学校生活＝社会（居
場所）づくりということは、換言すれば、学校生活
における活動すべてが、若者にとって社会生活スキ
ル習得の場であり、社会参加を通じた社会的自立を
促す場となっている、といえるのではないだろうか。

二人目の三城氏からは、精神障害があり、社会か
ら孤立する若者を支援する立場からご報告いただい
た。精神障害者は、潜在的に800万人以上いるとさ
れるが、支援を受けるために必要な「精神障害者保
健福祉手帳」所持者は50万人しかいないという。そ
の背景には、精神障害者への差別があり、手帳申請
ができない若者が多いと氏は指摘する。

こうした中でも、障害者自立支援法制定後は、精
神障害者が地域社会の中で自立した生活を送れるよ
うな支援活動が進められてきた。氏は、当事者支援
団体「ハートブリッジ」において、「IPS プログラム」
を提供し、若者を支援している。

そして、IPS の基礎には、S.S.T による自律生活実
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現、アサーショントレーニングによる対人能力向
上、ピアカウンセリングによる体験の暴露と自他受
容など、社会生活に必要なスキルの訓練がある。こ
れに加え、将来の自律に向けた中・長期の計画をた
てる「自分シート」を作成する。

精神障害のある若者にとって、「やれると思って
いる」ことと、「やってみたこと」の乖離は大きく、

「１時間だけ野犬の散歩できる」、「掃除機ならしっ
かりかけられる」（時給500円）など、実際には本人
の特性に応じた働き方となる。このとき、できるこ
とを見つけ役に立つことで自己効力感を高めつつ
も、自分の弱点を認めることが重要だという。氏は、
この両面があって、初めて精神障害者は社会との折
り合いをつけられると強調する。

生活の目標を立てて将来見通しをもつこと、生活
リズムを整えたり体力をつけたり健康を管理するこ
と、掃除や洗濯や買物などの生活能力を高めること、
人とうまく話せるようになること、自分の特性に
あった仕事をすること。これら自立した社会生活を
おくる上で不可欠なスキルの習得プログラムが、
日々の生活で継続的に行われている。それは、障害
のある若者にとっての継続的な生活体験といえるも
のではないだろうか。また、主として経済社会や学
校の要請で行われる社会人基礎力養成プログラムと
比べて、IPS は、社会や支援者の意思ではなく、当事
者の特性や意思が尊重される個人プログラムとして
展開されていることが注目される。同じ若者の就労
体験であるが、そこには異なる点があるといえる。

三人目は、罪を犯した少年や被害少年の立ち直り
支援に関わっている立場から桑原宏樹氏（佐賀県
警）と小杉彩花氏（学生ボランティア団体・ルピナ
ス）に報告していただいた。かつて、桑原氏は、法
に基づいて罪を犯した少年を処遇することだけに専
念していたが、それでは、少年の立ち直りは難しい
ことを実感し、当時は警察組織では異例ではあった
が、勤務時間外に少年たちと交流の機会をつくる。

罪を犯した少年たちの多くは、厳しい生育条件下
で育ったため、一般的に「できて当然のこと」がで
きない者が多いという。氏は、少年たちがありのま
まで受け止められる、ほっと安心できる場所、自分
でやりたいことができる居場所が必要だと考え、少
年たちがやりたいことを尋ねる。その結果、一緒に

レクリエーションをする、料理を作って食べる、遊
ぶ、いろいろなことについて話し合う、ことなどを
活動内容とする居場所がつくられた。ここでの活動
を通して、少年が明るさを取り戻している姿が報告
された。

続いて、小杉氏からは、少年たちと共に活動する
ボランティアグループの立場から、活動を通じた自
分自身の変化が語られた。「年が近いのに、全く別世
界にいる」ように感じていた少年との交流に、最初
は怖さを覚えたという。けれども、長く一緒に活動
を続けていくことによって、一人一人の少年の良さ
が見え、互いに本音も語れるようになってきたとい
う。そのような関係ができたとき、これまで自分が
少年にレッテルを貼っていたことに気づき、小杉氏
自身にとっても意味ある活動へと変化したことが語
られた。

三城氏の報告に続き、この報告でも、少年自身の
声を尊重した居場所づくりについて語られている。
だが、異なるのは支援者が SW ではなく、ボラン
ティアであることである。ここで注目したいのは、
少年たちにとっても、年が近い大学生たちにとって
も、両者に意義のある体験となっていることであ
る。家庭にも社会にも行き場がない少年と、少年を
別世界の人間ととらえる学生。両者が、体験的な活
動によって、少しずつ他者との信頼関係を取り戻
し、居場所を一緒に形づくってきたとみることがで
きよう。

四人目は、木戸健二氏である。地元の子どもたち
のためにキャンプや文化活動を行う若者グループ

「ウハウハ長尾」の指導に関わってきた立場から報
告していただいた。

ウハウハ長尾は、福岡市城南区長尾小学校区の長
尾公民館青年学級からスタートし、青年学級が廃止
となってからは、校区の任意団体として現在も活動
している。半年ほどの時間を使い、年２回、地域の
子どものために手作りのキャンプを計画・実施する
こと、地域の清掃活動や祭りなどの行事に参加する
こと、などが主な活動である。

氏が関わってきた若者の中には、学校や社会にう
まく適応できない者も少なくなかったという。氏は、
若者は「自己表現が下手、一生懸命、自分を認めて
ほしい」など昔から本質的に何も変わっていないが、
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社会が変化し、自分を信じてくれる人、居場所が失
われたとき、社会に対して反抗する、と述べる。

ウハウハ長尾では、団体目標である「子どもたち
の輝く瞳を取り戻す」ために、自分は何がやりたい
のかを真剣に話し合い、行動していくことが求めら
れる。その過程で、自分を認めてくれる人（同世代
のスタッフや地域の大人）、信じてくれる人（子ども
や仲間）と出会う。その結果、若者は反抗する必要
がなくなり、他人のために尽くしながら自己肯定感
を高めることができるという。さらに、そうした若
者の姿が、子どもにとっての憧れとなり、子どもが
将来のスタッフとなり、30年以上、活動が継続して
いることが紹介された。

本当にやりたいことを若者自身が発見する、それ
を人に伝える、他者の話に耳を傾ける、自分を見つ
め直す、思いを共有する、思いを反映したプログラ
ムをつくる、プログラムを実施できるキャンプ技術
を磨く、子どもの気持ちを把握する、子どもたちを
励まし元気づける、保護者や地域に活動の意義を理
解してもらうなど、キャンプには様々な体験のプロ
セスが組み込まれている。社会から排除され、反抗
していた若者が、自分を認めてくれる人や信頼でき
る人と出会い、自分のふるさと（居場所）を構築し
ていくとき、これら一連の体験があってこそ、その
構築が可能になるといえるだろう。

以上の報告から、孤立する若者にとっての生活体
験の意味を考えようとするとき、何が言えるだろう
か。一つには、若者にとっての生活体験は、現実社
会における居場所づくりと密接に結びつけられて
いる、ということである。星生学園、ハートブリッ
ジ、佐賀県警とルピナス、ウハウハ長尾のいずれの
事例においても、居場所は重要なキーワードになっ
ていた。

二つ目は、居場所を形づくっていく過程で集団的
な活動が行われているが、そのベースには、若者一
人一人の「やりたい」という意思や特性が、非常に
尊重されているということである。自分の意思や特
性に従って、個人は体験を積み重ね、徐々に周囲の
メンバーとの関係の構築につなげていくこと（居場
所づくり）が目指される。そのとき、外部の人間が
若者の問題を示して問題克服を目指させるような指
導・支援（レッテル貼り）ではなく、当事者が「で

きる」ことに注目し、その力を若者自身が最大限発
揮できるようなエンパワーメントが目指されていた
ことである。これにより、若者は自己肯定感、自己
効力感を高めることができていた。

三つ目は、社会的に孤立している若者に必要な体
験として重視されていたのは、「社会生活スキルの
習得」であったことである。コミュニケーションス
キル、家事や健康的な生活のスキルなど、当事者の
意思や特性に応じた個別性をもった社会生活スキル
の習得が目指されていたことである。しかも、それ
は若者の問題を指摘するのではなく、若者自身が潜
在的に持っている力を発揮するエンパワーメントの
原理に従って行われている。

以上をふまえて、若者にとっての居場所とは、で
きない自分を否定される場所ではなく、自分の可能
性を磨く生活スキル習得の訓練の場であり、同時に
自他を認め合える共生社会づくりの機会である、と
いうことがいえるのではないだろうか。

４．おわりに－若者問題と生活体験の見取り図－
では、最後に、若者にとっての生活体験とは何か

について整理してみたい。この三年間では、一回目
に就労場面の若者問題を、二回目に生活全体におけ
る若者問題を、三回目には若者の社会的孤立問題を
とりあげ、それぞれの問題に応じて行われている
様々な生活体験の活動の実際とその意義について検
討してきた。その結果、若者問題に対する体験活動
を整理していくにあたっては二つのポイントがあ
り、その二つを軸に設定することで若者の生活体験
の見取り図（図１）を、仮説的ではあるが示すこと
ができるのではないかと考えた。

まず、一番目のポイントは、体験活動の質が大き
く二つのタイプに分かれていることである（図の縦
軸）。二つのタイプのうち、一つのタイプは、一定の
期間に一定の教育目標を実現しようとする学校教育
で行われているような、もしくは学校教育で行われ
るのが適当と考えられる体験活動である。具体的に
は、資格取得のために行われる現場体験実習と事
前・事後指導のように、体験前に目的や基礎的スキ
ルを学び、体験し、体験後に自分が体験した出来事
を振り返り、学習の成果や課題を言語化・自覚化し
ていく作業が該当する。この点は、１・２回目のシ
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ンポジウムの大分大学や熊本 Y 高校、日田三隈高
校、ハウインターナショナルの事例において、概ね
共通していると考えられる。

重要なことは、学校教育で行われる体験活動は、
その目的が当事者以外（学校あるいは企業社会）の
手で設定されている点である。社会人基礎力や学士
力、キャリア形成という観点から行われる体験活動
がそれにあたる。

しかし、一方では、学校や企業が体験の目的を設
定するのではなく、体験の当事者の思いや特性を中
心にして体験の目的が設定される場合がある。これ
が二つ目のタイプである。３回目のシンポジウムの
各事例や２回目のユースワークの例が該当する。

次に、二番目のポイントは、若者が抱えている社
会的困難の大きさによって体験が二つのタイプに分
かれていることである（図の横軸）。ここでいう社会
的困難は、①疾病・障害の有無といった特性や生得
的能力の程度など本人の内面に起因する困難、②家
庭・学校・職場等の社会的関係や物質的・経済的環
境に起因する困難、③社会制度的条件の過不足など
に起因する困難などが重なり合った複合的な困難と
考えている。先述した教育のトラッキングは、これ
ら三つの要因が複合的に絡み合い、生じていると考
えられる。

例えば、抱えている社会的困難が相対的に小さい
場合、つまり個人の特性・能力や外部環境にも恵ま

れている場合は、学歴を高めること、社会が要請す
る高度な職業人養成プログラムや社会課題解決プ
ログラムを体験することが可能となる。また、個人
の意思に基づいたボランティア活動や起業が可能
である。

反対に、社会的困難が大きい場合、つまり個人の
特性・能力や外部環境に恵まれていない場合は、社
会生活スキルの向上や、居場所づくりや社会参加を
通じたエンパワーメントが重要となってくる。

図１に示したように、四つの領域に若者の生活体
験を整理できるのではないだろうか。領域１は、抱
える社会的困難が小さい若者が対象であり、社会や
学校が目的を設定して行われる領域である。具体的
にはインターンシップや社会課題解決型学習などが
あげられる。領域２は、抱える社会的困難が小さい
若者が対象であり、本人が目的を設定できる領域で
ある。サークル活動や NPO などの活動、起業など
が考えられる。領域３は、抱える社会的困難が大き
い若者が対象であり、社会・学校が目的を設定して
行われる領域である。そこでは生活体験作文や集団
的・表現的活動などがあげられる。領域４は、抱え
る社会的困難が大きく、目的を本人が設定して行う
領域である。福祉的就労や社会生活スキルの訓練な
どである。

以上のように、若者の生活体験の見取り図をした
わけであるが、このような見取り図を提示すること

図１．若者の生活体験の見取り図

【領域３】
・生活体験作文
・歌劇などの集団活動
　や自己表現

社
会
的
困
難
大
き
い

【領域１】
・インターンシップ
・資格取得現場実習
・社会課題解決型学習

【領域４】
・福祉的就労
・レクリエーション等の
　集団活動・自己表現
・社会生活スキル

【領域２】
・サークル活動
・高度な社会貢献活動
・起業

社
会
的
困
難
小
さ
い

目的を社会・学校が設定

目的を本人が設定
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例が、その領域を代表する生活体験の事例であるか
どうかの検証が必要である。また、領域を超えて行
われている事例はないのかも見ていく必要がある。

二つには、図１に示されていない生活体験を位置
づけていくことである。例えば、アルバイトやボラ
ンティアは、若者にとって身近な体験であるが、こ
れらはどの領域に位置づけることが妥当なのかが問
われる。

三つには、シンポジウムで取り上げられた重要な
言葉でありながら、図１に示されていない言葉をど
う位置づけるかである。例えば、「居場所」という言
葉である。居場所は、領域３・４の生活体験と親和
性をもって語られていたが、領域３・４とのみ親和
性をもつ言葉なのか。それとも、全領域に親和性を
持つのだろうか。

四つには、一～三を通じて、子どもの生活体験を
把握する枠組みとしても妥当かどうかを検証するこ
とである。

若者問題の解決に向けた生活体験のあり様を考え
ていくために検討すべき課題は他にもあろう。だ
が、ここでひとまず研究課題については上記の指摘
まででとどめたい。子どもから若者までの発達の連
続を念頭に、若者問題と生活体験のあり様を考えて
いこうとする研究は、まだ緒に就いたばかりであ
る。今後の研究の盛り上がりに期待したい。

引用・参考文献
上野景三「青年・若者問題と生活体験学習研究の新展開」

『生活体験学習研究』15 日本生活体験学習学会 2015年
市原宏一「地域体験活動を組み込んだ初年次教育実践につい

て」同上
中川忠宣「インターンシップ授業の展開と社会人基礎力の育

成への効果」同上

にどのような意味があるのか。それは、一つには、
様々な若者の体験活動の特徴を大まかではあるが把
握できるということである。若者に様々な体験体験
が求められているとして、すべての活動が学校教育
で可能だろうかと問いかけたとき、もちろん、そう
であるわけではない。どんな体験でも学校に任せれ
ばよいというわけではないだろう。多様な体験が求
められていると考えた場合、「どのような若者」に、

「どのような目的・方法・場」をもちいた体験活動
が望まれるのか、あるいは実際に行われている生活
体験にはどのような傾向があるのかを整理すること
には一定の意味があると考える。

二つ目に、「抱える社会的困難の大きさ」と「目的
設定における主体性の発揮」という生活体験の分析
軸が見えてきたことである。今回の図は、若者の生
活体験の見取り図を示したが、これは子どもの生活
体験にも当てはまるかもしれない。例えば、庄内生
活体験学校は、炭鉱閉山後の厳しい社会状況におか
れた子どもたちが対象であり、子ども自身による共
同生活を通じた陶冶の場（社会生活力を身につける
場）として始まったといわれる。そのようにとらえ
られるとすれば、庄内生活体験学校は、領域４にあ
たる活動と整理することはできないだろうか。

もちろん、これまで述べてきたことは、三回のシ
ンポジウムを通じて考えた筆者の憶測や恣意性を含
んだ仮説的な整理にすぎない。今後、このような生
活体験を把握しようとする枠組みが適切であるかど
うかは十分に吟味する必要がある。そのために、次
のような研究課題が残されていると考える。

一つには、図１の各領域で示した例が本当に適切
であるかの検証である。今回示した図１は、あくま
でシンポジウムの報告に基づく整理である。よっ
て、多分に筆者の憶測や恣意性が含まれている。各
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１．研究の目的と方法
本研究は、如水保育園における卒園文集を手がか

りに、生活体験が子どもの育ちにどのような教育的
意義を有するかについて考察するものである。本稿
では、卒園後10年が経過した子どもの記述から、保
育園での生活体験が彼らにどのように記憶・定着・
再構成しているかに着目する。

研究の方法としては、如水保育園において卒園文

集に掲載される卒園後10年を経過した子どもが保育
園・保育者に宛てた感想である「10年前の卒園生の
メッセージ― 如水保育園時代の思い出＆メッセー
ジ」（以下、「10年前の卒園生のメッセージ」と略す）
をもとに、幼児期の子どもに対する生活体験の意義
についての読み取りを試みた。

次節に詳述するが、これまでの生活体験学習研究
を概観すると、子どもの育ちの過程における教育的

要旨　本研究は、如水保育園における卒園文集を手がかりに、生活体験が子どもの育ちにどのような教育的意義
を有するかについて考察するものである。本稿では、卒園後10年が経過した子どもの記述から、保育園での生活
体験が彼らにどのように記憶・定着・再構成しているかに着目する。
　研究の方法としては、如水保育園において卒園文集に掲載される卒園後10年を経過した子どもが保育園・保育
者に宛てた感想である「10年前の卒園生のメッセージ―如水保育園時代の思い出＆メッセージ」をもとに、幼児
期の子どもに対する生活体験の意義についての読み取りを試みた。
　本研究の成果として、①子どもは環境や体験自体が有する魅力に加え、体験を取り巻く外在的な要因の介在に
よって想起した自己の感情と併存して記憶する、②生活体験は、幼児の主体性に基づいた無意図的な体験を前提
とするものの、生活の積み重ねによる日常性を基盤として、子どもの自身の主体性と他者の教育的意図の相反し
た性質が共存して構成された教育的営為として理解できる、③体験当時は成功だけでなく失敗や挫折といった感
情 ･ 経験を併せ持つものの、年月を経て記憶は自己の中で再構成され意味づけが変容するの３点が提起された。

キーワード　生活体験　保育　体験の意義　時間的連続性　質的研究

   ＊大分大学
＊＊社会福祉法人如水保育園
連絡先：大分大学教育学部　〒870-1192　大分県大分市旦野原700　TEL・FAX 097-554-7559（研究室）　E-mail: m-nagata@oita-u.ac.jp
連絡先：如水保育園　〒871-0003　中津市大字是則1246-2　TEL・FAX 0979-32-4148　E-mail: josui@oboe.ocn.ne.jp

子どもの育ちの過程を通した保育における生活体験の
意義に関する考察

―如水保育園における卒園10年後の子どもの記述を手がかりに―

永　田　　　誠＊　　時　田　純　子＊＊

A Study on Growth in early childhood and relation of 
Life-Needs Experience

— The child’s description after ten years graduation in “Josui Nursery School” —

Nagata  Makoto*　　Tokita  Junko**
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意義に関する実証的な研究は稀有であり１）、特に、
就学前の幼児を対象とした先行研究においては、そ
の成果が充分に検証されているとは言い難い。しか
し、それらの蓄積の中では、研究的にも実践的に
も、生活体験は子どもの育ちの過程において、個別
的な体験にとどまらず、多様な体験の集積の意味に
ついて、学校段階によらない時間的連続性の中で捉
える必要性が明らかとなっている。

したがって、本研究では、10年後の卒園児の＜語
り＞から、幼児期から児童期の子どもの育ちの過程
を通した生活体験の意義を連続的に捉えることによ
り、生活体験が量的要因だけでなく、体験の過程に
おける人との関わり、困難や予期せぬ出来事との対
峙といった社会的・文化的な文脈における質的な変
性を経た子ども自身の意味づけについて確認する。
つまり、彼らの生活体験を介した＜物語＞が育ちの
過程の中でどのように記憶・定着・再構成されてい
るかを読み説くことで、生活体験を個別に捉えるの
ではなく、体験の集積による子どもの変容を連続
的・縦断的視点で捉えようとするものである。

具体的には、本稿では共同研究者でもある時田純
子如水保育園園長の協力のもと分析の素材となる卒
園文集を収集し、掲載が開始された2004年度から
2014年度までに「10年前の卒園生のメッセージ」を
寄せた卒園児98名を分析の対象とした２）。それらの
卒園児の記述をもとに、10年という時間的経過の中
で、保育園における生活体験がどのように記憶・定
着・再構成されているかを明らかにすることを試み
た。具体的には、それらの記述から生活体験に関す
る内容を探索的に分類・整理を行うことで、「10年
前の卒園生のメッセージ」における生活体験の全体
的傾向を把握した。その上で、分類ごとに特徴的な
記述を抽出し、より詳細な考察を行った。

分析の素材である「10年前の卒園生のメッセー
ジ」は、研究のために収集された情報ではないため、
個別的な記述内容自体の持つ意味やつながりを丁寧
に読み説くことが求められるとともに、彼ら自身が
経験した保育との関連性も踏まえる必要があるとの
判断から、質的調査法をもとに考察を行った３）。ま
た、対象となる98名の子どもの記述には2004年度か
ら2014年度までの11年間の時間的差異があり、その
間の保育内容の改善や社会状況の変化が一定の影響

を与えていることも推察されるが、今回は、幼児期
の生活体験が10年間の時間的経過の中で子どもの
認識等にどのように変容を及ぼしたかに焦点化した
ことから、時間的差異については分析視点から除外
した。

なお、本稿で分析資料として取り上げた卒業文集
には、担任保育者による卒園児の園生活の様子やエ
ピソードの記述や保護者からも保育園と家庭におけ
る子どもの育ちや親の思いが記された「年長児の紹
介」や同法人が運営する放課後児童クラブである

「なずな」の卒園児の感想も掲載されている。した
がって、今後は「10年前の卒園生のメッセージ」と
併せた３種の資料から保育に埋め込まれた生活体験
が、園時（６歳）― 学童（12歳）― 10年後（16歳）
といった節目ごとに、子ども自身もしくは保護者や
保育者によって記された記述を段階的に読み取るこ
とで、時間的経過や自己と他者との視点の違いによ
る差異についても考察する予定である。

２．‌�生活体験学習研究における幼児教育・保
育・子育て

生活体験学習研究における幼児期の子どもなら
びに親への着目は、学会発足当初からなされてき
た。『生活体験学習研究』の掲載論文を概観すると、
幼児教育・保育もしくは子育て支援を取り上げた
論文は、①子育て中の親や子育て支援者を主たる対
象に子育て中の親の実態と子育て支援の実践の事
例分析４）と、②乳幼児やその親を主たる対象とした
幼稚園 ･ 保育所における生活体験を導入した保育実
践の事例分析５）の２つに大別できよう。両者の主た
る研究対象や研究フィールドは異なるが、両者の論
考は、実践者自身による実践の総括として事例分析
を試みた論考が少なくないことが確認でき、乳幼児
や子育て中の親、そして子育て支援者の専門性に関
する先行研究は、実践を基盤とした考察を主たる研
究方法として試みられている６）。

生活体験学習研究の理論的到達点と課題を総括し
た上野らは、幼児教育・保育もしくは子育て支援に
関する生活体験学習研究の位置づけについて、「そ
もそも子育て支援における生活体験の意義とは何で
あるのか、あるいは親の意識変容や親子が集まる場
の意味そのものが、どう生活体験学習と関連付くの
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か、明確になされないまま研究が進められてきてい
る」と指摘し、「今後は、生活体験と子どもの発達、
生活体験と幼児教育、子育て支援という関連性を問
い、家庭教育や子育て支援、幼児教育、保育の中で
の生活体験の位置づけを検証し、明確化していく」
ことの必要性を提起している７）。

これらの先行研究からは、幼児教育・保育におけ
る生活体験の位置づけの検討といった原理的課題を
問う基礎的研究がないままに現在に至るとともに、
蓄積された実践自体をつなげ理論化しようとする志
向性の弱さが課題として看取できる。その背景に
は、これまでの生活体験学習に関する議論として、
①生活体験学習の実践自体が、児童期以上の子ども
を対象としていたため、幼児期の発達特性と生活体
験の関連についての議論が乏しかったこと、②生活
が親の生活リズムや生活習慣に影響を受けることか
ら、幼児の生活自体が未確立な状態であると捉えら
れてきたこと、③幼児期と児童期の子どもの育ちと
学びを連続的に捉える生活体験の視点が弱かったこ
との３点が要因として指摘できよう。生活体験の特
質に鑑みるならば、学習者の行動変容等の短期的な
教育的成果を求めたものでは、幼児教育 ･ 保育が蓄
積してきた教育の本質はもちろん体験自体の持つ教
育的可能性を喪失させる危険性を有していることは
否めない。生活体験は、子どもの日常性における体
験を基盤としつつも、子ども自身の日常生活から失
われつつあるものを意図的に子どもに体験機会を提
供する営みという矛盾を内包した概念として維持さ
れており８）、この点については依然として未整理な
ままとなっている。

敢えて、生活体験を矛盾を内包するものと理解す
るならば、そこには子どもの日常からは失われつつ
ある体験を把握する「診察」を行い、一方で、今後
の彼らの成長発達に必要な体験とは何かを設定する

「処方箋」という両者の行為を行う＜他者＞の存在
が不可欠となる９）。換言するならば、子どもの生活
と体験の理解と編成を、現代における生活体験学習
の支援者は無意図的 ･ 意図的に関わらず行ってきた
のである。子どもの生活と体験の理解と編成は、支
援者の経験に基づく予測や教育観、子ども像といっ
た個人的主観性を排除することができないことは否
めない。また、それは他者自身の実践経験を介して

把握してきた子どもの生活現実をもとにした日常性
や地域性・文化性、そして支援者をはじめとする周
囲の大人自体の生活経験等が複合的に介在するから
こそ、生活体験における研究と実践の多様性を生み
出してきた。ゆえに、生活体験学習研究は実践事例
を基盤とした理論構築と実践への還元という双方向
性が常に担保される研究領域としても理解されよ
う。

３．‌�如水保育園における「10年前の卒園生の
メッセージ」にみる保育と生活体験

（1）如水保育園の保育理念と概要
如水保育園は、慈光保育園を前身として1961年に

開設された私立の認可保育所である。（表１）如水保
育園の保育目標は、①健康な子どもを育てよう（生
活リズム・身辺の整理）、②豊かな子どもを育てよ
う（ことばの表現・描画・自然体験）、③やる気十分
な子どもを育てよう（生きる力・生活技術）、④思い
やりのある子どもを育てよう（自信・友情）の４点
を掲げ、安定した生活を提供するとともに、子ども
自身の生活リズムや基本的生活習慣の確立、豊かな
生活体験・自然体験とそれを通した生きる力や自尊
感情を育むことを目指した保育を展開している。

具体的な保育内容としては、「さくらさくらんぼ保

表１　如水保育園の概要10）

名称 社会福祉法人　如水保育園

開所 1954（昭和29）年4月　慈光保育園設立
1961（昭和36）年6月　財団法人如水保育園開設

面積 3,874㎡（延床面積811.57㎡）

定員 90名（産休明けから就学前まで）

開館
時間 7：00～19：00

保育
方針

野菜たっぷりの給食と手作りおやつを食べ、毎日の
リズム遊びで体づくりをし、しなやかな心と体を育
てたい。
毎水曜日を “ 畑の日 ” とし一年を通して土・水・自
然に触れた生活体験を大事にしたい。

特別
保育
実施
事業

■障害児保育事業・障害児保育促進対策事業

■保育所退所児童との交流事業

■地域の為の保護者への育児講座事業

■延長保育

■エコ保育所指定事業

■地域子育て支援センター事業
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育」を基礎に据えつつ、生活体験活動を組み込んだ内
容を構成し、デイリープログラムとして朝・夕の
ロールマットやリズム運動、雑巾がけや読み聞かせ
を行う。毎週水曜日には「畑の日」として園庭内の畑
にて作業活動を行っており、年間を通じて子どもが
土や野菜、そしてさまざまな生き物とふれ合う機会
となるとともに、収穫した野菜を手作りおやつにし
て食べる食育としての役割も有している。

また、体験を重視した保育を可能とする園環境も
整備されており、2004年に新築された園舎は木材が
使用され温かみのある生活空間をつくり出すととも
に、長い廊下は、子どもが雑巾で拭く際にかなりの体
力と運動能力を要する長さとなっている。（写真１）
園庭には、複数の野菜が年間を通じて栽培されてい
る畑（写真２）や焚火ができるかまど、子どもが休憩
やおやつ食べるための木製のテーブルや椅子（写真
３）も配置されている。また、大人でも見上げるほど
の高さの築山は、子どもにとっては自分自身の体力
と勇気が試されるお気に入りの遊び場である。（写真
４）

如水保育園の保育は、1984年頃から①リズム運動
など朝の運動、②雑巾がけ、畑仕事、配膳などの勤
労体験、③描画による表現体験、④お泊まり保育や

他園との交流保育による共同生活体験などの体験活
動を保育に組み込まれた保育が展開されてきた11）。
これらの体験活動の中で特徴的な活動が、②雑巾が
け、畑仕事、配膳などの勤労体験であろう。勤労体
験は保育に組み込まれることで、子ども自身が日常
的に自然とふれ合う体験を保障すると同時に、食事
や清掃といった生活の基盤づくりの体験として位置
付けられている。こうした生活体験を重視した保育
活動について、時田は「日常的に、連続的に季節と
ともに体験する生活がある12）」と自園の保育を表現
し、生活を基盤とした保育の具体化として生活体験
学習を導入・実施していることを示唆している。

それは法人全体にも共通しており、地域子育て支
援センター事業や保護者への育児講座事業を展開す
る「子育て支援センターなずな」や小学生を対象と
した「如水保育園なずな児童クラブ」等も運営して
おり、地域子育て支援の拠点的役割も担い、生活体
験を重視した保育活動を基盤に乳幼児期から児童期
までを通じて「子どもをまん中にして、園と親、親
同士が共に支え合う場」をつくり上げることが構
想・具現化されている。

写真１　長い廊下と雑巾がけ 写真２　園庭の畑での野菜づくり

写真３　園庭の机と椅子 写真４　園庭の築山
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（2）「10年前の卒園生のメッセージ」の体験内容
如水保育園での「10年前の卒園生のメッセージ」

は、園にて実施していた「10年後の卒園式」に際し
て、10年前に卒園した子どもから送られたメッセー
ジを卒園文集に掲載したものである。「10年後の卒
園式」は、卒園から10年が経過した卒園児が、直接、
園を訪問して、在園時に自らが描いた絵を受け取る
という園行事である。この取り組みには、卒園時

（６歳） ― 学童（12歳） ― 10年後（16歳）と子ど
もにとって変化の大きな10年間の中で、５年程度の
節目ごとに保育園を訪れ、多忙な学校生活の中で忘
れがちな経験や思いを振り返る契機として欲しいと
いう意図が込められている。また、「10年後の卒園
式」は、子どもと親にとっての最後の園行事となる
ことから、保育園からの子どもと親の巣立ちの通過
儀礼とする意味も含まれている。「10年前の卒園生
のメッセージ」の記述には、「如水保育園時代の思い
出＆メッセージ」という副題からも分かるように、
卒園児の近況だけでなく、在園時の印象深い体験が
自らの抱く思いとともに記されている。
「10年前の卒園生のメッセージ」を寄せた98名の

内、如水保育園において体験した具体的な体験内容
を記述していた卒園児は63名であった。この63名の
記述からは合計102個の体験内容が確認できた。そ
れらを体験内容別に整理 ･ 集計すると、記述された
体験として多かったものは、「山登り」（22.2％）、

「お泊り保育」（15.9％）、「リズム」（12.7％）、「泥遊
び」（9.5％）、「園庭の砂山」（9.5％）と続くことが
確認できた。（図１）これを見ると、10年前の経験
にもかかわらず、「山登り」、「スキー」、「お泊り保
育」、「運動会」といった主たる行事だけでなく、「泥
遊び・泥団子」や「保育園の砂山」、「散歩」、「畑仕
事」といった日常の保育での自然体験や「雑巾が
け・雑巾作り」、「針仕事・刺繍」等の生活活動の内
容も含まれており、山、泥、砂といった子どもに
とって比較的身近な自然環境や生活行動が多く記述
されていることが見て取れる。

さらに図１を関連があると思われる体験内容ごと
に整理し、集計したものが図２である。具体的な項
目としては、「自然体験（非日常）」、「自然体験（日
常）」、「共同体験」、「表現活動」「運動・身体活動」

「生活活動」「その他」の７項目に分類・集計した。

カテゴリー別の記述数を比較しても、日常的な自然
体験（38.1％）が、非日常的な自然体験（41.3％）と
ほぼ同程度となっている。（図２）

これらの結果からは、「山登り」、「お泊り保育」と
いった非日常的な体験とともに、「リズム」、「泥遊
び」「園庭の砂山」、「散歩」といった日常の保育にお
いて体験した内容も多く挙げられている。生活体験
に関する論考においても度々指摘されるように、体
験後の子どもの感想では、普段、接する機会が少な
い体験が強く印象付けられる傾向から考えると、日
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常的な自然体験（38.1％）や生活活動（12.7％）が
一定数を占めていることは、園における保育活動の
特徴であることを象徴するとともに、繰り返し体験
することによって子どもに強く印象付けられている
と理解できる。

（3）「10年前の卒園生のメッセージ」の記述内容に
見る生活体験

本節では、「10年前の卒園生のメッセージ」の記
述内容から、幼児期の生活体験が、卒園後10年が経
過した子どもにどのように記憶・定着・再構成して
いるかを、１）生活体験の過程における環境の関わ
り、２）生活体験における主体性と保育者の援助、
３）生活体験の集積と意味づけの変容の３点から考
察する13）。

１）生活体験の過程における環境の関わり―日常
的・非日常的な自然体験の記述から―

日常的・非日常的な自然体験に関する記述から
は、体験自体の持つ魅力や要素はもちろんである
が、体験の過程における環境との関わりについての
記述が多く散見された。

Ａ児の記述を見ると、登った山自体や登山ではな
く、その過程で「お母さんの協力を得てお弁当を運
んでもらった」こと、途中の小川での「カニ取り」
や「水遊び」を挙げていることが見て取れる。Ａ児
は山を登るという行為や山という環境に対する印象
よりも、母親らの支援を受けたことや、単調かつ見
通しがつかない山を登るという活動の中で、偶然に
カニを発見した喜び、水遊びで感じた心地よさが強
く印象に残ったのであろう。

○Ａ児（女児）：2008年度掲載
何日も続けて登ったり、お母さんの協力を得

てお弁当を運んでもらったり。途中にあった小
さな小川でカニ取りをしたり、水遊びをしたこ
とをよく覚えています。

○Ｂ児（女児）：2014年度掲載
山登りが嫌いで、一番最後だったけど、みん

なが最後まで応援してくれて頑張れたことが
思い出です。

同様に、Ｂ児、Ｃ児も山を登るという行為の辛さ
を記述している。しかし、これらの記述の中には、
山を登る辛さだけにとどまらず、乗り越える原動力
となった「応援して」くれた、「お尻を押して」くれ
た友だちの存在も共通して述べられている。これら
の記述からは、子ども自身にとっては、必ずしも体
験自体や自然環境が持つ魅力だけでなく、体験の過
程における周囲の人や偶発的な出来事が加味され、
子どもに印象付けられるということが読み取れる。

これは非日常的な自然体験だけでなく、日常的な
自然体験に関する記述においても同様の傾向が示さ
れている。

Ｄ児は、お泊り保育の思い出として「みんなで見
た朝日」を挙げている。彼女には朝日を友だちや保
育者等と一緒に見ている光景が記憶されており、朝
日自体がもつ魅力と、友だち等と一緒に見るという
場の状況が一体となって体験として構成されている
ことが読み取れる。

Ｅ児は「甘い匂いでいっぱいのみかん畑でわくわ
くしながら、たくさんのみかんをとれて幸せでし
た」と述べ、普段、接することの多いみかんという
身近な果物でありながらも、「甘い匂い」が体験の具
体的かつ鮮明な記憶として印象付けられている。

また、他児の記述にも、冬の寒い中に外で遊んだ
こと等の記述も散見されており、保育園において中
心的に取り組まれる外遊びや自然とふれ合いを、子
ども自身が五感を通して感じ取ることで記憶してい
ることが推察される。つまり、日常的 ･ 非日常的な
自然体験においては、子どもは環境や体験自体が有

○Ｃ児（女児）：2006年度掲載
山登りの時、ちっちゃかったので、木につか

まったり、お尻を押してもらって大変だった。

○Ｄ児（女児）：2014年度掲載
お泊り会の時、みんなで見た朝日が綺麗だっ

たのを覚えています。

○Ｅ児（女児）：2013年度掲載
杵築でのみかん狩りが記憶に残っています。

甘い匂いでいっぱいのみかん畑でわくわくしな
がら、たくさんのみかんをとれて幸せでした。
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する魅力に加え、過程における人との関わりや出来
事によって生じた感動や喜び、苦しさ、乗り越えた
達成感と支えてくれた人に対する感謝等の自己の感
情と併存して体験を強く記憶するとともに、自己の
感情を想起する要素としても残存していることが示
唆されよう。

２）生活体験における主体性と保育者の援助―共
同体験と生活行動に関する記述から―

「10年前の卒園生のメッセージ」における日常的
な体験内容の記述について、特に共同体験と生活行
動に関する４つの記述を取り上げる。

Ｆ児は、「みんなでご飯を食べたり、寝た」こと
を、お泊り保育における思い出として挙げている。
生活を共にする体験は、通学合宿や自然体験活動に
おける子どもの感想文でも同様の傾向が見て取れる
が、行為自体は「ご飯を食べる、寝る」という日常
と変わらない生活であったとしても友だちと集団で
生活する体験は、子どもにとっては大きな喜びを感
じられる体験となっている。

その上で、Ｇ児の記述に示されるように、友だち
や保育者等との共同体験は、子どもにとっては決し
て享楽的な記憶だけでなく、時には苦しさや我慢な
ども併存する体験であることが読み取れる。そうし
た苦しさなどは、年月を経ることによって、自身の
中での感情や意味が再構成されていく。Ｇ児は、10
年前の保育園での思い出として、当時は「好きでは
なかった」お泊り保育を敢えて挙げ、記述している。
この経験は、在園当時の彼にとっては苦しい思い出
であっただろうが、10年を経て振り返ると、「今、

○Ｆ児（女児）：2010年度掲載
一番楽しかったのは、保育園でのお泊りで

す。他にもたくさん思い出はありますが、みん
なでご飯を食べたり、寝たのはとても楽しかっ
たです。

○Ｇ児（男児）：2012年度掲載
保育園の思い出は、年長時の合宿です。あま

りお泊りが好きではなかったからです。でも
今、色々なことに頑張れるのは、この保育園で
の合宿や活動があったからだと思います。

色々なことに頑張れるのは、この保育園での合宿や
活動があったから」と自らの体験の記憶を肯定的に
再構成するとともに体験自体のもつ意義を自ら見出
している。

また、如水保育園ではさまざまな物を作る体験が
保育に組み込まれており、それらに類する体験を生
活行動として分類した。

保育園での生活に密着している生活行動に関する
体験では、Ｈ児は、ブーツ作りや提灯作り、数珠玉
のアクセサリー作りなどの物作りを思い出として挙
げている。加えて、「経験をたくさんしたので、今で
も手作りをすることが大好きです」と述べ、園での
経験が、今の自分とつながっていることを自認して
いる。このＨ児の記述からは、制作の過程を繰り返
し体験することによって、完成した時の達成感や満
足感等が積み重なり、10年後の記憶を形成している
のであろう。加えて、保育園時代の体験の集積によ
り、その後の生活においても物を作るという行為や

「大好き」という思いが継続していることが読み取
れる。

また、Ｉ児は雑巾を縫ったことを「10年前の卒園
生のメッセージ」として記述している。現代の家庭
生活の中で雑巾は、もはや身近なものとは言い難い
が、如水保育園では、毎日、給食後に園の廊下等を
雑巾掛けすることが日課であり、日常的に使用する
物として位置付いている。

Ｉ児が記述した雑巾を縫う体験は、小学校進学を
控えた年長児が、袋や縄など身の回りの必要な物を
自分で作るという課題において取り組まれる体験の
一つである。この体験は、生活の中の労働としての

○Ｈ児（女児）：2011年度掲載
クリスマスツリー用の飾りのブーツ作りや

提灯作り、数珠玉のアクセサリー作りなど、物
作りをしたことが楽しかったです。保育園時代
にそういう経験をたくさんしたので、今でも手
作りをすることが大好きです。

○Ｉ児（女児）：2008年度掲載
雑巾を作る時に、できあがるのは早かったけ

ど、縫い目が雑だったことをよく注意されてい
たこともよい思い出です。
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位置づけとともに、重なった布を雑巾に仕上げる中
で、手先の器用さや集中力、粘り強さが問われ、子
どもの発達状況を自他が確認する意味合いも有す
る。そうした雑巾を縫うという課題においては、時
には縫い目の幅が均一ではなく、早く終わらせるこ
とに力点を置くがあまり雑な作業となる子どもも見
られ、その際は、再度、縫い直すことを保育者から
求められる。

園生活における作業・労働に関する体験を、Ｉ児
は敢えて「10年前の卒園生のメッセージ」に取り上
げ、さらに雑巾ができあがった喜びではなく、保育
者から注意された作業過程を記述している。当時の
Ｉ児にとっては、雑巾を縫う体験の中で保育者から
丁寧さを指摘され、やり直すことは嫌な思い出とし
て残っていたはずである。しかし、10年の年月を経
て、自分のものを自分で作るという労働の役割を担
う体験が、彼女の中で保育園の思い出とともに体験
の意味自体が再構成されたのであろう。

Ｈ児・Ｉ児の記述からは、物作りなどの生活行動
が、一過性の体験ではなく、日常的な生活における
体験の集積として、10年という年月を経てもなお記
憶として定着していることが確認できる事例であ
る。この事例からは単に同一の作業を繰り返すとい
う体験ではなく、保育の理念・目標に基づき、年齢
ごとの発達状況に合わせたねらいの設定と環境構成
の工夫、そして適時性に応じた保育者の援助による
主体的な体験が生活行動の定着の基盤として存在し
ていたことは看過できない。換言するならば、体験
が印象付けられていく過程は、主体者と体験で完結
するのではなく、行為者の主体性と埋め込まれた他
者の教育的意図の双方が潜在しているのである。こ
れらの事例から保育における生活体験の位置づけを
考察すると、生活の積み重ねによる日常性を基盤と
して、子どもの自身の主体性と他者の教育的意図の
相反した性質が共存して構成された教育的営為とし
て理解することができる。

３）生活体験の集積と意味づけの変容―表現活動
と運動 ･身体活動に関する記述から―

如水保育園においては、子どもは登園後、毎朝、
マット運動などで体を動かすことによって身体の柔
軟性や活動性を高める活動が設定されている。マッ

ト運動やスキップ等を音楽に合わせて行うリズム活
動が、子どもの発達状況に合わせた課題のもと編成
されている。加えて、運動会や卒園式などの園行事
においては、竹登りや側転、跳び箱といった身体活
動やリズム運動等を披露することで、保育園におけ
る生活と成長の成果を発表するとともに子ども自身
の自立に向けた課題とすることなどが年間を通じて
保育課程に組み込まれている。如水保育園の子ども
にとってリズム活動やマット運動等の身体活動は、
園生活における日常的かつ継続的な体験として位置
付くものである。

表現活動ならびに運動・身体活動に関する「10年
前の卒園生のメッセージ」の記述を見ると、Ｊ児は

「リズムとかでよく体を動かしていた」と振り返る
とともに、彼女自身は表現活動ならびに運動・身体
活動によって「運動神経もよくなった」のではない
かと、保育園での経験が現在に活かされていると推
察している。また、保育園での体験は「すべてに無
我夢中」、「笑える」、「ホント楽しかった」であった
と感想を記し、体を動かす体験に没頭した楽しい記
憶が、10年後を経過しても想起されるほどの体験と
なっている。

また、Ｋ児は「竹登り」を、Ｌ児は「跳び箱と竹
登り」という運動・身体活動を思い出として挙げて
いる。その活動の過程では、Ｋ児は「運動会でうま

○Ｊ児（女児）：2006年度掲載
保育園で体験したことは今でもよく覚えて

います。リズムとかでよく体を動かしていたの
で、運動神経もよくなったのかなと思います。
やることすべてに無我夢中になっていて、思い
出すと笑えることばかりです。一言でいうとホ
ント楽しかったです。

○Ｋ児（男児）：2014年度掲載
運動会でうまくできなかった竹登りが、卒園

式で登りきれたことがうれしかったです。

○Ｌ児（女児）：2012年度掲載
跳び箱と竹登りができなくて、泣きながら頑

張っていました。諦めなければ、ちゃんとでき
るようになるんだと学べたと思います。
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くできなかった」経験、Ｌ児は「できなくて、泣き
ながら頑張って」いたという失敗や挫折、悔しさな
どを経験している。しかし、その後、そうした失敗
を重ねつつも練習することでＫ児・Ｌ児ともに卒園
時までには「できるようになる」（Ｌ児）経験に至っ
ている。その時の思いは10年を経過してもなお強く
残り、「卒園式で登りきれたことがうれしかった」

（Ｋ児）と述べている。このＫ児とＬ児の記述から
は、運動・身体活動に対する肯定的な印象の後景
に、できなかった悔しさを経て獲得した達成感が読
み取れる。二人の記述からは、課題ができないとい
う失敗や挫折の経験があったからこそ、より一層達
成感が強く印象付けられ、10年後も記憶として残っ
たのであろう。

表現活動ならびに運動・身体活動に関する記述か
らは、体を動かす体験によって身体的 ･ 運動能力の
向上だけでなく、失敗や挫折、できない悔しさを耐
える体験、課題に粘り強く取り組む体験、そして、
努力を積み重ねることによって目標を達成すること
ができた成功体験が埋めこまれていたことが読み取
れる。これらの体験の集積は、運動・身体活動にお
ける能力 ･ 技能の向上にとどまらず、耐性や継続す
る力、課題に粘り強く取り組む力といった人間とし
ての汎用的な能力の向上にも活かされる体験であっ
たと捉えられる。つまり、生活体験は、体験当時は
成功だけでなく失敗や挫折といった感情 ･ 経験を併
せ持つものの、年月を経て記憶は自己の中で再構成
され意味づけが変容するものであると理解できよ
う。

４．幼児期の子どもにおける生活体験の意義
本稿では、如水保育園における卒園文集に掲載さ

れた「10年前の卒園生のメッセージ」を手がかり
に、卒園後10年が経過した子どもの記述から、保育
における生活体験が彼らにどのように記憶・定着・
再構成されているかに着目することで、生活体験が
子どもの育ちにどのような教育的意義を有するかに
ついて考察した。

本研究の成果として、①子どもは環境や体験自体
が有する魅力に加え、体験を取り巻く外在的な要因
の介在によって想起した自己の感情と併存して記憶
する、②生活体験は、幼児の主体性に基づいた無意

図的な体験を前提とするものの、生活の積み重ねに
よる日常性を基盤として、子どもの自身の主体性と
他者の教育的意図の相反した性質が共存して構成さ
れた教育的営為として理解できる、③体験当時は成
功だけでなく失敗や挫折といった感情 ･ 経験を併せ
持つものの、年月を経て記憶は自己の中で再構成さ
れ意味づけが変容するの３点が挙げられよう。

まず１点目については、生活体験の記憶・定着・
再構成の要因として、体験自体の魅力や非日常性に
よって子どもに強く印象付けられることはもちろん
であるが、「10年前の卒園生のメッセージ」の記述
に見られたように、体験自体の有する内在的要因に
とどまらず、人や自然といった体験者の周囲の環境
との相互の関わりや関係性、体験の過程において生
起した感情やエピソードといった外在的要因が関係
することが確認された。つまり、生活体験のもつ教
育的要素が子どもに与える影響は、個々の体験の量
や非日常性のみによって規定されるものではなく、
体験の過程全体が複合的に関連し合い形成されてい
くことが明らかとなった。

２点目としては、生活体験自体が子どもの主体的
且つ無意図的な体験であるとともに他者の教育的意
図の介在という相反した性質を内包すること、そし
て、その教育的意図は、他者の対象理解をもとにし
た「望ましい」体験の構成によって規定されている
ことが確認できた。10年という時間的経過を経ても
子ども自身の感情・記憶を想起させる印象付けられ
た体験は、子どもによって体験をどのように意味付
けるかという内実は個別的ではあるものの、その契
機となる体験自体は保育者の教育的意図によって意
図的に構成される側面を有するとともに、子どもの
成長発達において有益であろうと予測する他者の価
値が介在している。

こうした点を踏まえ、３点目としての体験当時は
成功だけでなく失敗や挫折といった感情 ･ 経験を併
せ持つものの、年月を経て記憶は自己の中で再構成
され意味づけが変容するものであるということが明
らかになった点は、併せて教育・保育の場における
生活体験学習の過程分析の必要性を研究的な課題と
して提起するものである。生活体験を通じた経験
が、その後の子ども自身の成長発達にどのような影
響を与えるか、生活体験と子どもの意味づけがいか
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なる接点において結合するかを問うことが求められ
る。

本研究から得られた３点の知見は、「子どもの日
常生活を基盤とした体験」としての前提に立って議
論がなされてきた生活体験自体の概念規定の捉え直
しを求める論点として捉えられる。今回、取り上げ
た事例に即して言及するならば、生活体験学習の意
味や位置づけが量的要因によって規定されると仮定
するならば、デイリープログラムとして位置付けら
れる朝のマット運動やリズム運動、午後からの雑巾
がけといった内容が自然体験より記述される結果と
ならなければならないが、子どもの記述はその通り
とはなっていない。今回の報告事例から見ると、こ
こには体験の量という要素だけでなく、子ども自身
の感動や達成感、それをもたらす過程に関わる友だ
ちや保育者、周囲の環境状況が相互に関連しつつ、
生活体験が子どもの記憶 ･ 印象に埋め込まれ、10年
後もなお鮮明に刻み込まれているのである。この点
は、生活体験学習の教育的成果と要因を探る過程に
おいて、量的必要性とともに体験の質や環境との関
係性といった外在的要因を捉える視点の必要性を示
唆するだけにとどまらず、生活体験学習の底流であ
る「生活そのもののが教育する」という庄内生活体
験学校の通学合宿実践によって提起された生活体験
学習の理念に関する議論、そして広くは教育学にお
ける、生活そのものが人間形成機能をもち、教育活
動を通じた学習内容と学習者の内面とを結合させて
いくことの重要性を提起する「生活と教育」や「体
験の無有用性14）」をめぐる議論に通じる論点でもあ
ろう15）。

最後に、本研究は簡易的な記述の分析ではあるも
のの、幼児の育ちの連続性における生活体験の教育
的意義を考察する上での研究方法を新たに提起した
ものとも位置づけられる。本稿では「10年前の卒園
生のメッセージ」を素材として生活体験における意
義を考察したが、その記述は対象者の主観的なもの
であることは否めない。ゆえに、生活体験の教育的
意義について提起するには、その知見を裏付ける客
観的資料ならびに精緻な縦断的視点における分析が
求められよう。

本研究はＪＳＰＳ科研費（基盤研究Ｃ）「子どもと

親の学びを生み出す発達資産としての生活体験を育
む「地域家庭教育支援」」（課題番号：15K04309）の
助成を受けたものである。

注
１）子どもの発達を見据えた生活体験の教育的意義について

実証的に考察した調査研究としては、平成13～15年度日
本学術振興会研究費補助金（基盤研究Ｂ（1））研究代表
者：南里悦史（課題番号13410084）『子どもの心と体の主
体的発達を促進する生活体験学習プログラム開発に関す
る研究』が総合的な研究として位置付く。他には、庄内
小・中学校の子どもを対象に学力や生活意欲と通学合宿
の相関について考察した庄内町研究（詳細は正平辰男・永
田誠・相戸晴子共著『子どもの育ちと生活体験の輝き ―

これまでの通学合宿これからの通学合宿 ― 』あいり出版、
2010年を参照）の他、子どもの生活スキルと体験活動の関
連について考察した国立青少年教育振興機構『「子供の生
活力に関する実態調査」報告書』2015年などがある。

２）この中には、当日、私用や部活動、距離的な要因等に
よって参加できなかったが、参加確認の返信用はがきに近
況等を記述して返送されたものや保護者の代筆によって
書かれたものも含まれる。

３）保育における質的調査法ならびに記述に関する研究方法
については、秋田喜代美・藤江康彦編『はじめての質的研
究法　教育・学習編』東京図書出版、2007年や鯨岡峻『子
どもの心の育ちをエピソードで描く ― 自己肯定感を育て
る保育のために ― 』ミネルヴァ書房、2013年や鯨岡峻

『エピソード記述を読む』東京大学出版会、2012年を参照
した。

４）具体的には、筑豊子育てネットワークの活動等を事例と
した相戸（2001、2006）や「ひだまりサロン」等を事例と
した高山（2002、2004）、宗像市子育て支援センターにお
ける子育て講座を事例に考察した桑野（2004、2005）らに
見る地域子育て支援活動などの論考が挙げられる。

５）具体的な先行研究としては、時田（2001）や小方
（2012）、爪田（2003、2005）、石坂（2009）らにおける乳
幼児を対象とした保育所等における生活体験活動に関す
る論考が挙げられる。

６）乳幼児とその親を対象とした生活体験に関する研究とし
ては、2001年～2003年に幼児期の体力づくりの実態把握
に着手され、幼児の低体温が生活リズムと関連することが
報告書にまとめられるとともに、イタリアにおけるモン
テッソーリ教育の視察・報告がなされるなど、実践分析の
論考とは異なる枠組みが提起されるが、その後、共同研究
者からの発展的・継続的な論考は確認できず、幼児の生活
体験に関する研究の大きな進展に結実しているとは言い
難い。詳細については、平成13～15年度日本学術振興会研
究費補助金（基盤研究Ｂ（1））研究代表者：南里悦史（課
題番号13410084）平成15年度研究成果報告書『子どもの心
と体の主体的発達を促進する生活体験学習プログラム開
発に関する研究』を参照。

７）上野景三・永田誠・大村綾「生活体験学習研究の理論的
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活体験学習学会誌』創刊号、2001年、p59
12）時田純子「体験活動は人づくりの “ 人づくり ” の原点

だ！ ― 子どもの『生きる力』習得を支援するホンモノの
体験活動を考える ― 」日本生活体験学習学会地方セミ
ナー報告資料、佐賀県立生涯学習センターアバンセ、2014
年12月２日

13）本稿においては、環境は、その存在自体がもつ教育的要
素はもちろんであるが、複合的に子どもの育ちや体験の過
程に関わることによる影響も少なくないため、単に自然環
境のみを指すものではなく、人的環境・物的環境を含めた
子どもの遊び（体験）に関わるものとして定義した。

14）体験の持つ教育的価値については、矢野智司「「経験」と
「体験」の教育人間学的考察 ― 純粋贈与としてのボラン
ティア活動 ― 」市村尚久ほか編著『経験の意味世界をひ
らく ― 教育にとっての経験とは何か ― 』東信堂、2003年
などを参照のこと。

15）生活体験学習における「生活と教育」との関連について
は、上野景三・永田誠・大村綾「生活体験学習研究の理論
的到達点を探る」日本生活体験学習学会『生活体験学習研
究』第13号、2013年、p1-p17を参照のこと。

到達点を探る」日本生活体験学習学会『生活体験学習研
究』第13号、2013年、p17

８）石村秀登・石村華代「学童保育における生活体験 ― 計
画性と評価をめぐって ― 」日本生活体験学習学会『生活
体験学習研究』第15号、2015年、p57-p65

９）生活体験における診察と処方箋の必要性に関する議論
は、上野景三・九野坂明彦「生活体験学習の実践と理論の
統合にむけて」日本生活体験学習学会『生活体験学習研
究』第４号、2004年、p1-p17に詳しい。ここでは、庄内生
活体験学校で長年、通学合宿に携わる正平辰男氏からの

「子どもたちに提供されている体験学習プログラムは、薬
で言えば試供品である」と2002年の実践交流会の指摘を
受け、20年にわたる庄内町生活体験学校の実践分析を通
して、子どもの生活全体を体験の「収奪」と「過剰供給」
の二面から子どもの「生きる力」の未成熟さを「生活習慣
病」と捉え、そうした現状に対する生活体験学習実践の意
義と課題を「診察」（検証＝実態把握）をもとにした「処
方」（実践＝体験プログラムの提供）の確立という一体性
と実践と研究の協同の必要性に言及した。

10）詳細については要覧や如水保育園 HP（http://josui-

hoikuen.net）（2015年８月20日閲覧）を参照。
11）時田純子「心と体のたくましい子を育む生活体験学習の

取り組み ― 大分県中津市如水保育園の実践 ― 」『日本生
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１．はじめに
2015年現在、若者の失業者数は内閣府調査によれ

ば（平成25年版子ども・若者白書）、平成24年、15～
19歳が７万、20～24歳が34万人、25～29歳が39万人
で高等教育終了の15歳から24歳の合計数が41万人、
労働人口の同年齢層517万人の7.9% を占めている。
また、これらを非正規雇用率にすると31.2%（平成24
年）となり、実に若者の３人に１人は非正規雇用で
ある。こうした背景のもと、就職できたとしても平
成24年度卒業者で３年後の離職率は中学が65.3%、
高校が40%、大学が32.3%（厚生労働省職業安定業務
統計）と、離職率は高い。この離職する原因がコ

ミュニケーション不足、進路意識や目的意識の希薄
などと自己責任や個別な意味で言われているが、そ
の根拠はほとんどない。その理由として、厚生労働
省『平成25年若者雇用実態調査』を見てみると、離
職理由のトップが「労働時間・休日・休暇の条件が
良くない」次に「人間関係が良くない」「仕事が自分
に合わない」「賃金の条件が良くない」と続いてい
る。これらから判断すると、離職の問題の原因は

「若者が問題」というよりは、若者が喜びを持って職
業生活を長く継続し、職業能力を高め、人間として
成長するための私的・個別責任ではない総合的な

（プロセスを重視する・発信させる・表現するなど

要旨　子どもたちに影響を与える教員となるべく教育学部学生のレポート課題から、体験学習についてどのよう
な問題・課題があるのかを明らかにし考察する。方法は①学生の宿題レポートからキーワードを選出し類型化
し、特徴を明らかにする。②レポート内容から、「現状認識」「目的・方法」「自身の体験」を抽出し、カテゴリー
化し、各カテゴリーに類型化し記述内容について数量的に集計を行い分析する。さらに、この結果から、今後の
体験学習についての指導課題について述べる。結果として、「学習指導要領解説　生活編」の内容階層性（1）か
ら（9）に従うと、重複する物も含まれ、全体として129数が得られた。さらに、「現状認識」は147数が得られた
が、現状が書かれていたものが83（76.1%）であった。「目的及び期待される効果」は、それぞれの内容記述が多
く、豊富であった。単独での目的記述は全くなく、教育的効果も多様に記載されていた。他教科との関連性を示
し、他教科とどのようにつないでいけばよいのか、またはつなげていくのにはどうしたらよいのだろうか、をグ
ループ学習・討論などで明らかにする必要がある。「21世紀型能力」―基礎力・思考力・実践力という三層が考
案され、体験学習もこれに見合った体系とカリキュラム作り・学習内容作りをし、今後の研究にゆだねる必要が
ある。
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も含む）キャリア体験不足や幼少時の体験不足にそ
の原因が求められているのではないだろうか。

本研究では、様々な人間の能力を遂行できるよ
う、あるいは人間自体能動的な学修としての体験が
そののちの能力の開花となるよう生活体験はあると
考えている。その生活体験の豊富さと多様さは、玉
井がすでに研究で明らかにしている（2001）１）。そ
のうえで、教員となるべく教育学部の学生の意識に
ついてどのような問題・課題があるのかを明らかに
することは、今後の体験学習研究に大きな効果をも
たらすと思われる。

また、学生自身のこうした若者の発達視点から見
ると、社会的・政治的自立の上で、年下の子ども達
に体験して欲しいものとはどのようなものかを考え
させることは、自分自身の経験を振り返えさせる意
味でも意義深い。

２．先行研究
岡野（1986）２）は「自分の受けてきた家庭教育を

ふりかえって印象深く刻みこまれた家庭内の出来事
（エピソード）」について学生にレポート宿題を課
し、自己評価及び分析を行っている。この結果、「家
族の存在」が大きな位置を占めるが、乳幼児期から
学童時期になるにつれ、「勉強・習い事」が多くなる
ことを示した。この研究では、「日常生活習慣」（食
事・マナー等）や「社会生活」（親の働く姿・お小遣
いなど）を取り上げた学生は自己評価が高い、とい
う結果も明示されている。

乗松（2006）は３）、学生２人が組となりアイマス
クを一方が掛け、もう一人が介助する体験学習を行
い、その感想文を気づきと学びの部分に関する箇所
を抽出し、カテゴリー化したものを分析した。両方
の体験から、「不安・恐怖」「段差」と介助者として
は「声のかけ方」「添え方」などが多くあげられた。
また、予想されることではあったが、「貴重な体験」

「視聴覚障がい者への理解」「決意」等プラスと思わ
れる語彙が多様であり、ネガティブな感想は全くな
かったことを示している。

従来の一般的研究方法は、いわゆる「質問紙調査」
が主であり、学生の意識の総体は明確である。例え
ば２人で行うケアの相互関係の体験学習を一般質問
紙調査にしてみると、質問例が「声掛けはよかった

ですか」とし、その答えとして「大変良い・まあ良
い・あまりよくない・悪い」と４択の中から、１つ
求めると仮定する。このような場合、質問紙自体、
一考を要するが、特に教育学部学生や看護学生に
は、その職業的役割のあまり、調査質問者の期待に
添う ― ここでは「大変良い」とすることがほとんど
100% に近くなってしまう。つまり、真面目である
がゆえに本心を語らない等という問題がある、と考
えられる。

岡野と乗松の研究は、テーマそのものの現代的課
題に応え家庭科及び家政学的教育内容からしても十
分に解決の糸口を与えてくれた研究である。さらに
研究方法が、いずれも「学生のレポート」から、キー
ワードの抽出及び自己評価を行っていることであ
る。前記で述べたように、学生自身が主体的に書い
た、あるいは作品などから読み解く方法が重要なの
ではないかという点をこれらの研究は示している。

しかし、ここでの問題は、「何によって」そのよう
に「感じたのか・思ったのか」が不鮮明になりやす
い。ここが「体験学習」としてまさに重要な点であ
るが、これらがそぎ落される。感動した点をあまり
にも叙述に語っていることが多い。例えば、家庭科
での調理実習後の単なる感想文によると、「おいし
くできました。楽しかったです。また作りたいです」
など、体験活動から得られたことは感性に触れられ
ている事には評価できる。しかし、調理実習が目的
化している授業であり、科学的調理法などについて
は触れられず、「おいしさ」だけが特化してしまう結
果となる。しかもそのことを持ってこの体験学習が

「良い実践である」と評価しがちに陥りやすい。あく
まで、感想文は「主観」であり、体験学習そのもの
のも目的化してしまった例である。

次に、家庭科の保育領域の中心とされている学習
内容「こどもの遊び」についてみてみる。

仙田（1992）４）は、子どもたちの「あそび」が第
二の変化を迎えているといっている。第一変化は高
度経済成長期で農地の激減による変化でその内容は
テレビの影響が大きく、都市部では「あそび」の変
化が悪化し、それでもまだ和式住居があるため、昔
ながらの「あそび」もあったとしている。第二の変
化、第一変化よりもさらなる悪化があり、あそび環
境の悪化の循環があり、建築家としてあそび時間と



27学生の体験学習観の類型に関する考察

遊び空間の再構築を提唱している。仙田の業績は、
家庭科の学習内容について大きな影響を今なお与
え、家庭科の保育領域の中でも「遊びの役割」「保育
環境」「おもちゃ作り」などにそれらが繁栄されてい
る。最近の出版では、齋藤（2015）５）が、多様な遊
びが子どもの基礎となっていること、遊ぶことは

「生きる力」とも論をすすめている。さらに家庭科で
は、中・高校生の時に乳幼児に触れ合う活動が平成
20年の学習指導要領で必修化され、『ふれあい体験
学習』が「親準備性」と中学・高校性の自己効力感
や自尊感情にプラスに働くという教育効果が提示さ
れている６）７）。

文部科学省の「体験学習の意義」では８）、よく引
き合いに出されるのが、「自然体験の経験の多い小
中学生には道徳感・正義感の身についている者が
多く、自然にふれることで学習意欲を喚起される者
が多い」（平成18年）『青少年の自然体験活動等に関
する実態調査報告書』（独立行政法人国立青少年教
育振興機構）や「自然に触れる体験をしたとき勉強
に対してやる気になる」（平成14年）『学習意欲に関
する調査研究の中で自然に触れる体験をした後、勉
強に対してやる気が出る子どもが増える』（文部科
学省委託研究）がその例である。ただしこれを良く
読み取ると小学生の場合は当てはまるが、高等学校
と年齢が重なるほどその思いは逆に少なくなり、

「とてもやる気がなくなる」「その他」が多くなる。
これをどう解釈するかは別として、どのような自然
なのか、どのように工夫して自然と触れさせたの
か、という課題には応えられていない。従って、こ
の問いの中に高校生が「やる気」がそがれるのか、
それとも小学生以上にやる気が増えるのかの答え
がわかるのではないだろうか。今後学生を指導する
場合、体験学習の何をどのように指導するのか、そ
れはどのような力を子どもたちにつけるのか等細
部にわたる指導とは何かを明らかにすることが今
後の課題である。

３．調査目的・方法
（1）調査目的

今日、体験学習の波及について新たな視点から、
多様な校種で実践されることが多くなった。一つに
は、アクティーブラーニングと呼ばれ、主に大学が

主体であるが、学生主体の学習と言われている。そ
もそも学校教育の中で実験・実習教科と言われてき
た「家庭科」では、調理実習や被服実習など教科と
しての伝統的な体験学習があり、これらの体験学習
なしには教科を語ることができず、体験学習を行っ
てきていた。しかし、学校教育の中では、授業時数
の減少から、家庭科はその存在も危なくなってきて
いる９）10）。そこで、本研究は、教育学部学生の生活
科教育のレポートから、学生の「体験」に関する意
識の特徴を明らかにし、学生が考える体験学習の目
的と子どもたちの現状認識についての特徴と課題を
明らかにし、今後の体験学習の在り方について提言
するものである。

生活科教育は各専修・コースから担当の教員がオ
ムニバス形式で講義及び体験学習を行うものであ
る。

（2）対象と方法及び調査機関
１）対象

教育学部大学生109名（内訳：女46：男63）の
2014年後期生活科教育宿題課題レポート
２）方法と調査機関
①生活科教育授業 ― 家庭科の授業の概要
②2014年後期生活科教育宿題レポート　

第１段階：学生の宿題レポートからキーワードを
選出し、類型化し特徴を明らかにする。

第２段階：レポート内容から、「現状認識」「目的・
方法」「自身の体験」を抽出し、カテゴリー化し、各
カテゴリーに類型化し記述内容について数量的に集
計し考察する。調査機関は、2014年７月である。

４．結果及び考察
（1）授業内容の概要

本研究のまず、授業内容からはじめる。講座生活
科教育のシラバスは、以下の通りである。
「生活科の学習指導の基本的な考え方について概

説する。生活科では、具体的な活動や体験を通して、
身近な環境や自分自身に関心を持ち、自立への基礎
を養うことを目的としている。従ってここでは、教
師が学習指導の目標・内容・教材の選択の全権を
握って活動を展開するトップダウン型の授業から、
子どもが教材と出会って自らの願いやイメージをも
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ち、それを実現するボトム型の授業ヘの転換が必要
である」としている。

著者担当は『家庭生活と生活科教育』であり、３
コマ（90分授業 × ３）の内容を表１に示す。

表１の内容は３点である。これらの授業内容か
ら、学生のレポート内容が影響を受けていることは
ある。特に学習指導要領での生活科の内容の階層性
について及び生活体験学習の類型として①自然体験
②生活体験③社会体験と類型化している点などはそ
の例である。それでは、学生レポートの内容からそ
れらを見ていく。

（2）レポート内容からの体験学習の類型
学生レポートの内容からの類型をしてみる。類型

は玉井の「自然体験活動」「生活体験活動」「社会体
験活動」を使用した。玉井は大分類で捉える意義を

「体験学習の内容が身近で直接体験できる内容」11）

としながらも、実際は総合的な体験であるとしてい
る。これを受けてまず、これら３分類から見てみる。
その結果、全体のレポート数が109のうち、「自然体
験活動」が60（55%）、「生活体験活動」が、33

（30.3%）、「社会体験活動」が、10（9.2%）、「その
他」が６（5.5%）であった。以上から、３類型の中
で殆ど「自然体験活動」を挙げていた。これらをさ
らに、「学習指導要領解説　生活編」の内容階層性

（1）から（9）に従うと、重複する者も含まれ、図

１のように129が得られ、分類した。本稿は体験活
動を家庭科では一般的に体験学習としていることか
ら、以下体験学習と表記する。この結果、「自然や物
を使った遊び」が多く、それに続き、「家庭と生活」
が多かった。

文として読むと自然や物ばかりでなく、例えば
「自然の中でキャンプや遊びをし、調理をする」等複
合的であり、各々の階層内容が重複していることは
言うまでもない。

これについて、さらに学生たちの子どもたちの現
状把握についてみてみることにする。

（3）子どもたちの現状把握―レポート内容から
現状把握の必要性を問う理由は、教育が計画のも

とに行うものであり、子どもの発達をどのような方
向性に向かわせるかということの答えだからである。
子どもたちの現実を変え、ステップアップと深さ・
広域性もこれらの答えである。よって学生の現状認
識の項目を取り上げる理由は、学生の現状認識がど
れだけ、正確にまたどのように子どもたちを変えた
いのか、どんな力をつけたいのか等きわめて意思の
力－すなわち教育的意図が必要となるからである。

レポートから現状認識部分を抽出し、カテゴリー
化をし、類型した。その結果、レポート109のうち、
現状が書かれていたものが83（76.1%）であった。現
状認識が弱ければ、その後の授業計画並びに問題解

①生活科と家庭科とのかかわり
・生活科の内容の階層性
・学習内容の類似性
・生活体験の基本的類型と教育効果

②�子どもの家庭での生活・日常生活・家庭生
活
・生活時間（勉強時間・習い事）の変容と内容
・遊びの種類と効果
・家事労働

③子どもの学校での生活と生活科との関わり
教育実践の内容と方法
・飼育・栽培の意義

表１　家庭生活と生活科教育の内容
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図１　階層内容

N ＝129
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決としての具体的方法や本稿での「体験活動」の役
割が語られない。とすればもう少し、現状認識を学
生に伝える必要があった。

次にこの現状認識に何が書かれていたかを表にま
とめた。現状認識に関しては、文中に複数あり、重
複も含め147件となった。まず、図１からの階層性
中「自然や物を使った遊び」からは、表２～表３ま
でを提示する。表提示以外に「ゲーム」等ゲームに
関しては、「テレビ・スマホゲームをしている」が４
件、「ゲームをしている」が４、「SNS などで読書を
していない」が１件であった。

この結果から、学生の認識によると、現代の子ど
も達は、スマホやゲーム、塾やおけいこ事が多く、
自然と触れ合う機会や時間が少なく、遊ぶ時間がな
い、ということが改めて分かった。

それを裏付けるように「おけいこ・塾などに時間
をかけている」が４人あげている。

さらに、表４のように手の仕事や家事労働の体験
が少なく、その結果、命や生物を「物」として見て
いる事も伺えられた（表５）。

家族・家庭生活の現状として認識していること

表２　体験学習そのものについて
　　　及び遊びについての内容記述例（14例）

表３　自然に関する内容記述例（13例）

表４　手の仕事・家事労働・食に関する内容記述例（22例）

内　　　　　容 数
子どもの生活体験学習が少ない 1
体験学習を全くしない子がいる 3
間接体験・疑似体験が多い 1
危険なことをしていない 2
心身面が育つ活動に触れる機会が少ない 2
体を動かさない 2
屋内の遊び 4
外遊びが少ない 4
外に出さない 1
運動不足 1
遊ぶ時間がない・遊びをしていない 2
遊びや自然に触れていない 1
活発に活動することが少ない 1
体力低下 1

合　　　　　計 26

内　　　　　容 数
自然体験が少ない 5
自然に触れ合う活動がない 2
自然体験ができる時間・場所の喪失 1
自然に触れ合わないで生活している 3
自然や社会とのかかわりがない 2
自然と触れ合うことの時間が少ない 1
自然の中で活動し、学ぶ機会が少ない 1
人・自然・社会等触れ合う機会が少ない 3
自然の中で友達と遊ぶことがきわめて減少 1
日常生活から遠い 1
自然が減ってきている 2
グランドの減少 1
農家の減少・農業とのかかわりの減少 1

合　　　　　計 24

内　　　　　容 数
刃物を使えない 1
マッチがすれない 1
箸を使わない 2
手の不器用 1
生卵を手で触った経験がない 1
リンゴの皮をむく経験がない 1
調理をしたことがない 1
習い事が多くお手伝いができない 1
家の事を家族に対してしていない 1
家事分担率が低い 1
手伝いをすることが少ない 1
家の手伝いをする時間が減っている 1
国際的にみて日本が家事労働をするのが少ない 1
食事内容の変化 1
食事欧米化 1
固いものを食べない 1
子どもの野菜嫌い 1
食べ物の好き嫌い 4
ダイエット 1
一人で食事をする 1
食事の栄養バランスの偏り 1

「食」に対する意識が低い 2
合　　　　　計 27

表５　命・生物に関する内容記述例（６例）

内　　　　　容 数
生命の大事さに触れていない 2
生き物の売り買い 2
ペットを飼えずロボット 1
虫をさわれない 1
カブトムシの価値や生き物を買う 1
ありをつぶす 1

合　　　　　計 8
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は、表６のように、家族の共有時間の不足や友人関係
の希薄があげられる。客観的な共有時間の不足は相
手を理解することの不足があげられ、結果として学
生が認識しているように「コミュニケーションの低
下・苦手・不足など」を挙げている学生も９人いた。

表７は、「人としての発達」について記述された内
容である。これによると抽象的ではあるが、内容と
しては意外と多い記述であった。そして、内容は、○
○がない、〇〇が減少等という否定的な語彙が多く、
これらから、補足あるいはだから○○の力をつける、
という思考であるというパターンが読み取れた。

以上から、結果として「人としての発達」が表７
のように「いじめ」から、「正義感が身についていな
い」等、多くの社会問題をかかえているのではない

か、という知見の認識がみられた。
表８は、「その他」である。

これには「生活スタイルの変化」「生活のバランス
が崩れている」等生活の全体像を提示している意見
もあった。近年産業構造の変化から、生活構造 ― ラ
イフスタイルの変化があり、これらの影響のもとに
時間・働き方・家庭生活も変化している。

教育関係でいえば、子どもたちの中には、家電製
品から生き物が電池で動いている、魚の切り身が海
で泳いでいるなどと子どもが考えていることも生
産工程を見聞きしておらず消費生活のみのライフ
スタイルでは至極当然である。こうした意味では、
唯一生活全般から学生は現状を認識しているもの
であった。

（4）学生自身の経験・体験との関連性
ところで、以上の現状認識には、本人の経験・体

験の影響が大きいと考えられ、レポート記述の中に
本人の経験が記載されているかどうかを調べた。そ
の結果、41の記載があり、意外と少なかった（表
９）。これはレポートを「客観的に」記載する、とい
う観点からみれば本人の体験・経験を記載しない場
合がある。記述しないからといって問題意識が低い
わけではない。しかし、実体験があることによって、
より体験活動の教育的効果が説得力ある、根拠とし
ての事実を共有できる一つの方法ではある。

ただ「具体的にはないが」という記載や「経験が
ない」という場合は、少々問題かあると考えられる。
なぜならば、子どもにとっての体験活動が受け身で
はなく、または受け身としないために、現状認識が
必要であるからである。体験学習がよくいわれる問

表６　家族・家庭生活及び人間関係記述例（11例）

表７　人としての発達記述例（12例）

内　　　　　容 数
家族や親と過ごす時間の減少 2
共働き 1
家族そろっての食事の減少 1
家族が教えていない 2
異世代との関わる機会の減少 1
集団生活の環境変化 1
友人関係の希薄 1
人と触れ合わない 1
関係性の希薄化 1
友達同士で固まる 1
ルールを工夫してみんなが遊べる状況を創り出す
のが苦手 1

合　　　　　計 13

内　　　　　容 数
いじめ (3)・切れる・乱暴・落ちつかない 6
自己肯定観が低い 3
多く自立ができていない・自立の遅れ 2
感情表現が持てない 1
感受性がない 1
積極性がない 1
社会性がない 1
道徳観が身についていない 1
判断力がない 1
自己理解へとつながる 1
小1問題 1
正義感が身についていない 1

合　　　　　計 20

表８　その他（7例）
内　　　　　容 数

睡眠や食事のバランスが悪い 1
生活習慣の乱れ 1
生活スタイルが変化 1
より良い生活 1
親の送迎で寄り道ができない 1
キャリア教育の体験不足 1
必要だから 1

合　　　　　計 7
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題点として、①教師の指導があまり系統的でない、
②知識や技能が習得されるが場当たり的である　な
どがあげられる。これらは、子どもにとって体験学
習は楽しい・感動を与えるものであるが、子ども自
らが考えられたものではなく、「受け身になってい
る」からである。または、現実と子どもたちの要求
あるいは教師側の思いとのずれが生じているからで
ある。そのために、学生への指導は、目的・問題意
識を持ち教育指導に当たることが必要である。ま
た、現状認識から問題解決力をつけさせるために
は、何を問題とするのか（発見・気づき）、どのよう
にすればそれらを解決できるのかという思考過程と
それを保障するには何が必要なのかを提示すること
が大切であると考えられる。

逆に「虫が嫌い」という理由から飼育する中で
「虫が好きになった」というのは体験活動としては
大変意味がある内容であった。ここでは、どうすれ
ば好きになれるのか、あるいは積極的に死なせない
ために餌をどのくらい、などの知識と実践（ケア） 

があった。そのようなケアする過程の中で動機転移
― 嫌いから好きになった ― というわけである。つ
まり、ケアは方法であり、好きになることが目的で
はあるが、虫を好きになることによる自分自身への
誇りや死なせてはならないという責任感が培われた
のである。このように一見否定的に思われがちな例
でも実は後々に多様な知識・技能そして自分への満

足感など獲得に体験活動があることを示してくれて
いる。

次節では、現状認識から、「目的」についての学生
の記述についてみてみることにする。その理由は、
現状認識から、生活主権者として子どもの自発性を
尊重しながらも何をどのように教えればよいか、技
能の獲得など基礎・基本という本質的な問題との関
係があるからである。先にも述べたように教師側の
明確な意図がなければ生活体験活動というのはあり
得ないからである。 

(5)「目的及び期待される効果」はどのように書かれ
ていたか
レポート記述の中の「目的」はどのように書かれ

ていたのかの検討を行う。これは、レポートの中で
も根幹を占める。前節同様、レポート記載からカテ
ゴリーを抽出した。結果、全体として237数があげ
られた（図２）。ここでは上位３位までを紙面の関係
から述べることにする。

１）総合的・体験学習の効果
まず、最初に「総合的・体験学習の効果」が記述

された48についてみていきたい。これによると、
「健康」から「マナー」までひとくくりにできないも
のが書かれていることがわかる。これらを「総合的」
と称し表10に示す。

表９　学生の経験・体験に関しての記述内容（14例）

内　　　　　容 数
ボランティア・ボーイスカウト 2
田舎で育った 1
田植え・飼育・栽培・観察 7
毎日野菜を食べる・包丁で料理 2
自然の家での体験学習・キャンプ・登山 4
外遊び 10
挨拶・手紙を書く・読書 3
スポーツ・サッカー 2
学校探検・まち探検・秘密基地 3
ルールを作った 1
安全に活動する 1
具体的にない 2
経験がない 2
虫が嫌い 1

合　　　　　計 41
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図２　記述された「目的」
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表10　総合的・体験活動の効果を目的としたもの
NO 記　　述　　例
1 野外に出て、体力・心身の健康
2 体験を通して体で覚える・安全
3 体力の向上
4 身体の動かし方を学び、ルールを作り変える
5 健康を保ち、体の成長や活動のもとになる、ひとりより好ましい人間関係を築くことができる
6 病原菌に対する抵抗力をつける
7 生きる力
8 心身共に成長
9 心身に大きな影響をもたらす人間性や社会性を養うことができる
10 子どものこころをより豊かにしたい
11 自分自身の成長自覚・人に支えられている・感謝・両親からの評価が自立
12 自尊感情を高める
13 自己の回避能力を高め、視野をひろめ、感受性や道徳観、正義感などを育む、自らの限界に挑む
14 自ら考えられる精神的及び社会的能力の発達・危険に対する予知能力
15 自己肯定観を高め、豊かな感性を育てる
16 積極的になる・関心意欲を引き出す・社会性を身につける
17 発達基盤としての体験学習
18 興味のある職業調査をし、関心をもたせる
19 子ども自身の表現力を豊かにする
20 危険・たくさんのことが教えられる
21 思考力・表現力を高め、周囲に目を向ける
22 感動や発見がある
23 感動が大きい・将来の生活に生かせる・感性を豊かにする
24 発想力や協調性も身に付く
25 1日が学校生活 (2) 知らないことが当たり前等基本的なことを学ぶことが後々に良い
26 役割分担の責任感
27 主体的な思考や態度を身につけるとともに科学的に物事を考えられる
28 理科の勉強ができる
29 科学的な見方や考え方の基礎を養う・観察
30 心の発達肯定観や達成感
31 学習の向上
32 規範意識の低下や活動意欲の低下の改善策
33 洞察力を高める・興味関心
34 現状を変え、多方面から物事を見られる
35 現状を変え、いろいろなことを感じてほしい
36 知的能力の育成・好奇心・探究心の向上
37 想像力・創造力・相手のことを考えられ、社会人として自立させる
38 授業意欲を促進させ、楽しく活動することを促す
39 社会に目をむけることにより、様々なことに関心をむけられる
40 将来苦労するから
41 探究心・学びの深み
42 問題解決力 (2)
43 探究心・学びの深み
44 多くの不思議さや面白さに出会い、知的好奇心や探究心、価格的思考を成長させる
45 身のまわりの整理整頓
46 マナーを改善・豊かな感性
47 外国のマナーの体験
48 しつけ・マナー ( 具体的にはない）
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玉井によれば「自然体験活動」「生活体験活動」
「社会体験活動」は「大分類で捉えているのにすぎ
ず、あくまで理念的に分類されるものであって、実
際の体験活動は、総合的なものである」とも言って
いる12）。目的の内容記述にしても、相互に関係しあ
い、総合的であり、単独での目的は全くなかった。

ここの特徴は、「自尊感情を高める」「自己肯定観
を高める」「思考力を高める」「感動」や「感性を豊
かにする」など文字通り「たくさんのこと」であり、

「想像力・創造力」「探究心」なども散見できるよう
に、抽象的な語彙も多いことがわかる。

２）「家事労働・食べ物・調理技能」及び「生命の大
切さ・育てることの達成感・死の意味」について
次の「家事労働・食べ物・調理技能」は「獲得す

る」「学ぶ」「大切」等語彙が限定されていた。同様
に「生命の大切さ・育てることの達成感・死の意

味」についても、「家事労働・・」よりもやや語彙が
多く「ケアする喜び」「責任感」などがあがってい
た。これらは、「人間関係・家族」の記述と同様、
日々の暮らしは家政学で言う「モノ・コト・ヒト」
との相互作用から成り立っていることを表記してい
た。しかし、先に述べた乳幼児との「ふれ合い体験」
などは記述されてはおらず、講義でもそのことを触
れなかったこともあり、学生はだれも言及はしてい
なかった。その意味では生活科だけでなく他教科の
知識も関連することを示さなければならなかった。

３）「自然について」を目的とした記述内容
また「自然」については、「知る・学ぶ」「心情を

育てる」等「総合的・体験活動の効果」よりは動詞
の語彙数がやや少ないものの、同様に「かかわり」

「学ぶ」「関心を持つ」も多い。ここでの特徴は「探
究心」「知恵・関心をもつ」「感性を豊かにできる」

表11　「自然について」を目的とした記述内容
NO 記　　　　述　　　　　内　　　容
1 自然とのかかわり―アサガオなどの栽培
2 自然を大切にする気持ち (2)
3 自然と自分のかかわりを知ることができる
4 自然・川遊び・植物のクローバーを見つけること・昆虫採集を通しての五感を養う・命の尊さについて知る
5 自然に対する知恵・考え方 (2)
6 自然と高齢者とのかかわり
7 自然の美しさを学ぶ
8 自然が生きている・子どもたちの心身が自然によって癒される
9 自然は人間の努力で維持できる
10 自然に気付く・知的好奇心を高める・コメができるまでの過程・感謝
11 自然と触れ合う・遊びや物を作る・学びへの意欲や自身につながる自立心や好奇心を高める
12 自然に親しみ、見通しを持って観察・実験を行うことが問題解決の能力を身に着け、自然を愛する心情を育てる
13 自然・いのちの大切さを知る・観察
14 身の回りの自然とのかかわり
15 自然とかかわりあえことで感性の豊かさ・コミュニケーションに意欲的になる
16 自然の中で過ごすことにより、自然への気づき・調理・協力・・支えられていることを学ぶ
17 自然に多く触れることによる学び (2)
18 自然や社会とのかかわりをつけさせる
19 自然を見つけ、自然の遊びをすることにより、気づきと自然への感性を豊かにできる
20 自然体験で感動する心、判断力をつける
21 自然の良さをわかる
22 自然や生き物の大切さ
23 自然に対する考え方
24 自然と生活への意識が探究心につながる
25 自然の物の遊び、自然の様子に関心をもつ
26 生物の命の築き、自然に親しみを持って楽しくなる
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「癒される」など自然から恩恵を受ける語彙が多様
であった（表11）。特に９番は、人間が受け身である
ことがほとんどの記述に対して、「自然は人間の努
力で維持できる」とし、人間なくして自然もあり得
ないという、人間中心主義と考えられる記述内容で
あった。従って学生に自然観への認識の再検討及び
自然破壊 ― 地球温暖化などの知識や問題解決を探
らせる必要がある。持続可能な社会を目指すことは
国際社会が教育の中に挙げた一つの課題である13）。
今後は、各教科においてこの取り組みが活発になる
だろうと考えられが、小学校低学年で早くから環境
教育を行う意義はさらに大きい。

以上みてきたように、目的及び期待される効果」
は、それぞれの内容記述が多く、豊富であった。単
独での目的記述は全くなく、教育的効果も多様に記
述されていた。

５．おわりに
（1）考察

学生のレポート記述から以下のように書かれてい
た。
１．累計数

全体のレポート数が109のうち、「自然体験活動」
が60（55%）、「生活体験活動」が、33（30.3%）、「社
会体験活動」が、10（9.2%）、「その他」が６（5.5%）
であった。以上から、３類型の中で殆ど「自然体験
活動」を挙げていた。それに対しては、学生の認識
上、現代の子ども達が最も不足している体験学習を
挙げていると考えられる。
２．現状認識から

〇〇が減少・少ない、○○できない・〇〇ない　
など否定的な語彙が多く、これらから、補足あるい
はだから○○の力をつける、という思考であるとパ
ターンが読み取れた。また、現状認識に関しては、
現状が書かれていたものが83（76.1%）であった。こ
の数字としては大変高く、書かれた内容も複数あ
り、重複も含め147数となった。これらから判断す
ると学生は現状認識が高いと評価できる。一方、現
状について記載がないものもあり、今後の指導上、
徹底する必要があると考えられる。
３．「目的」記載内容・教育的効果の内容

全体として237数があげられた。この内容は、

例えば、「野外に出て、体力・心身の健康」「自己肯
定観を高め、豊かな感性を育てる」から「マナー」

「生命の大切さ・育てることの達成感・死の意味」
「自然について学ぶ・知る」など多岐に渡っていた。
また、内容記述は単独目的が全くないことから、他
教科との関連性を示し、他教科とどのようにつない
でいけばよいのか、またはつなげていくのにはどう
したらよいのだろうか、をグループ学習・討論など
で明らかにする必要がある。これも体験学習の一環
として考えられ、これを明らかにすることによっ
て、学生自身の自らの問に応えられ、ケアする立場
の人としてかつ、問題解決できる人として職業人と
して自立させる意味があると考えられる。

これらのことから、従来の質問紙調査では質問者
の意向が強いが、レポートからの記述内容から分析
する方法は、学生自らが記載し、その記載内容の多
様性が一層明らかになり、体験学習の効果が描かれ
ていたと判断できる。
４．全体的な考察と今後の課題

日ごろ、学生のレボーを評価の対象として見るこ
とが多く、熟読すると、以上の考察１から３のよう
に多様な事が書いてあり、今後の教育への示唆も見
受けられた。それは体験学習を体験学習指導上、

「受け身」的な体験学習でなく、目的・問題意識を
持ち教育指導に当たることが必要である。また、現
状認識から問題解決力をつけさせるためには、何を
問題とするのか（発見・気づき）、どのようにすれ
ばそれらを解決できるのかという思考過程とそれ
を保障するには何が必要なのかを提示することが
大切である。

それに関しては、まず、体験学習を単なる目的化
せず、むしろその豊かな教育的効果を浸透させるた
めに、今後の学生への指導として具体的に何を設定
するのかを提案または学生に思考させる必要がある。

具体的に、①何をもってそれら（体験学習の何か）
を選択したのか ― 意味づけ・問題意識・現状認識
をどう把握したのか　②体験学習が持っている技能
知識・実践力の獲得に貢献しているかどうか（獲得
そのものは長い時間がかかるので獲得そのものは目
的化しない）③机上だけでなく、発信・表現する・
新につくりだす・生活で発揮する等実践力という視
点で体験学習を指導していく必要があると考えられ
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る。別の表現をすれば、①現実認識（現状はどう
なっているのかを把握させる）②現実の社会・自然
科学的認識 ― なぜそうなっているのかがわかる③
主権者としての自覚をもち、これからどうしたらよ
いかがわかるという一連の中に「体験学習」を位置
づけ指導する、と考えられる。それを以下のように
図で示す。

(2) これからの体験学習の在り方
国立教育政策研究所教育課程センターは、「21世

紀型能力を提案している。これによると、基礎力・
思考力・実践力という三層が「生きる力」を再編成
した根幹としている。その中でも思考力 ―「問題解
決・発見力・創造力、論理的・批判的思考力、メタ
認知・適応的学習力」が中心となり、この思考力を
活用し、日常生活や環境（自然）に関する問題を体
験を通して生活で発揮できる力 ― 実践力を目指し
ているといっても過言ではない。そのスキルが21世
紀型スキルには書かれている14）。これから、考えう
ることは今までの体験学習が明確に一つの「学力」
としていることである。体験学習は計画性がない、
場当たりであるとの批判の回答は、それを系統づ
け、カリキュラム作り・学習内容つくりをし、今後
の研究にゆだねる必要がある。幸い本稿での学生レ
ポート内容記述はこの21世紀型能力とスキルとし
ての基礎研究として成立しうると考えられる。

引用文献
１）玉井康之　生活体験学習の基本類型と教育効果　日本生

活体験学習学会誌　創刊号　2001　pp. 9-17
２）岡野雅子　家庭教育についての自己分析 ― 青年女子に

よる自由記述資料から ― 　家政学雑誌　Vol. 37　No. 8 

1986　pp. 711-717
３）乗松貞子　体験学習の教育効果 ― 看護学生の目隠し歩

行および歩行介助体験 ― 　大学教育実践ジャーナル　第
４号　2006　pp. 17-22

４）仙田満　子どもとあそび ― 環境建築家の眼 ― 　岩波書
店　1992　総頁205

５）斎藤孝　遊ぶ力は生きる力　齋藤式「感育」おもちゃカ
タログ　光文社　2015　総頁205

６）伊藤葉子　中・高校生の家庭科の保育体験学習の教育的
議題に関する検討　日本家政学会誌　58（6）　 2007　pp. 

315-326
７）岡野雅子・伊藤葉子・倉持清美・金田利子　中・高校生

の家庭科における「乳幼児とのふれ合い体験」を含む保育
学習の効果 ― 幼児への関心・イメージ・知識・共感的応
答性の変化とその関連 ― 　日本家政学会誌　63（4）　 

2012　pp. 175-184
８）文部科学省　体験活動事例集 ― 体験のススメ　平成

17・18年度　豊かな体験活動推進事業より体験活動の教
育的意義（www.mext.go.jp：最終閲覧2016年１月30日）

９）野中美津枝・新井紀子・鎌田浩子・亀井佑子・川邊・川
村めぐみ・齋藤美保子・新山みつ枝・鈴木真由子・長澤
由喜子・中西雪夫・綿引伴子　高等学校家庭科の履修単
位数をめぐる現状と課題 ― 16都道府県の家庭科教員調査
を通して ― 　『日本家庭科教育学会誌』　第54巻　第３号
2011　10月　pp. 175-184

10）野中美津枝・新井紀子・鎌田浩子・亀井佑子・川邊・川
村めぐみ・齋藤美保子・新山みつ枝・鈴木真由子・長澤
由喜子・中西雪夫・綿引伴子　高等学校家庭科の履修単
位数をめぐる現状と課題 ― 21都道府県の家庭科教員調査
を通して ― 　『日本家庭科教育学会誌』　第54巻　第４号
2012　２月　pp. 226-235

11）玉井（前掲 p. 12）
12）玉井（前掲 p. 12）
13）国立教育政策研究所　国立教育政策研究所教育課程セン

ター教育課程の編成に関する基礎的研究報告書5　2012　
pp. 1-101

14）三宅なほみ（監訳）P. グリフィン（編集）・R. マクゴー・
F. ケア編　大路書房　2014　pp. 46-72



日本生活体験学習学会誌　第16号　37－45（2016）

Ⅰ　本稿の意図
本研究の目的は、ひとの生涯発達における幼少年

期の発達の意義を整理し、地域生活慣行の体験が幼
少年期の子どもの発達に果たす機能を探ることに
ある。

筆者はこの19年間、中学・高校のスクールカウン
セラーを併任してきたが、近時、子どもの交友関係
の希薄化が目立つ。親密なピア集団以外の級友と殆
ど談笑しない生徒、地域で「地区生徒会」に殆ど関
心を持たない生徒が目立ちはじめている。文部科学
省（2014）の報告によれば、2013年度から不登校生
が小中学校とも再び増加に転じている。また、学校
を休み始めた最初の原因に「友人」をあげる生徒が
50％（複数選択）を超えている（1）。従来、これら「こ
ころの問題」に関する研究は心理学にほぼ限られて
いた。しかし、多数の研究をよそに事態は好転の兆
しを見せない。そうであれば、この種の問題につい

て、視点の異なる他分野からの研究があってもよい
のではないか。

このように考えた場合、脳裏を過るのは久しく関
心を寄せていた地域生活慣行である。それは伝統的
な民俗の一端を担う「住民の慣例的行動文化」の一
つである。それは民俗学及び関連学問の研究対象に
こそなれ、それ以外は社会学からの関心を寄せる程
度で、教育学には馴染みが薄いままである。しかし、
もし地域生活慣行に関する教育学的検討が、引きこ
もりがちな若年層の発達を促す上で何か役立つので
あれば、まだ仮説の域に留まるとしても、検討・研
究する意味や意義があるに違いない。

以上の認識に立ち、本研究では、記した目的に即
して次の課題を設定する。

１）ひとの「生涯発達」における「幼少年期」の
特徴と意味を探る。

２）これと関連づけ、幼少年期に体験する地域生

要旨　地域生活慣行は、これまで教育と関連付けて論じられることが殆どなかった。しかし、例えば「教室に入
れない」等を理由に学校の相談室を利用する中学生や高校生の場合、本人や保護者からの聴き取りによると、そ
の多くが地域生活慣行を十分体験しないまま年齢を重ねていることがわかる。この点に着目して地域生活慣行の
実際を参与観察すると、そこに子どもの発達、とりわけ社会性の発達を促す機能が潜在するように思われる。こ
うした機能は、地域生活慣行に年代を超えた多様な人々との相互作用が展開するところに生まれるものであろ
う。とすれば、今日、消滅しかねない地域生活慣行を維持し、多数の子どもに参加を促す方途について検討する
ことが望まれる。

キーワード　地域生活慣行　集団参加　社会的相互作用　社会性　発達促進機能
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活慣行と幼少年期の発達との関係を探る。
３）養育・保育・教育の連続性から地域生活慣行

の体験が幼少年期の発達に及ぼす仕組みを検
討し、１）、２）と併せて地域生活慣行が帯び
る発達支援機能を探る。

　　なお、基本的研究方法は次の通りである。
１）地域生活慣行に関して記述された文献を収集

し内容分析する。
２）地域生活慣行の実際を参与観察し、そこに展

開する社会的・人間的相互作用に関する資料
を収集し内容分析する。

３）以上の文献や資料を社会的（シンボリック）
相互作用論を基軸に分析し、地域生活慣行に
潜在する発達支援機能を探る。

Ⅱ　地域生活慣行について
１　地域生活慣行とは

はじめに地域生活慣行の概要と特徴を整理した
い。地域生活慣行をここでは暫定的に「多数の住民
が集団的・組織的・慣例的に行う活動」と定義しよ
う。暫定的にというのは、「地域生活慣行」の学術的
定義がまだ未確定だからである。「社会慣行」「生活
慣行」なら社会学等において用いられるが、「社会慣
行」には「取引慣行」「労使慣行」など本研究には無
関係な内容が含まれる。また「生活慣行」は本研究
になじむが、地域性にも関心を注ぎたいと考え、本
稿では「地域生活慣行」を使用したい。具体例をあ
げれば、近代以前から行われてきた祭、神社・寺院
等の行事、節句や初午など広く民間に伝承される行
事（歳時）、農・工・商業などの「生業」と関連する
行事等が該当する。恒例化した校区運動会や公民館
学習発表会なども近代以降加わった内容として数え
てよいであろう。筆者（2012）（2）は、秋田県男鹿の
ナマハゲほかを現地で取材している。

そこに展開する活動の特徴に着目すれば、それは
次のように整理してよいであろう。

１）集団的・組織的に行うので「強制性」を伴う。
とはいえ、住民は慣行への参加を旧来から受
け継いだ慣例として行い、実際はそこに強制
性をほとんど感じていない。したがって、強
制性は住民以外の部外者の眼で見た場合の特
徴である。

２）生活慣行は一般に年・月などの循環を基礎に
年中行事（歳時）として執り行われる。住民
は何時どんな行事を行うか、予め計画し準備
し、こころ心算している。

３）一人（単独）で実施する慣行は殆ど無く、家
族や近隣、集落や一定地域など、複数の人々
が共同で行い、一般に性や年代、門地などを
超えた活動として執り行う。自ずと会話、物
資の貸借、贈与など多様なコミュニケーショ
ンが行き交う。

４）性や年代別に役割分担があり、門地などの点
では、経済的負担について暗黙裡に「累進」
の決まり（高地位＝高負担、低地位＝低負担）
がある。

２　地域生活慣行に関する研究の動向
では、こうした地域生活慣行について、これまで

どんな研究が行われて来たであろうか。文献に当
たった場合、研究のほとんどは民俗学、民族学、文
化人類学、社会人類学など、広い意味の「文化とひ
との慣例的活動・行動＝慣行」に関わる研究領域に
集約される。これをひとの発達と関連づける研究
は、あまり見当たらないのが現状である。

民俗学的研究は柳田國男や柳宗悦、宮本常一や竹
内利美などによって進められてきた。このうち、例
えば竹内の研究グループ（1959）（3）には社会学的視
点による「年序集団」の研究がある。村落共同体が
年齢階梯集団を組織し、集落諸事業の分担を決め、
住民を年齢相応に社会化し、成熟させ、ひとの生涯
と地域社会の存続・循環を維持してきた事実を解明
する研究である。竹内らの研究は筆者に「生涯発達」
の視点に気づかせる要因になった。とはいえ、竹内
らは民俗行事を直接「発達」や「教育」に関連づけ
たのではない。彼らが記した事例を、筆者が教育的
視点から問い続けた場合、そこに「住民を年齢相応
に社会化させる仕組み」があることに気づいたとい
うことである。

他方、民俗行事への参加を、直接、発達に関係づ
けようとした研究も若干ではあるが見つかる。例え
ば、石倉あつ子（2001）（4）の研究である。石倉は飯
田市に所在する短期大学に在職し、そこを拠点に、
主として長野県の民俗行事を子どもの発達の視点か
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ら見ようとしている。その著書において、「こどもは
仲間と地域社会のなかでさまざまな活動をすること
によって、社会の一員としての認識を育てていっ
た。…仲間への参加は社会への参加であり、つぎの
若者たちの組織である青年団や若い衆へ加入するた
めの前段階であった。やがてはこのこどもたちが、
ムラ・マチの中心的な存在となって地域をうごかし
維持していったのである」（5）と説明する。

また、教育の現代的課題を視野に入れた内容とし
て深作拓郎（2009）（6）の研究がある。深作は、地域
の教育力の一環に本稿が定義する地域生活慣行を位
置付け、子どもにおける教育資源としてこれらの意
義を説明する。深作は「地域の教育慣行」をキー
ワードに、子どもにとって地域が仲間とともに行う
経験の累積空間になる可能性に触れる。そこから地
域の教育力を論じ、教育資源としての大人や学校の
役割をそこに位置付ける。

石倉や深作の研究は、地域に連綿と行われてきた
諸種の生活（教育）慣行が子どもの教育において意
味を持つことを提示したといえるであろう。ただ、
それがどんな過程ないし仕組みにおいて発達機能を
発揮するか、具体例やメカニズムの言及はまだ乏し
い。

柳田國男等から竹内利美等へ、さらに石倉あつ子
や深作拓郎等へと、地域生活慣行に関する研究視点
を「ひとの発達」に移した場合、教育や学習の視点
から地域生活慣行の意味や意義を検討・研究する立
場も、やがて市民権を得るのではないかと思うとこ
ろである。

３　学習体験から見た地域生活慣行
石倉などの見解を敷衍すれば、地域生活慣行は、

それを体験する子どもにおいて「体験に学ぶ」「体験
から学ぶ」など、子どもに一定の学習を促す契機に
なることがわかる。それは、学校で行われる体系的
な教科内容に関する学習とは異なる、心理的・社会
的発達に必要な「役割の自覚」や「適切・全うな判
断」などに関わる学習である。総じて「態度や行動
の学習」と言えようか。それを主として非言語的な
実体験によって学習する契機の一つが地域生活慣行
だということになる。

では、地域生活慣行を介して行われる態度や行動

の学習は、どんな仕組みを通して、どんなこころの
発達過程と関わり、どんな具体的な形として進行・
展開するであろうか。

Ⅲ　幼少年期に地域生活慣行を体験する意義
１　ひとの発達における幼少年期の意味

先行研究を受けながら、ここでひとの生涯発達に
おける幼少年期の意味に触れておこう。エリクソン
を引用するまでもなく、幼少年期の発達は他の時期
に比べ急テンポで進展し、臨界期が短く、課題達成
の失敗を後に修正するには困難が伴う。もちろん、
獄中における永山則夫の知的・感性的発達が実証す
るように（7）、失敗が絶対に回復できないわけではな
いが、その途は極めて厳しい。とすれば身体の発達
にとって予防接種が重要であるのと同様に、幼少年
期には感性や社会性の発達を促す「心理的・社会的
予防接種」ともいえる集団的状況への参加体験が必
要ではないかと考えても違和感はないであろう。こ
れを実現していたのが地域生活慣行、即ち、ナマハ
ゲに追い回されたり、子ども神輿を担いだり、「お接
待」に招かれたりする活動ではないかというのが本
研究の仮説である。筆者にこの仮説を抱かせる基礎
になったエリクソン（8）の「発達課題説」と笠原嘉

（かさはらみよし）（1984）（9）の「生活に関する三次
元説」を図－１と図－２にまとめておこう。

筆者は、発達に関するこれらの見解を受け、幼少
年期に望まれる広義の「こころの発達」を促す支援
を「養育」「保育」「教育」に分けて考え、かつその
連続性に着目すべきことを提案するものである。こ
の連続性に直接気付かせたのは笠原嘉の見解であ
る。笠原の見解を受けた筆者の見方を図－３に示そ
う。
「養育」は主として身体的発達を促す活動（関与）

を、「保育」は主として感情・感性の発達を促す活動
を指す。身体的発達は、身長・体重の変化、首のす
わりや寝返りなど可視的な面からある程度確認する
ことが出来る。しかし重要なのは肉体の内側で生起
する内臓や脳・神経機能の質的変化である。五感で
外界を鋭敏に捉え、筋肉や骨格が多様に作動し、消
化や血液循環が十分機能するなど、身体的発達が進
むことによって乳幼児は周囲の環境と関わりなが
ら、それらに興味を持ち、興味の対象に向けた身体
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的体験を試み、環境への自らの関与可能性を探る
「こころ」の経験を試みるのである。

したがって、養育段階で特に重要なのは、こうし
た機能を発揮させ、発達を促す「栄養」「身体活動」

「休養睡眠」が十分保障されることである。それらが
身体的発達にとって良質であるか否かが養育の成否
を左右する。貧困や虐待などによる栄養不良、活動
空間の乏しい暮らし、騒音にさらされる睡眠などが
あれば、養育が順調に進まず、乳幼児期の身体的発
達は阻害されやすくなる。それは周囲の環境に対す
る興味を乏しくし、活動が不活発になる「悪循環」
を生む（10）。
「保育」は相対的には主に感情、情緒など感性の発

達に関わる活動である。自然や事物との接触はもち
ろん、ひとや集団と接触し、相手の感情や意思、集
団の動向などを感知し、その上で相手や集団に関わ
り、そこに楽しみや心地よさを感じとる活動が保育
である。それには最初の関わり相手である保護者や
家族、続いて近隣や親族などとの安心感に満ちた出
会いと活動が必要になる。容認され、相手が信頼で
きる存在であることを感知する体験である。自然や
事物との接触も単独ではなく「母と一緒に」「仲間と
一緒に」ということが重要である。童謡「みかんの
花咲く丘」（1946）（11）には、母と一緒にみかん畑か
ら青い海や小島、航行する船を見ながら会話を楽し

んだ思い出を、成人した子どもが母を偲びながら思
い出している姿が歌われている。

こうして、身体的に相応な活動ができ、脳神経系
に相応の理解力が生まれ、周囲の仲間や指導的な大
人に対して安心と信頼の感情が相応に出来あがった
状態をもとに、子どもは「指導」や「訓練」などの
性質を含む「教育」を受け容れることが可能になる。
エリクソンが児童期の課題だと言う「勤勉性」とそ
れによって導かれる「有能感」つまり「自信（自己
信頼）」は、こうして、養育・保育の一定水準の到達
を基礎に「教育」の過程で習得するものである。今
日の教育界に渦巻く議論の混迷は、養育・保育段階
を十分吟味せずにいきなり教育段階から論を始める
ところにあるというも過言ではない。養育・保育が
不十分な場合、子どもは心身の準備が整っていない
ために教育を十分には受け容れようとせず、した
がって生涯にわたる発達過程にも問題を残しやすく
なるのである。ひとの生涯発達から見て、幼少年期
は最も重要なポイントだというも過言ではないであ
ろう。

では、幼少年期の発達を十分に遂げることは地域
生活慣行の体験とどのように関わっているであろう
か。

図－１　エリクソンの発達課題説

（時期） （人間的活力） （心理的課題）
乳　児　期・０～１歳 （望み） 基本的信頼：不信
幼児　前期・１～３歳 （意思） 　　　自律性　：恥・疑惑

　 （目的） 　　積極性　：罪悪感
児　童　期・６～11歳 （有能感） 　　勤勉性　：劣等感
青　年　期・11～20歳 （忠誠心） 　同一性　：拡散
若い成年期・20～40歳 （愛情） 　親密性　：孤立
成　年　期・40～65歳 （世話） 　生殖性　：停滞
老　年　期・65歳～　 （知己賢明）   自我統合  ：絶望

図－２　笠原嘉の生活に関する三次元説 図－３　笠原の見解を受けた筆者 ( 山岸 ) の提案

（３）精神的・実存的次元
（２）心理的・社会的次元
（１）身　体　的　次　元

（４）実存的・主体的発達 ……教育と学習を自覚的に継続す
　　　　　　　　　　　　　　る時期

（３）社会的発達 ………………主として「教育」の時期
（２）心理・感情的発達………主として「保育」の時期
（１）身体的発達 ………………主として「養育」の時期
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２　幼少年期に体験する地域生活慣行の実際
先ず、地域生活慣行が広く子ども一般に体験され

る実際を描写してみよう。例えば秋田県男鹿地方に
今日も行われるナマハゲである。その概要は広く知
られていようが、筆者が現地調査で観察した概要は
次の通りである。（12）

大晦日（本来は１月14日、小正月の晩に行われて
いた。現在は観光用の日程である）の夜８時ごろ、
親子20人ほどの観光団体が待つ農家の外戸をゆす
る大きな音が轟く。驚く間もなく土間に異形なナマ
ハゲが入り、「悪い童（わらし）はいねがー！」と怒
鳴りながら土足のまま座敷に上がり込む。つい４～
５分ほど前まで、「ナマハゲって、誰かお兄ちゃんが
お面かぶってるだけなんだよね」とうそぶいていた
小学四年生の男児が、急に血相を変えた。ナマハゲ
は男児に気づくと、「親の言うごと聞がねえな！」

「手伝いも宿題もしねえで遊んでいたな！」と男児
を掴むと、母に縋（すが）り付くその手を振り払っ
て引き離す。男児の恐怖に満ちた泣き叫び声と大人
の笑い声とが奇妙なコントラストを醸し出す。男児
がへとへとになる直前、頃を見て70歳代半ばの長老
家主が現れ、「ナマハゲや、この子はいい子になるよ
うだから、そろそろ離してやれ！」と声をかける。

「本当にそうがー！」と問い詰めるナマハゲ。「いう
ことを聞きます！」「宿題もします！」と泣きながら
懇願する男児。ようやく手を緩め「もし、童がまた
悪い子になったら、手を二回打ってくれ！すぐ来る
から！」といって、子どもを手放す。男児は一目散
に母の懐に飛び込み、一方のナマハゲは長老と馳走
の席に着く。馳走の席は４～５分程度の形式だけで
終わる。

もう一つ、筆者が子どものとき体験した新潟の
「団子撒き」を記そう。釈迦の命日とされる３月15
日、各寺院では中学生までの子どもを相手に団子を
撒く慣行がある。筆者の集落には尼寺があり、子ど
もが登校する前に行事が行われていた。前日に集落
の婆さん達が尼寺に集まり、各戸から寄せられた米
を石臼で挽いて団子を作る。当日は集まった子ども
を前に、集落の長老爺が釈迦像を背に団子を入れた
笊を持って立つ。「こっち、こっち！」「おれんとこ
にも！」、爺さんの気を引き寄せようと、方々から声
が飛ぶ。「そうらいいか」と、爺さんが団子を撒き始

めると狭い尼寺は子ども達のはしゃぐ声と一心に団
子を拾う動作でいっぱいになる。祖母に連れられて
参加した４～５歳の子どもが中学生とぶつかること
も珍しくない。幼児が泣き出してもそれは放置され
る。「達者者（もん）は泣かない！」と婆さん達に励
まされるだけである。行事が終わると、子ども達は
拾った団子をポケットやランドセルに入れ、競うよ
うに学校へと急ぐ。年長児にぶつかって泣いた幼児
は、まだ泣きじゃくって祖母に抱かれているが、頃
を見て尼さんが「これは特別の団子だよ」と優しく
声をかけ、仏壇に供えた団子を両手で掬って幼児に
分け与える。幼児はすっかり機嫌を直し、婆さん達
の茶飲み話の後、祖母に手を魅かれて自宅に帰るこ
とになる。

こうした事例は枚挙にいとまがないほど多数にの
ぼる。一見、たわいもない行事であるが、では、そ
こにはどんな社会的相互作用が進行しているであろ
うか。

３　社会的相互作用から見た地域生活慣行の体験過
程

事例を示したが、地域生活慣行の体験に進行する
相互作用を分析してみよう。ナマハゲの場合は、「子
ども」「家族」「ナマハゲ」「長老」の間で相互作用が
展開する。そこでは、①子どもを追うナマハゲ、②
逃げる子ども、③子どもが助けを求める家族、④長
老…が一定の役割を持って登場する。ただし子ども
にはまだ役割の自覚が薄い。

異形と大声で迫る恐ろしいナマハゲにつかまらな
いように子どもは一心に逃げ回る。親の懐に転がり
込んでもナマハゲの強い腕力で引き裂かれてしま
う。追われる子どもには不思議な光景が展開する。
恐ろしい形相のナマハゲを大人達はなぜ怖がらない
のであろうか。ナマハゲに捕まった子どもは怖がっ
て泣き叫ぶが、そこから脱出するには、「親の言うこ
とを聞く」「手伝いや宿題をする」など、ナマハゲが
求める約束（大人による子どもへの役割期待）を契
る以外にない。子どもが約束の言葉を吐く頃に長老
が現れる。腕力など期待できず威厳のない老爺と
思っていた祖父がナマハゲの荒くれ行動を抑えるの
である。大人が「救いの神」に思われ、大人への畏
敬や威厳を感知する瞬間である。それは通俗的な道
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徳観念ではなく、先人への尊敬の念、「人類的行動文
化遺産」とでもいうべき観念を学習する契機になる
にちがいない。また、ナマハゲが落としていった藁
くずを「毛出（けで）」といって縁起の良い宝物にす
る習慣も、恐怖の裏に感知するナマハゲの神秘的な
力を実感させる上で重要な役割を果たす。これらか
ら推測して、ナマハゲには、子どもに「自然界と先
人に対する畏敬の念」の学習を促す側面が観察され
るところである。

では、団子撒きはどうであろうか。ナマハゲは基
本的に家族単位の慣行であるが、団子撒きは集落単
位の慣行である。小中学生や年長に当たる就学前の
幼児も相応に参加し、団子を拾う場面で互いに身体
が触れあいぶつかり合う。学校で行う「豆撒き」も
この点では同じである。集団への参加は不特定多数
他者との接触を体験させる。自分の体力を勘案して
そこでどんな立ち居振る舞いをすべきかを判断する
機会になる。互いにいたわり許容し合うことも体験
する。団子撒きは早春の行事であるが、夏の子ども
神輿なら、前の担ぎ手の汗が自分の顔にかかり、自
分の汗も後の担ぎ手に飛ぶ。声を掛け合って神輿を
上下する場面では全体の調子・リズムが崩れれば神
輿を地面に落としてしまう。何としても調子を合わ
せなければならないのである。参加した子どもは、
どの程度の体力の相手とぶつかるのか、その都度、
瞬時に感知して調整することが要求される。年長の
中学生には「お手柔らかに」が期待され、就学前の
幼児には「危ないと感じたらよける」動作が求めら
れる。そうした調整がうまくいかずにぶつかる場合
も仕方のないこととして処理される。中学生には

「悪かったかな？」の思いが、年少児には「危ないか
どうかを確かめなくては」の自覚がそれぞれに芽生
えるよう暗に期待されるのである。学齢期の子ども
達が登校した後、涙ぐむ幼児に尼さんが仏壇から

「特別ないただきもの」として団子を分け与えるの
も、「怖かったから来年は来ない」という受け止めで
はなく、「やっぱり来年も来よう」という「成長を目
指す態度」を育てる上で大きな役割を果たしていよ
う。

４　地域生活慣行の展開に見られる諸機能
では、こうして幼少年期に地域生活慣行を体験す

ることには発達を支えるどんな機能があるであろう
か。事例を通して整理される事項を記せば、それは
次の通りである。
（1）生活慣行ゆえに強制を殆ど感じないで集団参

加し、異年齢集団や同年齢集団、親族や非親
族など、多様な集団に馴染むための手がかり
になる。子どもは、母胎→母体→家族→親族
や近隣などへと、関わる人や集団を広げるこ
とができ、大人に守られる関係→子ども同士
の厳しい関係→役割と責任の内面化、を遂げ
ることができる。

（2）当該年齢に達すれば「当然参加する」ことに
なっており、地域社会にとっては社会の維
持・循環、幼少年期の発達にとっては年齢に
応じた地域役割の取得という２つの機能が満
たされる。役割を果たし、自己の責任を分担
し、その達成感によって自尊感情を高め、そ
れら一連の成果として自信をつけることがで
きる。

（3）活動に伴う会話や行動など多様な形態のコ
ミュニケーションは、幼少年期の発達におい
て諸種の重要な社会化機能を果たす。

内側で進行する過程を３点に絞って記したが、少
し噛み砕いてみよう。観察（1）は、幼少年期といえ
ども大人に護られるだけでなく、子ども同士の厳し
い人間関係に相応にさらされる体験が必要なことを
示す内容である。観察（2）はそうして護られたり、
対等に協力・対立し合ったり、長じて護り世話する
立場に立ったりする「役割移行（交替）」において、
自我同一性や自尊感情の習得、自信と世話する能力

（心的・技術的）の獲得が進行する事実に関する内
容である。また、観察（3）は活動への参加が当該活
動に伴う副次的な活動を次々と展開し、活動の内容
とそれに伴う発達可能性を拡大することを指す。で
は、こうした過程は、子どもの発達にどのように関
わっていようか。

地域生活慣行の体験は、スポーツ体験と類似す
る。例えばバレーボールの場合、後衛には相手から
のサーブを落とさずに拾うよう期待される。二番目
の受け手にはスパイクしやすいトスが期待される。
それらを受けて、前衛には相手コートへの強いスパ
イクが期待される。それが困難だと判断したら、網
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にかけないように相手側にボールを送り込まなけれ
ばならない。これら一連の過程のどこか１点でも失
敗すれば点が奪われるから、仲間同士が時には厳し
く注意しあう。こうしたルールを互いに守り、技術
を高めるところにバレーボールの神髄・醍醐味があ
るのである。このルールを誰も「強制」とは言わな
い。たとえてみれば、養育段階はボールにさわる身
体活動の時期である。保育段階はボールに興味を
持って弄繰り回す段階である。これらを経、教育段
階になるとルールを作って遊び、楽しみ、技術の向
上を目指すことになる。地域生活慣行の体験には、
こうした養育・保育・教育の３つが連続的に関わっ
ているのである。

以上、子どもの発達上、地域生活慣行には重要な
意義があることに触れた。では、この事実から地域
生活慣行にどんな発達支援機能が横たわると判断で
きるであろうか。

Ⅳ　地域生活慣行における発達支援機能
１　ひとの発達とライフコース

ひとの生涯を「ライフコース」というなら、受胎
から誕生まではどの個体のライフコースも自然や他
者に委ねられる。誕生以後、委ねられる分は「養育・
保育・教育」として展開し、個体自らが行う分は

「学習」として展開する。ひとの発達は、したがっ
て、環境としての「養育・保育・教育」と、発達す
る個体の「学習」との相互作用によって進展する。
加齢に伴い、一般に前者の比重が小さくなり後者の
比重が大きくなる。

こうした心身の発達を基礎に、ひとは日々の暮ら
しを営み、目標に向かい、多くの他者や文化に触れ、
自らのライフコースを創っていく。その過程で種々
な出来事に遭遇し、自らも出来事を創造する。そこ
で何かを感知し、判断し、意思決定するのも当人自
身である。

ひとのライフコースを観察し、その舵取りに「発
達」が関わることを確かめた。ではライフコースに
重要な影響を及ぼす発達はどのように進行・展開す
るであろうか。

２　発達とライフコースを媒介する通過儀礼
発達の概要はエリクソンによって説明されたとお

りである。しかしエリクソンの説明はその現象で
あって仕組み（メカニズム）ではない。発達の仕組
みは脳・神経系内部の生化学的要素の複雑な作用に
よるので、簡単には解明し得ない。そこに迫ろうと
したのが笠原である。ただ、笠原は、ひとの生活を

「身体的」「心理・社会的」「精神・実存的」の３つの
領域から観察することに触れたが、各領域が生まれ
る手順には触れていない。

笠原の見方は、しかし、民俗学になじみ深い「通
過儀礼」の概念を媒介すれば発達の仕組みの解明を
一歩進めるかもしれない。通過儀礼は、ひとの地理
的移動時に、移動先の住人とうちとけあうために行
われる儀式を指していた。やがて、儀式に若干の実
際行動（乾杯、重荷運びなど）が伴うようになると、
これらの行動も通過儀礼の範疇になる。それはさら
に、地理的移動とは異なる人生の移行（移動）にお
ける転換期、即ち、飛躍的発達が期待される青年期
や壮年期の入り口で行われる儀式も範疇に含んでい
く。

こうしてみると、儀式的性質こそほとんど見られ
ないが、地域生活慣行は通過儀礼の性質を色濃く帯
びていることに気付く。慣行の体験によって、大人
への畏敬の念を抱き（ナマハゲ）、年長児とぶつかっ
ても泣かない強さを習得（団子撒き）するのである。

３　通過儀礼としての地域生活慣行の発達支援機能
古来、ひとは年齢相応に発達を遂げるべき生きも

のであると認識されていたことは孔子の言説からも
明らかである。とは言え、何かの契機が無ければ、

「昨日に続く今日」という単純な繰り返しを変えな
いことが多い。これを破るのがライフコースの要所
に待ち受ける通過儀礼である。地域生活慣行は、こ
の通過儀礼の性質を内包する。地域生活慣行、即ち
季節の行事や祭りなどは、通過儀礼の性質を内包
し、事実上、強制参加させることによって、「昨日と
今日」の間に、年齢相応のこころの発達を促す活動
なのである。

今日、これらの活動は、単に「ひとの交流」「子ど
もの楽しみ」程度に捉えられるだけの場合が多く
なっている。従って内容も子どもの欲望を満たす

「楽しみ」だけが先行しがちである。例えば大分県に
広く伝わる、弘法大師由来の「オセッタイ（御接
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待）」である。学校から家路につく子どもたちを高齢
世帯の家々が待ち受け、手作り菓子を用意して歓待
していた。子どもと高齢者とが語りあうひと時が
あった。ここには子どもに地域で暮らす高齢者を理
解させる機能が潜在する。「手作り菓子」と「語ら
い」が機能を発揮する重要な手がかりである。だが、
昨今、この機能は十分発揮されなくなっている。と
いうのは、各世帯が子どもの喜ぶチョコレートなど
購入菓子を用意し、菓子をたくさんほしい子どもた
ちが親の車に乗って家々を回るからである。「語ら
い」が消滅し、単に無料で菓子を提供するだけの行
事に歪曲化したのである。

こうした事態に立ち、あらためて通過儀礼の本義
を検討すると、各地に幾多の発達支援機能を秘めた
地域生活慣行がたくさんあり、その一つひとつが通
過儀礼の性質を帯びていたからこそ子どもの発達を
促した、意味の深い足跡のあったことが読み取れる
ところである。この点から今日の日本の状況を展望
すると、「発達課題を十分には遂げずに成人の年齢
に達した国民」を社会に送り出していないかという
反省が生まれる。成人には、仕事の領域ごとに相応
の「研修」が行われるが、研修内容に即した行動が
とれない場合が頻出するのを各所で聞く。「研修（顕
在的カリキュラム）」はもちろん有意義であるが、そ
れを裏打ちする「地域生活慣行（潜在的カリキュラ
ム）」への参加を幼少年期において十分体験させる
地域社会風土があらためて見直されてよいのではあ
るまいか。

４　発達支援機能から見た地域生活慣行の意義と今
日的課題

乳幼児期には十分な養育・保育が必要である。心
身に相応の準備が整った後に、ようやく教育を受
け、社会性や主体性などを習得する訓練が可能にな
るからである。そこまでの移行過程で、多数の他者
に触れ、集団に馴染む「こころの態勢」が期待され
る。子ども行事への参加、一般行事への見物参加な
どが、地域の人を知り、社会や文化を知り、少しず
つ他者や集団に対する役割を受容する上で大切にな
る。今、子どもの現実を冷静に参与観察して教育を
論じるなら、先ずは養育・保育のあり方を、さらに
教育に移行するための集団参加の方法を検討しない

議論は不十分であり、乱暴でさえある。
地域生活慣行への参加体験を就学期までに一定程

度行うことは、友達や学級集団、学年や全校集団と
の関係を創り出し、対人関係や対集団関係を必要に
応じて調整する能力を形成する基礎になるのではな
いか。快感・安心感のある小さなピアグループ以外
には関与しない心理状態から何時までも抜け出せな
いのを予防する上で、養育・保育期に「他者と関わ
ることを前提にした子どもの最善」をこそ、用意し
なくてはならないのではあるまいか。旧時、これら
は地域生活慣行として多数の民俗に組み込まれてい
た。近代化・現代化の過程でそれらは無意味な活動
として疎外されはじめたが、「潜在的教育課程」とし
て再評価すべき時を迎えているのではないかと思う
ところである。
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１　はじめに
教育にとって「ありふれたもの（common things）」

がもつ意味とはどのようなものだろうか。私たちあ
るいは子どもたちの誰もが知っていて、見慣れ、特
別の注意を払うことがないようなもの。そのような

対象がもつ教育実践上の意味を論じることは、子ど
もの生活それ自体に潜在する教育プロセスを明らか
にすることに通じている。しかし、「ありふれたも
の」がもつ教育実践上の意味は、その物自体がもつ
教育的価値のみを論じるという方法ではつかみとる

要旨　本研究は、生活のなかの「ありふれたもの」が教育においてもつ意味について論じたものである。矢野智
司による「発達としての教育」および「生成としての教育」についての議論を参照し、生活のなかには有用性の
枠組みを超え出ていく、生成体験のメディアが潜在していることを確認した。さらに、矢野の議論を、エドワー
ド・リードがアフォーダンス概念に基づいて発展させた経験科学と接続し、教師の環境との「出会い」を記述す
ることが、単独の個人の視点からは気づくことのできない「意味」や「価値」の探求を導くことについて論じた。
第４章の具体的な教育実践事例の記述から考察されるように、「ありふれたもの」は教育の手段となるのではな
く、ある瞬間に生活のなかで生成体験のメディアとなるものである。そのような「出会い」の記述が共有され、
教師それぞれが自らの周りにある「出会われていない環境」を気に留める姿勢をもつことで、「ありふれたもの」
を通した「生成としての教育」の可能性が開かれることについて論じた。
Abstract 　 This paper discusses the educational meaning of “common things”. Referencing Satoshi Yano’s pedagogy 

(Yano 2008), “education as development” and “education as becoming”, the paper affirms that the media of becoming 

experience is latent in daily life. Furthermore, connecting Yano’s pedagogy with Edward Reed’s empirical science (Reed 

1996) that was developed based on affordances concept, it is argued that because a description of a teacher’s 

“encounter” with an environment is only from a single individual’s unperceivable viewpoint, that this leads to a search 

for “meaning” and “value”. In section 4, where a specific education practice case is cited, this paper argues that 

“common things” are not means of education but rather media for becoming experience in daily life in that moment of 

time. The paper concludes by arguing that teachers can practice “education as becoming” through encountering 

common things and having a sensitive attitude towards “un-encountered environments”. Sharing the descriptions of the 

media of becoming experience, and assuming a stance or attitude, has an important role in opening up educational 

possibilities.

キーワード　ありふれたもの、環境との出会い、アフォーダンス、生成体験のメディア、生成としての教育
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ことができない。私たちは、どこにでもあり、一見
教育には何の関わりもないような対象が、教育実践
の核となる重要な役割を担うという出来事に注目す
る必要がある。その際に問い返されることになるの
が、私たちと環境との「出会い」という事象である。

本論は、私たちが「ありふれたもの」と出会いな
おすことで、生活のなかで日常を超え出ていく体験
がもたらされることを主張する。私たちが「ありふ
れたもの」と出会いなおす瞬間、それは自己と世界
の関係が組みなおされるメディアとなって働くこと
になるのである。

以上のような主張を述べるにあたり下敷きとする
のが、矢野智司の「発達としての教育」「生成として
の教育」の理論枠組みと、エドワード・リードの

「出会い（encounter）」概念である。矢野は、私たち
にとってあるいは子どもにとっての経験の意味は、
メディアを通してのかかわりのなかで刻々と生ま
れ、変化するものであることを論じている。そして、
そのような私たちの自己と世界を開くメディアを手
掛かりにすることで、人間の生成変容のダイナミズ
ムの全体性から、教育について捉えなおすことが可
能になると述べている（矢野 2014：6-13）。

一方、リードは、ジェームズ・ギブソンのア
フォーダンス概念を用いた経験の記述理論を確立し
た（Reed, E. S. 1996a=2000）。さらにリードは、ギ
ブソンの生態心理学とウィリアム・ジェームズや
ジョン・デューイを中心としたプラグマティズムの
思想をつなぎあわせ、成長する経験の実践的思想を
提唱した（Reed, E. S. 1996b=2010）。教師や子ども
が環境と出会いなおす経験を記述することを通し
て、子どもの生活における「ありふれたもの」は、
日常と非日常を架橋するメディアとして捉えなおさ
れることとなるだろう。

まず次章では、生活のなかで日常を超えることの
教育的意味について論じる。ここでは、日常

（routine）が「有用性」の原理に基づく思考・行動様
式に回収される傾向をもつものである一方、生活

（life）が日常を超え出ていくことで更新され、豊饒
さを維持するものであることについて論じる。さら
に、そのような超越が生じるところにはたらく生成
体験のメディアに注目して議論を進める。第３章で
は、リードの生態学的経験科学の立場から、「出会

い」が環境に潜在する「価値」の探求であり、自己
の変容を含む事象であることについて論じる。リー
ドの立場から「出会い」を捉えることによって、生
活における「ありふれたもの」が生成体験のメディ
アとして立ち現れる教育場面を記述的に理解してい
くための、理論的土壌が整えられることとなる。第
４章では教育実践事例の考察を行い、具体性をもっ
た論述を進める。教師や子どもが接する環境が、「あ
りふれたもの」であると同時に、「出会われていない
もの」でもあるという事態によって、生活は日常を
超え出ていく可能性を担保している。最後に、以上
の論述を踏まえた上で、子どもや教師が日常生活の
なかで「ありふれたもの」と出会いなおすことで生
じる教育の可能性について明らかにしていきたい。

２　日常を超えることの教育的意味
（1）生活と日常の関係

日常を超えることの教育的意味について論じる上
で、まずは本論が「生活（life）」と「日常（routine）」
の関係をどのように捉えるのかについて明確にして
おきたい。本論では、日常性への固着を抜け出るこ
とが人間形成にとって不可欠な事象であると捉え、
生活のなかにその契機が内在するという立場をと
る。以上の立場を明確にするために、矢野智司によ
る「発達としての教育」と「生成としての教育」の
フレームを参照しつつ議論を進めていく。

矢野によれば、教育学の歴史のなかで、「教育」は
「自然的存在としての人間」から「文化的・社会的存
在としての人間」への移行にかかわるものとして理
解されてきた（矢野 2000：15）。「教育」は、人間を
文化化・社会化することによって、人間のなかの動
物性を否定し、過剰な衝動が暴走しないような秩序
を作り出す役割を担ってきたとされた。このような
動物性の否定は、バタイユが述べる「労働」のモデ
ルに基づく思考と行動の様式を導くこととなる。人
間は「教育」のプロセスのなかで即時的・直接的な
欲求の実現を否定するようになり、未来のために現
在の欲求を断念することによって、世界を秩序立て
る思考と行動の様式を身につけていく。「労働」のモ
デルにおいては、世界はあらかじめ予測可能・利用
可能なものであり、日常は「有用性」の原理によっ
て動かされていくことになる。
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このような思考や行動の様式は、自然的所与への
従属を打ち破る点で人間の成長にとって欠かせない
ものであった一方、新たな形での従属を作り出すこ
ととなった。「有用性」の原理が支配する日常では、
物はすべて労働のための材料・手段となり、世界は
手段 ― 目的関係に分裂することとなる。そして、人
間は他者や自分自身をも、事物の秩序の一部として
扱うようになり、野生のもつ内奥性の次元、無秩序
でありながら生命性に溢れる生の次元への接点を
失っていく。言い換えれば、世界を手段としてみる
ことの代償として、人間が世界へと溶け込み一体と
なる、生の全体性が失われていくのである（同書：
31）。

子どもの生きる世界は、手段 ― 目的関係によっ
て捉えることのできるものだけではない。遊びのな
かで子どもは「有用性」の枠組みを超えた自由な喜
びを生き、世界と自己との溶解を体験する。そのよ
うな、意味を語ることのできない内的体験をもつこ
とでこそ、人間が人間として存在することができ
る。バタイユが述べるように、人間化のモーメント
と「脱」人間化のモーメントという両義的な運動の
なかで変容することに人間存在の秘密があるのであ
る（同書：38）。

人間がこのような矛盾的存在であり、人間形成が
両義的なプロセスであるにも関わらず、今日の学校
教育の論理は子どもの有用な能力を発達させること
を目的とする「発達としての教育」に偏ったものと
なっている（矢野 2008：123）。「有用性」のフレー
ムから捉えられる子どもの育ちは、客観的に観察さ
れ、分析され、量的に評価されうる能力の発達であ
る。このような能力の発達が不可欠なものであるに
しても、教育という営みが手段 ― 目的関係のみに
回収されることで、生の全体性が見失われ、世界と
の十全なコミュニケーションによって育つ子どもの
在りようを否定するシステムが構築されていくこと
となる。

矢野が遊び、動物絵本、ボランティア活動など、
様々な活動のなかに生成体験を見出しているよう
に、教育のメディアの分析は、「発達」の次元のみに
回収できない教育の奥深さを浮き彫りにする（矢野 

2002, 2006, 2008）。それは学校で行われる教育に限
らず、生活に内在する教育についても同様である。

人が育つ上で、「日常」や「発達」をかたちづくる思
考と行動の様式を超え出る、「生成としての教育」を
欠かすことはできない。今日の現状はまさに、生活
や体験それ自体がもつ価値を原理的に位置づけつ
つ、実践と有機的に結びつく理論の構築を必要とし
ているのである（上野・永田・大村 2013）。

（2）生成体験のメディアとしての「ありふれたも
の」

「有用性」に基づく思考様式に回収される日常を
脱しない限り、教育実践もまた「発達」の論理に回
収されることとなる。しかし、生活のなかには、日
常のエコノミーを超え出ていく通路を見出すことが
できるはずであり、教育学にはその道を照らしだす
責任があるはずである。

矢野による子どもの生成体験のメディアの分析
は、「生成としての教育」が教育実践のなかでいかに
体現されるのかを具体的に示すものである。たとえ
ば、星座図というメディアは、発達の論理にもとづ
く “学習 ”のメディアとも、生成の論理に基づく “体
験 ” のメディアともなりうる。宮沢賢治の『銀河鉄
道の夜』の冒頭、授業のなかで使用される星座図は
科学的宇宙観の学習のメディアとして用いられてい
る。一方、同じ星座図は、ジョバンニにさまざまな
獣や蛇や魚が織りなす物語を呼び起こし、宇宙との
つながりのコスモロジーを生きさせるメディアとも
なっている（矢野 2008：17）。ある物が「非－知の
体験」を引き起こすとき、その物は生成体験のメ
ディアとして出会われることになるが、『銀河鉄道
の夜』における星座図のように、すべての道具や教
具は原理的な可能性において、意味に回収され得な
い出来事を生み出すメディアとなりえるのである

（矢野 2014：10）。
今井康雄が述べるように、教育においてメディア

は、教育する側の意図を直接に実現するのではな
く、屈折して接続しなおし、当初の意図とは異なっ
た作用を全体として引き起こすような回路を構築し
ている（今井 2004：36）。つまり、教師の意図と無
関係ではないが、その意図を超え出て経験や体験を
引き起こす作用をもつのがメディアの特性である。
教育の営みを「有用性」の論理に回収することなく、
なおかつ教育実践に結びつくかたちで論じていくた
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めには、さまざまな教材がもつメディアとしての回
路と作用を分析していくことが有効であると言えよ
う。

メディアの分析は、自然科学が分析の対象を取り
出し、その対象に安定的に存在する性質を析出して
いくような方法でなしえるものではない。矢野が述
べるように、道具や物がそのままメディアとなるの
ではなく、メディアは [ 技術 ― 身体 ― 道具 ] の連
環をなしている（矢野 2014：37-42）。生成体験のメ
ディアを実践的に捉えていく上では、人間と環境の
相互作用が体験を生み出すプロセスを記述し、メ
ディアがメディアとして立ち現れる瞬間を具体的に
可視化する必要がある。

このような試みは、体験を再生産するための「道
具」として生成体験のメディアを記述しようとする
ものではない。体験それ自体は言語化しえないもの
であり、一回性の性質をもつものである。しかしな
がら、メディアがメディアとして立ち現れる瞬間を
記述することは、メディアについての経験を共有
し、メディアから教育を問いなおす原動力となる点
で意義をもつということができる。以下では、メ
ディアの記述を通して「生成としての教育」に接近
する方法として、リードの生態学的経験科学を取り
上げたい。

３　エドワード・リードの生態学的経験科学
（1）環境との「出会い」

リードは、アメリカの知覚心理学者であるギブソ
ンが提唱したアフォーダンス概念を継承し、独自の
経験科学へと発展させている。アフォーダンスと
は、「環境に存在する

0 0 0 0 0 0 0

行為の可能性としての情報」で
ある（Gibson, J. J. 1979：127）。たとえば、水平で、
平坦で、十分な広がりを持ち、なおかつその材質が
動物の体重に比して十分に堅い表面があれば、それ
は「支える」というアフォーダンスを持つ。このよ
うな面が人の膝ほどの高さの段差を持っていれば、
それは「座る」ことをアフォードするだろう。この
ように人間の知覚 ― 行為とそれを包囲する環境、
双方を同時に記述するのがアフォーダンスの概念で
ある。

アフォーダンスという概念を通して生（life）を理
解するとき、「意味」や「価値」は環境の側に存在

し、動物と環境との関係のなかで具現化するものと
して捉えることができる。

生態心理学は（すべての動物種の）種々の生き
る道（way of life）が、環境の多様な価値と意味
を中心に展開されていると考える。ある動物の
生態的ニッチの多数の価値は、利用可能な多数
のアフォーダンスとして具現しており、多数の
意味は、その動物たちに利用可能な情報として
具現している。いかなる動物個体も、すべての価
値あるいはすべての意味を利用しつくすことは
できない。したがって、心理学は価値と意味を利
用しようとする動物の努力が、進化・発達・経
験によって、いかに選択され、整形されていくの
かを分析することをおもな課題とする。
（Reed, E. S. 1996a=2000：201、括弧内は筆者）

私たちは、環境の多様な情報とそれに基づくア
フォーダンスを知覚し、行為しているが、そのなか
には多様な意味や価値が経験されている。たとえ
ば、私たちが道路を歩きながら座って休める

0 0 0

場所を
探しているとき、私たちは自分の背の高さと座面に
なる部分の高さとの関係という情報を探索し、「座
りやすい」高さの段差を見つけようとする。その際、
座面が濡れていないか、十分に固くてかつ、でこぼ
こしていないかなどの情報についても参照するだろ
う。それらの生態学的な情報は、「座ることができ
る」というアフォーダンスとして知覚され、私たち
の行為を導くことになる。このような休息という

「価値」は、たとえばスズメであれば「止まりやす
い」枝、トカゲであれば「もぐりやすい」隙間とい
うかたちで、すべての動物種が利用しているもので
ある。このような環境との「出会い」1）の記述が、
人間や動物の意味や価値に充ちた生の諸相を理解す
る科学の要であるというのがリードの立場である

（同書：10）。
リードの「出会い」概念は、「意味」や「価値」が

環境に存在し、私たちがそれを直接知覚しているの
だというギブソンの立場を継承している。ギブソン
は “ 人間の脳が外部から与えられた刺激に意味を付
与することによって間接的に世界が生じる ” と考え
る物心二元論に基づく心理学を批判し、私たちは実
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在を直接知覚しているという立場からアフォーダン
ス理論を構築している。このような立場に基づけ
ば、経験される「意味」や「価値」は脳のなかです
べて構成されるのではなく、環境に存在する生態学
的情報に基づいて成り立っているということができ
る。たとえば、同じイスでも、高いところのものを
取りたいときには「乗る」という価値が知覚され、
火災などで窓を割って脱出したいときには「投げ
る」という価値が知覚されるかもしれない。そのよ
うな行為の選択は、イスという刺激を解釈する認知
的なプロセスによるのではなく、「高いところに行
きたい」がために足場を探索することや、「窓を割り
たい」がために固いものを探索するという、「関心」
によって方向付けられたアフォーダンスの直接知覚
に基づいているのである。「意味」や「価値」は人間
や動物が環境に行為的（active）にかかわるなかで実
現（realize）している。その点で、人間が経験する

「意味」や「価値」は、環境の情報によって根拠づけ
られていると言えるのである2）。

生態心理学に基づけば、人間の経験を記述的に理
解していくためには、環境にどのような情報（意味）
が知覚され、どのようなアフォーダンス（価値）が
利用されたのかを記述する必要がある。ギブソンの
研究が視覚という知覚システムに集中していたのに
対し、リードはアフォーダンスの記述を、人間の多
様な文化的状況や生活状況下で行っていくことがで
きる可能性に注目し、人間と環境との「出会い」と
いう単位を基本とした総合的な経験科学を提唱する
のである（同書：396）。

（2）経験の成長
リードは自身の経験科学が、かつて心理学の創成

期にジェームズが試みたような「生きられた経験」
（Reed, E. S. 1997=2000：303）を扱う学であると述
べる。アフォーダンスの記述とは、「意味」や「価
値」に満ちた世界との「出会い」の記述であり、こ
のような身体的で直接的な経験こそが、個人的生を
基礎づけると同時に、すべての社会関係の源泉と
なっている。人間は直接経験を共有することによっ
て社会を発展させていく存在であり、経験の成長と
は「個人的であると同時に必ず社会的」なものなの
である（Reed, E. S. 1996b=2010：213）。

環境との「出会い」のなかで生きられた「意味」
や「価値」が共有されることは、私たちの経験を成
長させる可能性をもっている。リードの経験科学に
おいて、アフォーダンスを記述することは、単に人
間一般の行動傾向を明らかにするものではなく、教
師が経験を共有し成長させる実践として捉えること
ができるのである3）。多様な環境との「出会い」が
記述され、その記述を読んだ側の生になんらかの影
響を及ぼすようなコミュニケーションが生じること
で、経験科学は教育の過程に関与することとなる。

　　　各人における未来への希望は、一次的経験と
二次的経験を適切に混ぜ合わせることからの
み現れる。（中略）二つの経験を豊かに混ぜ合
わせることが、希望を社会のすみずみに行きわ
たらせるために必要なのだ。民主的教育と経験
が成長するための潜在性の間には内的なつな
がりがある。このことをデューイは洞察してい
たが、この洞察のおかげで、日常生活における
単純な変化 ― 教室や仕事場あるいは家庭にお
けるローテク・レベルの変化 ― がどのように
して経験を保護するための基盤を提供する
きっかけになりうるか、その経緯を理解するこ
とができる。

（同書：21）

私たちの直接経験（一次的経験）は、言語によっ
て編集され、間接的な経験（二次的経験）として、
他者に伝達される。このとき、直接経験が生じた際
に知覚されていた豊富な生態学的情報は、言語をは
じめとした様々な手段により切り取られ、限定され
たかたちで間接的な経験として伝達されることとな
る。間接的な経験は、直接経験の代わりをすること
はできない。しかし、私たちが災害や戦争の経験を
記録し、語り継ぐことによって後世へ伝えていくよ
うに、経験を共有することが個人と社会を発展させ
る力になる。経験の成長には、直接経験と、それを
伝えていく工夫の双方が必要なのである。

さらに、デューイが述べるように、記述された経
験の教育的な意味は、「教育することにおける実際
の活動において検証される」ものである（Dewey, J.  

1984[1929]：17）。環境との「出会い」の記述は、あ
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る教育実践についての二次的な情報にすぎない。し
かし、その記述を読んだ者が、それを自分の直接経
験によって検証することができれば、記述はより良
い実践を探求するプロセスに置かれることとなり、
経験の成長を駆動するものとなることができる。
リードの経験科学において、経験の記述はそれを読
む者の生活のなかで教育的・実践的意味をもつので
ある。

（3）生成体験のメディアを記述すること
以上の議論を踏まえれば、リードの環境の記述理

論は、生成体験のメディアの記述理論として活用し
ていくことができるものであると言える。なぜな
ら、「アフォーダンス」という概念は、単独の個人の
視点からのみによっては知ることのできない、あり
ふれた環境の「意味」や「価値」の存在を明らかに
する可能性を持っているためである。

アフォーダンス理論によれば、私たちは多様な
「意味」や「価値」に取り囲まれて生活しているが、
それらの多くに “ 気づいていない ” ということにな
る。例として、道端の水たまりがもつアフォーダン
スについて考えてみよう。通勤や通学で道を急ぐ
人々にとって、道端の水たまりは「くつを濡らす」
という意味を持った環境であり、「歩行を妨げる」と
いうネガティブな価値（アフォーダンス）を持った
環境であるといえるだろう。しかし、道端で遊ぶ子
どもにとって、同じ「くつを濡らす」という意味は、
楽しさを伴うポジティブな価値をもつものとして知
覚されるかもしれない。さらに、水たまりをじっと
見つめる別の子どもにとって、水たまりは「空を流
れる雲を映す」環境として知覚されることもありう
るだろう。

このように環境には、特定の個人の視点のみに
よっては捉えることのできない「意味」や「価値」
が潜在している。水たまりがアフォードする遊びの
楽しさに、大人たちは気づくことなく通り過ぎてい
く。水たまりに映される雲の美しさは、そこにある
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にも関わらず気づかれることがない。
しかし、もし行き交う人々のなかの一人がふと立

ちどまり、水たまりをじっと見つめる子どもの目線
の先に流れる雲を見つけたとき、どのようなことが
起こるだろうか。その人は普段通いなれた道の上

に、新鮮な世界を見出すことができるかもしれな
い。そのときの水たまりは、移動を妨げるネガティ
ブな環境ではなく、「じっと見つめる」だけの価値を
もつポジティブな環境として転換するのではない
か。このとき、子どものアフォーダンスの知覚（環
境との「出会い」）は、大人のアフォーダンスの知覚

（環境との「出会い」）を変容させる契機となってい
るのである。

このように “ 自分は気づいていなかったが、他の
誰かが気づいていた価値”に気づくとき、ときに「世
界の区切り方を変える」（矢野 2000：84）ような、根
本的な世界観の変容が生じることがありえる。もち
ろん、それは頻繁に起こるような出来事ではないだ
ろうが、「水たまり」は世界と自己の関係を組み替え
る生成体験のメディアとなりえるのである。

環境との「出会い」の記述は、教育における生成
体験のメディアを具体的に分析する手立てとなる。
具体的な教育実践のなかで、教師や子どもの自己変
容につながるような環境との「出会い」が記述され
ることは、“ 子どもが気づいていたが教師が気づい
ていなかった環境の価値 ”、あるいは “ 教師が気づ
いていたが子どもが気づいていなかった環境の価
値 ” を明らかにすることとなる。そして、それらの
環境の「意味」や「価値」が共有されることで、教
育のメディアが問いなおされていくこととなる。こ
のようなダイナミズムのなかで、ありふれた生活に
内在する「生成としての教育」が浮き彫りになるの
ではないか。

４　「ありふれたもの」からの教育の記述
リードの経験科学のフレームによって、生成体験

のメディアを記述する理論的可能性が示された。そ
してその記述は、生活のなかで日常を超える、「生成
としての教育」を志向するものであった。以上の点
をふまえ、本章では、「ありふれたもの」が生成体験
のメディアとして立ち現れるプロセスについて、２
つの事例を通して記述していく。

（1）白く輝く葉
ひとつめの事例は、筆者がかつて保育者として勤

務していたＧ園でのエピソードである4）。Ｇ園には
裏山が隣接しており、その斜面や山道が子どもたち
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の遊び場となっていた。子どもたちは決められた範
囲では自由に遊べたが、目の届きにくい場所には保
育者と一緒に行く約束となっていた。以下は、私が
４歳児のコウジに呼ばれ、一緒に山道を歩いていた
ときの出来事である。

事例①　白く輝く葉
ある夏の日、私とコウジの二人で、裏山に遊びに

行ったときの出来事であった。二人で気持ちよく散
歩していると、曇っていた空が晴れ、山の木々の中
に日差しが差し込んできた。そのときコウジが、「う
わー、雪みたい」と声に出した。私ははじめ、コウ
ジの言葉の意味がよく理解できずにいた。コウジの
言葉を不思議に思い、コウジの見上げる先を見る
と、そこには普段と変わることのない山の木々が
あった。しかし、しばらく木々を眺めていると、突
然、光を受けた無数の葉が輝き、まるで雪のように
白く光っていることに気がついた。それは、葉が緑
であると思いこんで生きている私には見ることがで
きない世界だった。私はうれしくなり、「ほんまや、
雪みたいやなあ」と応えた。

はじめにコウジが「うわー、雪みたい」と言った
とき、私はコウジの知覚している世界を理解するこ
とができなかった。しかし、コウジとともに木々の
葉をじっと眺めているうちに、突然、葉が真っ白に
輝いていることに気づいたのである。

木々の葉は、コウジを立ち止まらせ、視線を釘づ
けにし、雪の世界のイメージを膨らませる「価値」

（アフォーダンス）に満ちたものであった。それはコ
ウジが葉の「白さ」という情報を知覚していたこと
に由来している。一方、日常のなかで葉を緑だと思
い込んでいる私は、しばらくの間、そのありのまま
の色を知覚することができなかった。その白く輝く
葉は、ずっと “ そこにあった ” にも関わらず、私は
それに気づくことがなかった。

コウジの知覚している世界に関心を向けていくう
ちに、私は木々の葉（「ありふれたもの」）に出会い
なおすことができた。そして、その美しい木々の葉
をふたりでじっと見つめた時間は、まさに生成体験
であったということができる。このときコウジがひ
とりで雪の世界を体験することと、コウジと私
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が雪

の世界を体験することは同じではない。この生成体
験の場を共有できるかどうかが、「生成としての教
育」を実践することに関わっている。

そして、ここでの記述は、「出会い」の記述である
と同時に、「出会われていない環境」の記述でもある
ことで、次なる実践へと関係している。ここで記述
された「木々の葉」は、「夏の間、常にそこで輝いて
いたにも関わらず、気づかれることがなかった木々
の葉」である。この「出会われていない環境」とし
ての「木々の葉」は、今この瞬間も、どこかの教師
や子どもたちの頭上で、誰にも気づかれることなく
雪のように輝いているかもしれない。生成体験をも
たらす「出会い」は、いつどのように訪れるか予測
することができない。しかし、記述された「出会わ
れていない環境」は、生成体験のメディアとして、
それを読む実践者の身体の周囲にも可能的に存在し
ているのである。

（2）砂を通したコミュニケーション
次のエピソードは、筆者がかつてボランティアと

して保育に参加していたＫ保育所での出来事であ
る５）。筆者はこのとき、３歳クラスと４歳クラスの
子どもと一緒に砂場で遊んでいた。砂で川を作って
遊んでいるときに近づいてきたマイは、１～２歳ク
ラスの子どもで、まだ言葉が出ていなかった。当時
私は以前にマイと関わった記憶がなく、ほぼ初対面
といった状況であった。そのようななかで、砂を通
してマイとのコミュニケーションが展開されて
いった事例である。

事例②　砂を通したコミュニケーション
園庭の砂山で３歳クラスと４歳クラスの子ども

10人くらいが遊んでいる。私がソウタと川を作って
遊んでいると、３ｍくらい離れたところにいたマイ
と目があった。私は少し笑いかけるようにして、再
び川を作り出した。するとマイが私の方に近づいて
きたのでそちらを見ると再び目があった。私が再び
笑いかけると、少し間を置いて、マイが黙って手の
ひらをこちらに差し出した（ように見えた）。私はそ
の手のひらを見て、「あー、砂がたくさんついと
るー」と楽しそうな感じの言葉をかけ、マイの手の
ひらを指でなぞった。するとマイは不思議そうな顔
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をしていたが、砂山の方に戻っていったので、私は
再び川をつくりだした。しばらくすると、マイがふ
たたび近づいてきて、私に手のひらを差し出した。
すると、マイの手には砂が握られていた。私はさき
ほどマイが無言で差し出していた手のひらをきっか
けに、マイと気持ちが通じあったような気がしてう
れしくなり、「ありがとー、砂持ってきてくれた
とー！」とはしゃいで、砂を受け取った。するとマ
イは再び砂山の方に戻っていった。一緒に川を作っ
ていたソウタが「どうしたと？」と声をかけてくる。

「砂くれたとよ。ここに使おうか。」といって、川の
堤防にその砂をはりつけた。するとマイが戻ってき
て、その手には再び砂が握られていた。さらに今度
は「ん！ん！」と少し興奮したような感じの声を出
して、砂を渡してくる。私もうれしくなって、

「あー、また持ってきてくれたとー！ありがとー」と
言って、それを受け取った。マイがうれしそうな表
情をしているわけではないのだが、何か通じあって
いる気がして心地よい。マイはしばらくそばにいた
あと再び戻っていった。しばらくすると、マイが再
び近づいてきて、手のひらを差し出してきた。する
と今度は、白い石が握られている。私はさらにうれ
しくなって、それを受けとり、「すごーい、こんなに
きれいな石もらっていいと？ありがとうー！」と興
奮したように話しかける。マイはその後私のそばを
ずっと離れなかった。

はじめにマイと目があったとき、私はほぼ初対面
であるマイを怖がらせてはいけないと思い、マイに
近づくことをせず、その場から少し笑いかける程度
のかかわりにとどめた。マイがこちらに興味をもっ
ているのがわかったため、遊びに誘いたい気持ちは
あったが、無理なかかわりを避けたのである。そし
て、しばらく待った後、マイは自分からこちらに近
づき、手のひらを差し出した（ように見えた）。この
ときおそらく、マイは私に砂を差し出していたわけ
ではない。しかし、なんとかマイと仲良くなるきっ
かけをつかみたい
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と思っていた私にとって、その手
のひらについていた砂はコミュニケーションをもた
らす「意味（情報）」として知覚され、それを「なぞ
る」という「価値（アフォーダンス）」が知覚される
こととなった。お互いの間にコミュニケーションを

生み出した砂の「価値」は、その後マイによって「贈
与する」という行為として新たなかたちで利用され
る。そのような環境との「出会い」によって、私と
マイの関係は変容し、他者とつながることの喜びが
もたらされることとなった６）。

このときの体験がマイにとって、自己と世界との
関係を組みなおすような生成体験であったかどうか
を断定することはできない。また、このエピソード
の記述は、マイの体験そのものの記述でもない。し
かし、少なくともこのような環境との出会いなおし
は、私自身に喜びの体験をもたらせると同時に、新
たな砂の「意味」と「価値」を経験させるものであっ
た。それは、私とマイ（自己－世界）との関係の変
容であり、私と砂（自己－世界）との関係の変容で
もあったということができる。そして、そのきっか
けとなっているのは、砂という 「ありふれたもの」
の再発見なのである。

このときの「砂」は、事例１の木の葉と同様、“ そ
こにある ” と同時に、“ 出会われていない ” もので
あった。このような「出会われていない環境」が身
近に、多様なかたちで実在していることで、生活は
日常を超え出ていく可能性を担保しているというこ
とができる。「ありふれたもの（common things）」
は、それが見慣れたものであるという点では、私た
ちを日常のエコノミーにつなぐものであるが、それ
との出会いなおしの経験が記述・共有される際は、
それが誰にとっても「共通のもの（common things）」
であるという点で、生活のなかから教育の可能性を
支えている。
「ありふれたもの」は、私にとってそこにあるのと

同様に、あなたにとっても同様にそこにある。しか
し、「ありふれたもの」には、単独の個人の視点から
は理解することのできない「価値」が潜在している。
異なる感性や視点をもつ他者が見出した「意味」や

「価値」にふれるとき、「ありふれたもの」は生成体
験を導きうる。そして、「ありふれたもの」の多様な

「価値」が記述されることは、私たちが経験を共有
し、自己と世界との関係を問いなおすメディアとな
りうるのである。

教師と子どもの生活のなかには、さまざまなかた
ちで生成体験へとつながるメディアが潜在してい
る。それぞれの教師が、自らの身体を取り巻く環境
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を異なる視点で眺めることができるようになること
で、生成体験の可能性が開かれていくことになると
言えるだろう。

ここで注意しておかなければならないのは、ここ
での記述が、木の葉や砂をコミュニケーションの

「手段」とすることを推奨するものではないという
点である。生成体験をもたらす「出会い」は、一方
ではそれをもたらすメディアへの能動的な探索を必
要とするが、もう一方では出来事の偶然性に貫かれ
ている。矢野が述べるように、メディアは［技術 ―

身体 ― 道具］の連環をなすものであり、その連環は
実践の場に身を置くものの身体や状況に左右されて
いる。木の葉や砂は必ずしも関係変容をもたらす手
段になるのではなく、木の葉や砂が関係変容のメ
ディアとなるような瞬間が到来するのである。生成
体験をもたらすメディアを、手段として解釈するこ
とは、多様な「意味」と「価値」に満ちた生活を、
固定した手段 ― 目的関係のエコノミーに引き戻す
ことになる。「ありふれたもの」からの教育は、普遍
的な手段や方法によって成り立っているのではな
く、教師が子どもが生きる世界を感受しつつ、臨機
応変な判断を行うことによって顕在化するものであ
るということができるだろう。

５　おわりに
「出会い」の記述は、教師が経験を共有し、「生成

としての教育」の可能性を探求する契機となりえ
る。しかし、そのようなプロセスもまた、教育を手
段 ― 目的の枠組みに回収する陥穽ととなり合わせ
になっている。

このようなジレンマを抱えつつ、それでも探求を
行おうとする教師の立場に身を置いてこの問題を
考えてみるならば、「生成としての教育」の探求は、
教師が「出会われていない環境」の存在を気に留め

0 0 0 0

る姿勢
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をもつこと、言い換えれば、自分の身の回り
にある環境が、今自分が見ているものとは異なる

「意味」や「価値」をもって経験される可能性があ
りうるということを気に留めることによって可能
になる。

メディアの記述を、教育の手段の記述として読ん
ではならない。メディアがメディアとして立ち現れ
るとき、その第一の条件となっているのは、手段と

しての環境へ関心が向けられることではなく、その
ときその場での子どもに対して関心が向けられるこ
とである。「なんとかマイと仲良くなるきっかけを
つかみたい
0 0 0 0 0

」という関心をもっていたからこそ、環
境に潜在するコミュニケーションをもたらす「意
味」や「価値」が探索されることとなった。結果的
に見れば、「砂」はコミュニケーションの手段となっ
たのであるが、「砂」はすべての実践場面で同様にコ
ミュニケーションの手段になるわけではない。メ
ディアは教師－環境－子どもの関係の内に現れるの
であり、教師は子どもとの関わりのなかで自らの知
覚を変容させながらそれを発見していくのである。
「葉」や「砂」というメディアの記述は、自己と他

者との関係が変容するような環境との「出会い」の
可能性が、それを読む者が生きる環境のなかにも多
様なかたちで潜在しているということを指し示して
いる。それぞれの教師の試行錯誤が行われる場に

「出会われていない環境」が存在することは、教師に
とって、あるいは子どもにとっての自己－世界の枠
組みを変容させる契機となる。子どもとともに生活
を送る教師は、自らの周りの環境の「価値」が、単
独の視点からは知り尽くしえないことを気に留める
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によって、「生成としての教育」に開かれていく
ことができるだろう。

グローバル化が進み、市場主義、競争主義に拍車
がかかる現在、教育はアカウンタビリティの文化に
偏重し、教育という営みを説明する議論は、測定可
能な能力や、行為遂行性（perfomativity）に限られ
たものとなってきている（Standish, P. 1992=2012：
7）。そして、その説明に求められるエビデンスは、
政策に求められる説明責任（accountability）であり、
実践者の教育的視点から導かれる応答責任

（responsibility）のためのエビデンスとは必ずしも一
致しないという問題がある（今井 2015：197）。この
ような状況下において、生活それ自体がもつ意味や
価値を問いなおし、測定不可能であるが人間の生に
とって重要な経験を丁寧に採集し、それを共有・検
証することによって教育の応答責任を問いなおして
いく、教師自身による実践科学の意義を見なおして
いくべきであろう。

生成体験は能力や行為遂行性には還元できない。
だからこそ、教師自身がその生活のなかで、子ども
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とともに環境と出会い、その経験の成長の過程を動
かしていく必要がある。「ありふれたもの」との出会
いなおしの記述は、そのような教育の過程にはたら
く、ひとつの方法となることができるのではないだ
ろうか。

註
１）『アフォーダンスの心理学 ― 生態心理学への道』（細田

直哉訳）では、“encounter” は「切り結び」と訳され、動
物と環境が対峙する関係の力動を伝えている。しかし、本
論文では、人間の環境の経験が、共有され、成長するもの
であるという点をより強調する訳語として「出会い」とい
う言葉を用いる。

２）リードは、「情報は経験の原因ではないが、経験の根拠
である」と述べている（Reed, E. S. 1996b=2010：143）。

３）リードが継承した生態心理学が、経験の記述を通した
「意味」と「価値」の探求の科学であることについては、山
本（2014a）で詳しく論じられている。

４）筆者はＧ園にて３年間保育者として勤務していた。Ｇ園
には保育中の記録を個人が特定されないよう配慮したう
えで公表することに対して許可を得ている。なお、本文中
の登場人物にはすべて仮名を用いている。

５）筆者は当時大学院生であった。保育ボランティアには週
１回、３～４時間程度の参加であったため、子どもたちと
それほど深く知り合っているわけではなかったが、名前を
憶えてもらう程度には見慣れた存在となっていた。ボラン
ティア中にどのクラスに入るかは自由に任されていたた
め、毎回朝に会ったり、声をかけてきてくれた子どものク
ラスに入るようにしていた。園には研究の目的を説明し、
保育中の記録を個人が特定されないよう配慮したうえで
公表することに対して許可を得ている。

６）本エピソードは山本（2014b）において、リードの「充
たされざる意味」という概念を用いた詳細な考察が試みら
れている。
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Ⅰ　はじめに
周知のように、今日の学校経営改革は「第三の学

校経営改革」といわれている。それは1998年の中央
教育審議会答申で示された学校経営改革の内容を
表わしている１）。この答申の中では、地域住民の学
校運営への参画が謳われたが、この考え方は2000年
３月に設置された「教育改革国民会議」に引き継が
れていく。教育改革国民会議は「教育を変える17の
提案」を示したが、そのうちの一つとして「新しい
タイプの学校（コミュニティ・スクール）」の設置
が提案されていた。それは地域のニーズに基づき、
地域が学校運営に参画する新しいタイプの公立学

校（コミュニティ・スクール）を市区町村が設置す
ることの可能性を検討するものであった。

その後さまざまな議論をへて、最終的に文部科学
省が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の条
文改正を国会に提出し、コミュニティ・スクール制
度が成立した（2004. ９. ９施行）２）。

教育改革国民会議がコミュニティ・スクールの設
置を提案し、その後、学校運営協議会制度が法制化
されて11年が経過した。平成27年４月１日現在、学
校運営協議会を設置している学校は全国で2389校
であり、校種別にみると幼稚園95園、小学校1564
校、中学校707校、高等学校13校、特別支援学校10

要旨　現在の子どもの課題として取上げられるものが「体験知」の不足であり、これまでの研究で、このような
子どもたちに「生の体験」をさせることを一つの目的とした取組である「学校支援地域本部事業」と「コミュニ
ティ・スクール」における取組の実態を取り上げてきた。本論文では、そうした取組の中で常に論じられる教職
員の多忙化（仕事量の増加）及び多忙感（ストレス）に関して、その要因を探るものである。本調査で明らかに
なったことは、コミュニティ・スクールの導入が「教職員の意識改革へ有効」であること、担当者以外の教職員
は、「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感（ストレス）」を日常の教育活動の中ではあまり感じていないこと等
である。さらに、教職員の「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感（ストレス）」とコーディネーターの配置等と
の直接的な有意な相関関係も見られないことなどから、「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感（ストレス）」を
減少させるためには、総合的なシステムづくりと運営の工夫が必要であるという結論を見出すことができた。
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校である。
教育改革国民会議が「新しいタイプの公立学校」

として提唱したコミュニティ・スクールに関して
は、さまざまなとらえ方がなされてきたといえる。
いま、その代表的なものと思われる２つのものみて
みよう。地方教育行政の組織及び運営に関する法律
の一部改正により、学校運営協議会の設置とその役
割が規定されたが、この規定はできるだけ現行制度
を壊すことなく学校に対して、保護者や地域住民に
対する説明責任を果たさせることであり、保護者を
顧客、地域住民をオーナーと考えて、できるだけそ
のニーズを把握し、それに応えようとするもので
あった３）。その意味では、説明責任型コミュニ
ティ・スクールといえよう。

このような経緯をへて設置された学校運営協議会
であるが、筆者らが行った学校運営協議会（コミュ
ニティ・スクール）に関する一連の調査では、学校
運営協議会の役割に関しては教育課程や人事の件は
あまり問題にならず、中心的議題は「学校教育への
支援」、「教育活動活性化のための支援」等であった。
このような調査結果は他の研究調査でも示されてい
る４）。このことは「政策が意図した説明責任型コ
ミュニティ・スクールとは異なった学校支援コミュ
ニティ・スクールという現実が生じた」５）ことを意
味する。「開かれた学校」づくりや学校・家庭・地域
の協働がさけばれて久しいし、この三者の協働を否
定する教職員はほとんどいないと考えられる。した
がって、今日の学校運営協議会は保護者や地域住民
が学校教育の課題解決に協力することにより、学校
教育を充実させていくための組織として機能してい
る側面が強いと考えられる。

本研究では、このような現実をふまえて「地域と
ともにある学校づくり」を推進していく上において
大きな課題として指摘されている、教職員の多忙化

（仕事量の増加）及び多忙感（ストレス）について、
コミュニティ・スクールにおける取組の現状をとお
して探ることとした。

Ⅱ　調査研究の概要
筆者らは、平成21年度から３回の学校支援地域本

部に関する大分県内の調査と、１回の全国調査（文部
科学大臣表彰受賞校）、さらに２回のコミュニティ・

スクールの現状に関する全国調査をおこない６）「地域
とともにある学校」の成果と課題について考察して
きた。

本研究では、「家庭、学校、地域社会の『教育の協
働』に関する調査研究Ⅵ～コミュニティ・スクールを
効果的に運営するための機能と教職員の多忙化（仕事
量の増加）・多忙感（ストレス）の要因を探る～」７）

を基にして、教職員の多忙化（仕事量の増加）及び多
忙感（ストレス）について考察するものである。

１．調査対象
平成26年度におこなった報告Ⅴで、平成18年度～

平成22年度に指定された全国の公立小中学校のコ
ミュニティ・スクール指定校448校のうち、回答が
あった143校へ、学校としての立場から回答するよ
う直接依頼した。

回答校数　　143校中95校（有効数93校）※無効：
２校（廃止１校・期限後１校）

２．調査内容に関する概要
内容１．ＣＳ導入による成果
　設問１．「学校教育課題への対応」という視点か
　　　　　らの成果
　設問２．児童生徒に関する有効性
　設問３．学校教育機能に関する有効性
内容２．ＣＳの組織・体制
　設問４．ＣＳ運営と関係が深い組織・体制の有
　　　　　無
　設問５．ＣＳ運営のための組織・体制（仕組み）
　　　　　の有無
内容３．ＣＳ導入による教職員の多忙化（仕事量
　　　　の増加）及び多忙感（ストレス）
　設問６．教職員の多忙化（仕事量の増加）の現
　　　　　状
　設問７．教職員の多忙感（ストレス）の現状

Ⅲ　調査結果の分析と考察
１．コミュニティ・スクール導入による成果に関す
　　る概要

コミュニティ・スクールの導入が、子ども、学校
教育活動、地域住民それぞれに有効であるという調
査報告８）は多くあるが、本研究では３つの観点に
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絞って整理する。
まず、１つ目のコミュニティ・スクールの導入

が、「学校教育課題」への対応として成果があったか
どうかについては、「とても成果があった」と「成果
があった」を合わせると93.5％であり、教職員だけ
では対応が困難と考えられるそれぞれの学校の教育
課題への対応について、一応の成果が見られたこと
がわかる。

２つ目のコミュニティ・スクール導入による児童
生徒への効果として、「学力・学習意欲の向上」

（83.9%）、「生徒指導への対応」（90.3%）、「ミュニ
ケーション力」（90.3%）の全てに有効であることが
わかった。

３つ目の教職員の意識改革や協働等の学校教育機
能については、「教職員の意識改革」（91.4%）、「教
職員相互の意識の共有・協働」（87.1%）に有効であ
ることが示された。

２．コミュニティ・スクール導入による課題に関す
る概要

調査報告Ⅴでの調査では、コミュニティ・スクー
ルの導入によって教職員がもっとも感じている課題
は仕事量の増加（多忙化）が49.7％である（参考：
平成23年度の大分県内の学校支援地域本部調査：
50％で最も多い。）。その次が「予算の確保が無い」

（40.6%）である。しかし、「内部情報の保守」（9.1%）
や「事故責任の所在が不明確」（8.4%）などは、平
成23年度調査に比べて解決されつつあることがわ
かった。

３．多忙化（仕事量の増加）及び多忙感（ストレス）
に関する概要

図１は、教職員の「多忙化（仕事量の増加）」と、
そのための「多忙感（ストレス）」について示したも

のである。それぞれの「程度」ではなく、「ほとんど
の教職員」、「一部の教職員」、「全くない」という教
職員の割合を３段階で調査したデータを示してい
る。以下、詳細に分析することとする。

(1)ー①教職員の多忙化（仕事量の増加）について
図１の「多忙化（仕事量の増加）」のグラフは、コ

ミュニティ・スクールの導入によって、学校運営協
議会の運営や、日常の学校業務における教職員の

「多忙化（仕事量の増加）」に関する意識を示したも
のである。「多くの教職員の多忙化（仕事量の増加）
になっている」が6.5％であるのに比べ、学校運営協
議会担当の管理職や教職員等の「一部の教職員の多
忙化（仕事量の増加）になっている」が73.1％と最
も多い。19.3％は「多忙化（仕事量の増加）はない」
と回答しており、見方を変えれば、92.3％において、
担当者以外の教職員は、日常の教育活動の中での多
忙化（仕事量の増加）になっていないと見ることが
できる。

このことは２つの見方ができる。１つの見方とし
ては、学校運営協議会に関する業務は多忙であるが、
日常の学校教育への支援活動が定着しており、多く
の教職員は日常の学校業務の一環としてとらえてい
ることから、多忙に繋がる学校業務ではなくなって
いるという見方である。もう１つの見方として、学
校運営協議会では議論されるが、教職員が関わる日
常の学校業務をおこなっていないという見方であ
る。具体的な聞取り等での調査が必要であろう。

(1)ー②�教職員の多忙化（仕事量の増加）に関する
コメント

コミュニティ・スクールの導入は、学校運営協議
会の開催や、協議されたことの取組等で多くの事務
や教育活動がおこなわれることとなる。こうした日
常の活動の中で多忙化（仕事量の増加）に繋がらな
いための運営システム等についての工夫や取組につ
いて様々な取組がされていることが調査校のコメン
トからうかがえる。特徴としては次の４点に整理で
きる。

①�これまでの教育活動や様々な業務の見直しによ
る業務の精選という視点

②�コミュニティ・スクール運営のための業務の分
図１　教職員の多忙化（仕事量の増加）及び多忙感

（ストレス）に関する意識（N=93）　　 
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担や運営システムの見直しという視点
③�コミュニティ・スクール運営のための学校業務

が勤務時間外に行われていることに対する改善
の視点

④�（多くのコメントがあったのは）運営のための
人材の配置という視点

(2)ー①教職員の多忙感（ストレス）について
図１の「多忙感（ストレス）」のグラフは、コミュ

ニティ・スクールの導入によって、学校運営協議会
の運営や日常の学校業務における教職員の多忙感

（ストレス）に関する意識を示したものである。「多
くの教職員が多忙感（ストレス）を感じている」が
8.6％である。学校運営協議会担当の管理職や教職
員等の「一部の教職員の多忙感（ストレス）になっ
ている」が、「多忙化（仕事量の増加）」に比べて
10.7％減少して62.4％となっている。27.9％が「多
忙感（ストレス）はない」と回答しており、「多忙化

（仕事量の増加）」のデータと比較して「多忙感（ス
トレス）」を感じている教職員は減少している。

(2)ー②�教職員の多忙感（ストレス）に関するコメ
ント

コミュニティ・スクールの導入による多忙化（仕
事量の増加）については前述したとおりであるが、
その「多忙化（仕事量の増加）」が「多忙感（ストレ
ス）」にどう繋がっているかということが重要であ
る。成果の見えない多忙化（仕事量の増加）は多忙
感（ストレス）の増大に繋がるのは当然のことであ
る。教職員全体や担当者の多忙感（ストレス）に繋
がらないための工夫や取組は、多忙化（仕事量の増
加）への対応と重複する内容もあり、様々な工夫が
されていることが調査校のコメントからうかがえ

る。特徴としては次の５点に整理できる。
①�取組の成果が教職員に見えることによる意識の

変化
②�教職員が地域となじみ、地域の学校という意識

の変化
③�仕事量の増加ではなく、今の学校教育（教職員）

に求められているものだという意識の視点
④�日常の学校教育活動の事務や取組の精選をとお

したスリム化や役割分担の視点
⑤�学校（教職員）主体・主導ではないコミュニ

ティ・スクールの運営という視点

(3)�教職員の多忙化（仕事量の増加）及び多忙感
　　（ストレス）と関係する項目の相関

表１及び表２は、教職員の「多忙化（仕事量の増
加）」及び「多忙感（ストレス）」について「ほとん
どの教職員」、「一部の教職員」、「全くない」という
教職員の割合を３段階で調査したデータとの相関を
示したものである。「多忙化（仕事量の増加）」及び

「多忙感（ストレス）」を感じている教職員の割合と
の相関であって、多忙度を示したものではない。

表１は、学校種及び成果・有効性との相関を示し
ている。「教職員の意識改革」と「多忙化（仕事量の
増加）」（.316**）、「多忙感（ストレス）」（.368**）と
有意な相関があるだけで、他の内容との有意な相関
は全く見られない。表２は、関連する組織や、運営
のための組織・体制が「有」との相関を示したもの
であるが、有意な相関は全く見られない。

これらのことから、これまで考えてきた「多忙化
（仕事量の増加）」及び「多忙感（ストレス）」の原因
の見直しや、その減少（解消）のための取組の研究
が必要ではないかと思われる。

表１　学校種及び成果・有効性との相関（N=92）

学校種

成果

児童生徒への有効性 学校教育機能への有効性

小中
学校種

基礎学力
学習意欲

学習困難児
童生徒の学
力・学習意

生徒指導 コミュニケー
ション力

教職員の
意識改革

教職員の
協働

住民の
協働

多忙化
（仕事量の増加） .120 .006 .006 .186 .106 .132 .316* * .037 .053

多忙感
（ストレス） .071 .041 .007 .150 .065 .060 .368* * .102 .035

** p ＜0.01　* p ＜0.05
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Ⅳ　教職員の「多忙化（仕事量の増加）」及び
「多忙感（ストレス）」に関する考察

１．調査結果から見た考察
調査報告Ⅴの143校の調査でも「多忙化の有無」

について調査し、関係する項目との相関を見たが有
意な相関はなかった。本調査で明らかになったこと
は、有意な相関があった「教職員の意識改革へ有効」
との関係で、「多忙化（仕事量の増加）と多忙感（ス
トレス）を持つ教職員が少ない」と回答したほど、

「コミュニティ・スクールの導入が教職員の意識改
革へ有効」であると回答していることである。さら
に、担当者以外の教職員は、「多忙化（仕事量の増
加）」と「多忙感（ストレス）」を日常の学校業務の
中ではあまり感じていないことがわかった。学校運
営協議会との協働による学校教育課題への対応の取
組を日常的におこなうとすれば、全ての教職員の多
忙化（仕事量の増加）に繋がるはずであるが、その
傾向は見られなかった。このことは、日常の学校業
務への地域からの支援活動が定着しており、多くの
教職員にとっては日常の教育活動の一環であり、多
忙に繋がる教育活動ではなくなっているという見方
ができる。さらに、「多忙化（仕事量の増加）に繋
がっている」に比べて、「多忙感（ストレス）を感じ
る」の割合が少ないことからも推測できる。しかし
別の視点からみれば、学校運営協議会では議論され
るが、教職員が関わる日常的な学校業務にはなって
いないということも考えられる。

２．「多忙化（仕事量の増加）」及び「多忙感（スト
レス）」の対応に関する考察

コミュニティ・スクール導入が、「学校教育課題
への対応」に有効であるという各種の調査報告や事
例が紹介されることによって、今後、ますますコ

ミュニティ・スクールが導入され、充実していくこ
とが推測できる。しかし、コミュニティ・スクール
の導入は、教職員の多忙に繋がる要素と密接に関
わっているため、どのような関係にあるのかに関し
て若干の提案を試みる。

筆者達の調査研究９）から、教職員の「多忙化」と
「ゆとり」の関係の考え方を図２のように整理して
おく。コミュニティ・スクールの導入による、学校
運営協議会の開催や日常的な学校支援の打ち合わせ
等の仕事量の増加があることから、「多忙化」に繋が
ると考えるは当然である。しかし、これまでの様々
な課題への対応のためにゆとりが持てなかった現状
から開放され、課題解決による「ゆとり」が生まれ
ることが可能になると考える。しかし、現実には、
それまでの生徒指導上の課題や地域住民からのク
レームへの対応が減少したことなどに気づかず、開
かれた学校づくりをやらされる多忙化と多忙感のみ
を感じるようになっていることが推測されるが、今
回は「多忙化」と「ゆとり」の関係のみを取り上げ
て考察することとした。

(1) 専任コーディネーターの業務からの考察
従来は、「専任コーディネーター」を配置すれば、

表２　関連する組織や運営のための体制・組織が「有」との相関（N=92）

関連組織「有」 運営のための組織・体制「有」

教職員の組織 専任ＣＮ 内部組織 同目的組織 他目的組織 組織の数

多忙化
（仕事量の増加） .160 .058 .065 .085 .060 .014

多忙感
（ストレス） .103 .095 .084 .024 .039 .028

** p ＜0.01 * p ＜0.05

図２　「多忙化」と「ゆとり」の関係の考え方
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教職員の「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感（ス
トレス）」の解消が期待できると考えがちであった
が、有意な相関があるのは「教職員の意識改革に有
効」のみである。また、教職員の「多忙化（仕事量
の増加）」と「多忙感（ストレス）」を軽減するため
には「教職員の意識改革」を進めることとの有意な
相関があるということ、さらに、担当する一部の教
職員等の「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感（ス
トレス）」が課題であるということが浮き彫りと
なった。実際に、「ほとんどの教職員の多忙化になっ
ている。」と回答したのは6.5％しかない。調査報告
Ⅴにおいても、学校運営協議会の運営、取組の改善
が学校主体・主導が70％程度あり、その業務を担当
する教職員の多忙化は避けられない現状があること
がわかっている。また、「成功経験」や「業務の精
選」等が「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感（ス
トレス）」の解消に繋がるという考え方もある。しか
し、筆者達の一連の調査研究10）によると、目の前の

「学校支援活動」という対処療法的な取組だけでは
なく、教職員組織のあり方や学校運営協議会の役
割、さらに重要なのは「地域の組織等と学校を繋ぐ
役割」が中心になっている専任コーディネーターの
職務の見直し等による「総合的なシステム」づくり
が必要ではないかという結論を導くことができる。
専任コーディネーターは、関係する様々な組織・団
体を繋いでいく役割を担っていることが推測でき、
コミュニティ・スクールの目的を果たし、学校教育
課題への対応や児童生徒への効果を発揮するととも
に、地域住民の協働・支援のために、間接的ではあ
るが重要な役割を担っているととらえることができ
るであろう。今後は、何を専任コーディネーターの
職務内容にするかの検討が必要であり、専任コー
ディネーターを中心としたコーディネートシステム
の整備が必要になると思われる。そのことを学校全
体として共有し、一部の教職員に偏らない校務分掌
の設定などが重要であり、最終的には「成功経験」
がもたらす「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感

（ストレス）」の解消に繋がる体制やシステムをつく
ることが求められる。

(2) 教職員の意識改革からの考察
既に示した筆者達の一連の調査研究によって以下

のことが考察できる。
「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感（ストレス）」

について、日常の学校業務の中では担当者以外の教
職員はほとんど（90％以上）感じていない。教頭や
担当教職員等の一部の教職員の「多忙」になってい
ることが理解できる。また、「コミュニティ・スクー
ルの導入が教職員の意識改革に有効である」と回答
したほど、「多忙化（仕事量の増加）」と「多忙感（ス
トレス）」を感じる教職員が少ない（感じない）」こ
とから、「教職員の意識改革」が大きなカギであると
考えられる。言い換えれば「教職員の意識改革が、
多くの関係者との繋がりを作り、多くの成果をあげ
る要因」であると言えよう。

また、「教職員の意識の共有・協働」については、
「教職員の意識改革に有効」と同様に「関係組織・体
制（仕組み）の有無」とに有意な相関が見られる。
さらに、「児童生徒に有効」の４項目の全てと高い有
意な相関がある。「教職員の意識改革」をとおして、
教職員相互の意識の共有と協働が進み、地域の様々
な組織との連携体制ができることによって、児童生
徒への具体的で有効な取組がおこなわれるという関
係性が推測できる。このことから、「教職員の意識改
革」を進めることが求められると言える。その手段
としてのコミュニティ・スクールを活用し、推進す
る必要がある。教職員の意識改革にあわせて、「多忙
化（仕事量の増加）」と「多忙感（ストレス）」への
対策として、専任コーディネーター等の配置と有効
な職務内容の設定を進めることに加えて、教職員の
業務の精選や分担、業務の勤務時間内実施、運営シ
ステムの見直し、仲間づくりなどの工夫も必要であ
ろう。

日常の学校教育への地域人材による支援活動が定
着してきており、「教職員だけが学校教育活動をお
こなう主体者ではない。」と考える時代になったと
言える。教職員の組織化や、保護者・地域住民と共
に日常の教育活動の一環として、学校教育課題に対
応する教育システムが重要であることを多くの教職
員が共通理解することが求められる。言い換えれ
ば、「教職員の意識改革」がコミュニティ・スクール
運営の基盤となる重要な要素であると考えられる。
まさに、教育改革の一環として定着させていくこと
が必要である。「子どもの学力の向上を図る。」「生徒
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指導の課題を解決する。」という目の前の課題対応
も必要ではあるが、教育改革を通した「教職員の意
識改革」こそ、コミュニティ・スクールが目ざして
いるものであり、そのことにより様々な教育効果が
生まれると考えるべきであろう。そうした一連の取
組が、「多忙化（仕事量の増加）」や「多忙感（スト
レス）」の軽減につながり、教育効果を上げていく道
筋であり、これからの社会で求められる学校像であ
ると考えられる。

(3) コミュニティ・スクールシステムの構想を提案
図３は、学校教育課題に対応するコミュニティ・

スクールシステムの構想を提案するものであり、
「教職員の意識や取組」について働きかけたり、支援

Ⅴ　終わりに
本調査研究Ⅵは、平成18年度～平成22年度にコ

ミュニティ・スクールに指定され、４年～８年経過
した公立小中学校を対象として実施したものであ
る。導入した当時は、コミュニティ・スクールその
ものが学校現場でよく理解されないままに導入され
ケースが多くあり、「自己流」的な要素が大きい中で

したりする役割を担う（左部分）学校運営協議会の
存在、学校教育活動と地域を繋ぐ役割を担う（右部
分）プラットホームの存在が必要である。さらに、
プラットホームの機能を十分に発揮し、両者を繋ぐ
役割（コーディネーターの存在とコーディネートシ
ステム）が不可欠である。こうした仕組みをつくる
には、教職員が「教育改革」「教育の協働」という意
識改革を行っていくための、地域からの学校支援体
制づくりから始めるストーリーが必要である。その
ことにより、学校教育課題への対応や、児童生徒へ
の効果（上部分）が表れ、結果的に、そうしたシス
テムの中で教職員の「多忙化（仕事量の増加）」や

「多忙感（ストレス）」の軽減（下部分）につながる
ことを表している。

運営されてきた。その後、様々な事例や運営マニュ
アル等が紹介されるようになったことや、１年間～
２年間のモデル指定等を有効に活用して、各学校で
研究した後に導入するなどの取組が進み、本来の目
的に沿ったコミュニティ・スクールの運営がなされ
るようになったと思われる。あわせて、様々な研修
や交流の取組も充実されてきた。しかし、教職員の

図３　学校教育課題に対応するコミュニティ・スクールシステムの構想
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「多忙化（仕事量の増加）」や「多忙感（ストレス）」
の軽減は現在も大きな課題である。このことへの対
応策が講じられることによって、今後のコミュニ
ティ・スクールの定着と拡充が進められていくと思
われる。
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１．研究の背景
幼児期の教育は遊びを通して指導を行う。「幼稚

園教育要領」の「幼稚園教育の基本」には「幼児の
自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた
発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮し
て、遊びを通しての指導を中心として第２章に示す
ねらいが総合的に達成されるようにすること」と示
されている。「保育所保育指針」、「認定こども園教
育・保育要領」にも同様に遊びを中心的な活動とす
る旨が示される。そのため幼稚園教諭・保育士の養
成では、自発的な遊びを重視し、自発的な遊びを通
して指導を行うことができる保育者を養成する必
要がある。

しかし昨今保育者の養成校に入学する者は、その
上の世代と比較して子どもの頃に遊んだ体験が少な
い。ベネッセ教育開発センターが2008年に小学校５、
６年生2,603名を対象に行った調査では、24時間の生
活時間の内、屋外での遊び・スポーツ時間は平均
14.0分、室内での遊び時間は13.1分であり屋外・屋内
を合わせても30分にも満たない。これに対しテレビ
ゲームが16.8分、テレビ等のメディアに接する時間
が82.4分である１）。屋外での遊び時間が少なく、乳幼
児期から繰り返し映像メディアに触れた世代が、今
高等教育機関へ進学し保育者になる時代を迎えてい
る。遊びの経験が少ない保育者が、幼児期の豊かな遊
びの展開を助けることは容易ではないと考えられる。

要旨　幼稚園教諭・保育士の養成では、自発的な遊びを重視し、自発的な遊びを通して指導を行うことができる
保育者を養成する必要がある。しかし幼稚園教諭・保育士の養成課程には、模擬保育を行う保育実習室の設備が
必置ではない。
　本研究の目的は、保育実習室の整備に伴う授業内容の変化から学習環境による学生の学習経験を考察し、保育
者養成における保育実習室の意義と、保育者養成に資する保育実習室のあり方について考察することである。
　本稿では、保育実習室が①環境を構成する技術を習得する学習、②実習前に教員や友人の助言を受ける模擬実
習、③理論と実践の結びつきを助ける学習、④活動性や協同性の高い学習、⑤目的意識を喚起し自発的な遊びを
重視する保育者の養成に寄与する可能性を示した。自発的な遊びを理解し促す保育実習室は、保育室で用いる備
品と子ども自身が遊びを創造できる素材や道具等があり、子どもの利用を前提にすることが望ましい。

キーワード　遊び、学習環境、模擬保育、環境構成、協同学習

＊東洋大学　ライフデザイン学部
連絡先：〒351-8510　埼玉県朝霧市岡48-1　東洋大学
電話：048-468-6650　E-mail: takayama042@toyo.jp

自発的な遊びを重視する保育者を養成する学習環境の研究
―保育実習室の整備に伴う学習経験の変化に焦点をあてて―

高　山　静　子＊

A Study of the Learning Design for the child care and
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平成22年に行われた保育士養成課程検討委員会
のまとめでも、「遊びや環境を通して子どもの学び
を促し、深めていくことや、子どもを観察するため
の知識や技術、保育の環境を構成することについて
の専門性等を持つことが重要であり、保育士の養成
の方法等について、さらに検討する必要がある」と
示されている２）。保育者の養成課程を設置する高等
教育機関は、教員と時間・空間の制約を持ちなが
ら、遊びの経験が少ない学生を、遊びを通した指導
ができる保育者へと養成しなくてはならない。

本研究は、遊びを中心的な活動とすることができ
る保育者を養成するために、保育実習室という物的
な学習空間に焦点を当てて研究を行う。養成のカリ
キュラムには、内容・実施（方法）・評価・構成・リ
ソースがあるが３）、本研究はこのリソースの一つで
ある学習教材、設備や施設に着目する。

幼稚園教諭の養成課程には、「教育研究に必要な
諸施設、設備及び図書」と示されるのみで具体的な
設備の基準はない４）。保育士養成施設の設置基準に
は具体的な諸施設や設備が示されるが保育実習室と
玩具や絵本等の子どもの文化財は必置ではない５）。
幼稚園教諭・保育士の養成では、いずれも模擬実習
を行うための保育実習室は必置ではなく、養成校に
設置される「実習室」は実習事務を行う部屋を指す
ことが多い。看護師の養成課程では専用の実習室が
必置であり、教育上必要な機械器具、標本、模型及
び図書が詳細に定められている６）。看護師の養成課
程では、学生は養成校で模擬実習を行ってから現場
の実習へ出る。しかし幼稚園教諭・保育士の養成で
は、模擬保育を行うことなく講義や講義室での演習
を受けるだけで現場へ実習に出ることができる。

２．研究の目的と方法
本研究の目的は、保育実習室の整備に伴う授業内

容の変化から、学習環境による学生の学習経験を考
察し、保育者養成における保育実習室の意義とあり
方について考察することである。

幼保の一体化が推進され、指定保育士養成施設の
内７割以上７）が幼稚園教諭の養成課程を併設して
いるためここでは幼稚園教諭と保育士を併せて「保
育者」と示し、保育者を養成する課程として検討す
る。幼稚園教諭の養成は「教育職員免許法及び教育

職員免許法施行規則」及び「教職課程認定基準」、保
育士の養成は「指定保育士養成施設の指定基準につ
いて」８）にその基準が定められている。ここで論じ
る保育実習室は、保育者の養成機関で、養成校の教
員より指導を受けながら模擬保育を行う空間を指
す。主に保育の演習科目等で利用され、保育所・幼
稚園・認定こども園、子育て支援施設等と類似した
環境で実際に学生が演習を行う場所である。子ども
や親子を招き、演習や子育て支援を行う場合もあ
る。現行の「保育実習室」は実習依頼等を行う実習
の事務室を指すことが多く、模擬実習を行う保育実
習室や保育者養成教育の物的環境に関する先行研究
はほとんどない。

筆者は、保育者養成を行う専門学校・短大・大学
の５校で保育内容演習科目の授業を経験した。内保
育実習室の設置がない４校で保育内容演習科目の
授業を行い、内１校では講義室を実習室へと整備し
た９）。現任校である東洋大学ライフデザイン学部は
平成17年に幼稚園教諭と保育士の養成課程を設置
し、課程設置当初より保育実習室と保育実習準備室
を整備し、主に子育て支援やゼミで活用されてい
た。現任校では着任後、担当する保育内容の授業の
ために保育実習室の整備を行った。

本研究では、まず環境構成の先行研究に基づいて
保育実習室の必要性について論じる。次に平成25年
４月～27年３月の２年間で整備した内容と演習授
業での活用方法を整理し、そこで可能になった授業
内容から学習環境と学習経験との関係について教育
学の知見と関連づけながら論じる。最後に保育者養
成課程で、自発的な遊びを重視する保育者を養成す
るための保育実習室のあり方を考察し、保育実習室
が保育者養成教育の質の向上に寄与する可能性と課
題について論述する。

倫理的配慮として学生に関する記述は、個人が特
定できないように留意する。

３．‌�子どもの自発的な遊びを促す環境を学習す
る必要性

高山（2011）は、保育者が子どもの主体的な遊び
や生活を援助するための技術として、関係形成、把
握、計画策定、環境構成、モデル、見守り、直接援
助・指導、日課管理、記録評価、連携の10の枠組み
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と45の技術を示している10）。これらは屋外と屋内に
共通する技術である。この中でも特に環境構成の技
術は、子どもの自発的な遊びを援助するために欠か
すことができない。「幼稚園教育要領」は「教師は、
幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人
の行動の理解と予想に基づき、計画的に環境を構成
しなければならない」と示す。

自然が豊かな場には、土や草といった遊びの素材
が豊富にあり、急坂や水場など子どもが挑戦する要
素も豊かである。しかし園庭や保育室での子どもの
経験は、保育者が準備した環境に影響を受ける。園
内に自然が少なければ、子どもが草を摘み、虫を捕
まえる体験は少なくなる。保育室内に何もなけれ
ば、子どもは室内を走り回る。室内に空き箱や紙な
どの素材が置かれ子どもが遊びに必要な物を作る園
と、保育者が渡した紙で保育者の指示に従って同じ
工作を完成させる園では、子どもの体験の質は異な
る。園庭にも保育室内にも、里山や森のように応答
性が高く多様性がある環境を作る必要性は高い。

しかし、保育者の養成課程には、子どもの自発的
な遊びを促す環境構成や直接援助・指導等、遊びを
通した指導の技術を習得するための科目は設置され
ていない。その反面、ピアノ等の音楽表現、造形、
体育に関する技能を習得する科目が必修科目として
設置されている11）。現行の幼稚園や保育所には小学
校と同様の黒板、机、イスが並んだ教室のような環
境で授業の形態での指導が見られるが、これは養成
課程で一斉に指導を行うための技術を優先的に教授
し、自発的な遊びを援助する技術を養成していない
ことも一因として考えられる。

養成教育のなかでも、散歩や自然の体験は授業外
の課題として出すことが可能である。しかし幼稚園
や保育所等の保育室や園庭は、子どもが集団で生活
する場であり、大勢の学生と教員とがその場に入り
授業を行うことには制約が伴う。また環境を意図的
に構成している幼稚園や保育所は少ないため、学生
が単に保育の現場を体験するだけでは、環境を構成
する技術の習得は難しい。

高山（2013）は、環境を構成する技術の前提知識
と技術の分析を行い、図表１のような前提の知識と
技術を提示している12）。

この内、現在の保育士養成課程に科目として設置

されあるいは教授内容として示される内容は、四角
の枠で囲んだ部分である。図の上から二段目に示さ
れる玩具や生活用品等の選択、空間の構成、人的環
境としての活用の技術は、後述する保育実習室での
演習によって学習が可能になる。保育に用いる玩具
には膨大な種類がある。多様な遊びの素材が揃えら
れ、それらを学生が実際に触って比較しその違いを
体験することなしに、これらの技術を習得すること
は難しい。また図の下から二段目に位置する環境の
要素とその影響の理解は、講義でも教授は可能であ
るが、実際に保育実習室で学生が動線等を体験する
ことによって理解が容易になる。学生が環境を構成
する技術を習得するためには、環境を構成する技術
を習得できる物的な学習環境があることが望ましい
と考えられる。

４．保育実習室の整備内容の整理
保育実習室の整備内容とそれに伴い変化した授業

内容を整理し、保育実習室の環境の変化に伴う学生
の学習経験について考察を行う。東洋大学ライフデ
ザイン学部生活支援学科子ども支援学専攻は、幼稚
園教諭と保育士の養成を行っており定員は一学年
100名である。講義棟に保育実習室と保育実習準備室
が設置されている。図表２は、2013年４月の実習室
と、整備後の2015年４月の保育実習室の状況である。

図表 1　環境構成の学習階層
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2013年には保育実習室は、主に地域の子育て支援
を行うための環境として整備されていた。そこに学
生の学習空間としての機能を加える整備を行った。
会議で承諾を得ながら、移動が難しい大型の遊具は
準備室へ移し、50名の演習を行う空間を確保した。

「乳児保育」の授業のために可動棚と可動式のパネ
ル絨毯を購入し、乳児向けの玩具を集めた空間、
ごっこ遊びの空間、操作・机上遊びの空間、絵本の
空間を整備した。また「保育内容演習環境」の授業
のために、積み木等の構造遊びの素材を複数の種類
揃えた。子育て支援と授業では必要とする空間が異
なり、授業の内容によっても必要な備品や玩具が異
なるため、授業や子育て支援を実施する際には、教
員が必要な環境の整備を事前に行っている。

2015年４月現在、保育実習室は専任教員の内約半
数の教員が授業やゼミで使用している。また非常勤
講師も必要に応じて使用している。

５．‌�保育実習室の整備により可能になった学習
とその意義

図表３は、担当する授業内で2014年度に行った保
育実習室を利用した学習の一覧である。

保育実習室の使用は各15回の授業の内２回～５
回程度使用する。使用は、90分間を実習室で行う場
合と、講義室で講義を行った後に保育実習室へ移動
し演習を行う場合がある。保育実習室によって可能
となる学習は、（1）保育の技術を習得する学習、（2）
理論と実践の結び付けを助ける学習、（3）活動性や
協同性の高い学習の３点に分けることができる。そ
れぞれに講義室や体育館、整備前の保育実習室との
比較を行い、保育実習室の環境と学生の経験との関
連を論じていく。

図表 2　保育実習室の整備内容

学習環境の整備前（2013年4月） 整備後（2015年4月）＊下線部は整備した部分

保
育
実
習
室

全
体
写
真

備
品

子ども用ロッカーと靴箱、幼児用の椅子、学童用
テーブル、絵本棚、幼児用ガスレンジ台、ベビー
ベッド、つい立、ボールプール、大型木製遊具、
絨毯（ペルシャ柄、オレンジ色のパネル絨毯）、看
護用新生児人形、電子ピアノ、テレビ、大型ソ
ファー、手作り大型遊具

乳児用玩具棚、幼児用玩具棚、絵本棚、幼児用テーブル、幼
児用の衣装棚、無彩色のパネル絨毯、パステルカラーのパネ
ル絨毯、畳、子ども用ロッカーと靴箱、幼児用の椅子、絵本
棚、幼児用ガスレンジ台、ベビーベッド、つい立、オレンジ
色のパネル絨毯、電子ピアノ、テレビ

素
材
・
道
具
等

ままごとセット（籠入り）、家族人形、木製汽車、
布製ソフト積み木

乳児用の玩具、操作遊びの素材、構造（構成）遊びの素材、
想像遊びの素材と道具、机上ゲーム、モンテッソーリ教具、
フレーベルの恩物、多様な離乳食用の食器、実習用人形、オ
ムツ・服、哺乳瓶、天井用モビール

そ
の
他

壁面製作、天井の輪飾り、窓の折り紙飾り、学生
が製作したお誕生日表

季節の飾り、学生が製作した活動報告（ポートフォリオ）
ボード、保護者のための飾り

実
習
準
備
室

体操マット、巧技台、中型積木、色画用紙、色模
造紙、移動遊具（自動車、三輪車等）ブロック、
木製積木、乳児用玩具、木製ままごと用品

造形表現活動の素材と道具、可動式の運動用品、ボールプー
ル、大型木製遊具、布製ソフト積木、学童用机、体操マッ
ト、巧技台、中型積木、色画用紙、色模造紙、移動遊具（自
動車、三輪車等）ブロック、木製積木、乳児用玩具、木製ま
まごと用品、ままごとセット（籠入り）、家族人形、木製汽
車、看護用新生児人形
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（１）保育の技術を習得する学習
保育実習室の整備により可能となった学習の一点

目は、保育の技術を習得する学習である。図表３で
はゴチック体で示した。幼児期の保育は、大学の講
義室とは異なる環境で行う。そのため、講義室では
環境構成や具体的な援助等を教員が指導することが
困難であった。保育実習室はより保育の現場に近い
空間であり、教員にその場でフィードバックを受け
ながら模擬実習を行うことができる。

保育実習室では保護者や子どもの迎え方、遊びの
援助等保育実習室の空間をそのまま使ったロールプ
レイが可能である。絵本の読み聞かせも講義室より
もより保育室に近い環境で行うことができる。指導
案を作成し模擬保育を行う場合も、保育実習室では
保育室に近い環境でそこにある物を見立てて行う。
子ども役を行う学生は、講義室よりも子どもの姿を
想定しロールプレイを行いやすい。また教員は、保
育者役の学生に環境構成や姿勢、動き方について指
導を行うことができる。

実際に子どもが保育実習室に来て演習をする場
合、学生には子どもに指示や指導をする行動が見ら
れることがある。たとえば、ごっこ遊びをしている
子どもに「これは何？」と質問をし、「これを作った
ら」と指示を出し、「これは赤よ」と遊びとは関連の
ない教え込みをするなどである。講義で遊びの意義
や保育者の役割を学んでも、実際の子どもとの関わ
りには結びつかない場合がある。このような場合
に、保育実習室ではその場で教員のフィードバック
を受け取ることができ、指導を受けながら模擬的な

演習やロールプレイを繰り返し、理論と実践の差異
を埋めることが可能である。

医学教育では養成課程で技術を評価するための手
法の研究が行われてきた。大西（2013）はミラーの
臨床評価の４段階である① Knows, ② Knoes how, ③
Shows how, ④ Does から、① Knows と② Knoes how

は机の前で勉強して点数がとれ筆記試験で評価でき
る知識であるが、③ Shows how は、技能やコンピテ
ンスに基づき、シュミレーションによる評価が可能
な技能であり、④は現場での業務能力・態度も関係
し行動やパフォーマンスに基づく評価であると説明
する13）。医学教育では③を OSCE という技能評価に
よって質の確保を行っている。これを保育者養成に
援用すると、自発的な遊びを援助するには「どのよ
うにするか知っている」レベルでは実習生としては
不足であり、「やってみせることができる」レベルが
求められると考えられる。保育実習室で模擬実習を
行うことで、教員は学生が「やってみせることがで
きる」レベルに到達しているか確認することが可能
になる。
（２）理論と実践の結びつきを助ける学習　
保育実習室の整備により可能となった学習の二点

目は、講義室で学んだ知識を保育の実践に結び付け
る学習である。図表３では斜字で示した。たとえば

「乳児保育」では０・１・２歳児の手指操作の発達
を講義室でパワーポイントでの説明を聞いた後、保
育実習室へ移動し乳児の玩具を発達に沿って順番に
並べる演習を行う。この演習を講義室で行っていた
時には、数点の玩具の見本を教卓に置き、各グルー

図表３　保育実習室で行う学習の例（2014年度）

科目名 人数（名） 保育実習室を使用して授業内で学生が行う学習の例

乳児の生活と遊び 15 グループでの生活場面（オムツ交換、着替え、授乳等）の援助の演習、遊びの援助の演
習、玩具・生活用品の選択、玩具の置き方の演習、乳児の動きの模倣

保育内容演習環境 50 模擬保育、集団ゲームによる学習の演習、遊びの素材比較、記述したお便りの閲覧とコ
メント書き、グループの活動

保育実習指導 17 模擬保育、グループの活動

３、４年ゼミ 9又は18 環境構成による子どもの遊びの違いを知る研究、可動式運動遊具を使用した遊びの研
究、音楽表現活動、造形表現活動、ペアやグループの活動

１年ゼミ 33 ペアで行う絵本の読み聞かせ、カプラを使った遊び、ペアやグループの活動

子育て支援実践Ⅰ 7 保護者に対する模擬支援、ひろばでの動きや対話の演習、遊びの援助の演習、環境構成
の演習、ペアやグループの活動
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プでは写真カードを見ながら話し合う方法を行って
いた。保育実習室に乳児用の棚を準備し、発達に
沿った玩具を並べた乳児の空間を整備してからは、
授業で学生が演習を行うと共に、演習で使用する以
外の多様な玩具を実際に手に取ってその性質を理解
し、同時に玩具棚への並べ方の指導も可能となっ
た。また、多様な玩具を揃えたことでより具体的な
説明が可能になった。たとえば市販や手作りの玩具
には事故につながりやすい玩具や、安全な玩具で
あっても棚への置き方によって事故が発生する危険
な置き方がある。これらは写真で説明することも可
能であるが、実物が保育実習室にあることで実際に
危険な大きさや形、重さ等を手に取って確認するこ
とができる。

また、「保育内容演習環境」では、保育者が準備す
る遊びの素材によってどのような遊びが生じやす
いのか、子どもはどのような体験をし、何を学習し
ているのかを推測する演習を行う。構造遊びに使用
される様々な種類のプラスチックのブロック、基尺
の揃った積木と基尺の揃わない積木、板積木等、集
団保育の場で用いられている様々な素材を準備し、
学生がそれらで遊び考察することによって、素材と
遊びの関連性の理解を促す。保育実習室がないと
き、またこれらの素材がなかったときには自然物と
ブロックの写真を見せてグループで考える演習を
行っていた。多様な素材を保育実習室に準備するこ
とで、学生が素材で実際に遊び考察することが可能
になった。大量の板積木の購入によって素材を使っ
た協同的な学びの演習も可能になった。その他、造
形表現の素材や道具の違い、可動の運動用具による
遊びのバリエーションと安全の確保等、実際に保育
の玩具や用品があることで可能になった学習経験
がある。

保育者は「幼稚園教育要領」や「保育所保育指針」
を学習し保育の原理を学ぶが、それを現実の保育に
展開する際に保育の質の差異は生じる。要領や指針
に示された遊びを中心的な活動とする保育を保育者
が行うためには、知識を保育実践と関連付けて理解
する必要性がある。保育の原理を活動や具体的な環
境構成に結び付けることができなければ、子どもが
喜ぶ活動や玩具を優先する可能性がある。遊びの素
材や道具を比較できる実習室を準備することで、保

育の理論をより現実の保育に関連付ける学習が可能
になると考えられる。
（３）活動性や協同性の高い学習　　
保育実習室の整備によって可能となった学習の三

点目は、活動性や協同性の高い学習である。図表３
では明朝体で示した。

講義室では、学生は椅子に座ることと教員の方を
向くことを環境によって誘導されている。しかし机
や椅子がなく保育室と同様に靴を脱いで動く空間で
は、学生の身体活動はより自由になる。そのため学
生の位置や行動は講義室よりも幅の広い様相を見せ
る。机や椅子のない空間では、立ち上がることや動
くことも容易であり、講義室よりも短時間でのグ
ループ作りが可能になった。

保育実習室で、すごろく等の机上ゲームの演習を
行うと、リラックスした雰囲気が広がり、講義室よ
りも大きな笑い声が生じる。乳児保育の授業では、
乳児の身体発達を模倣することにより発達の理解を
促す演習を行うが、講義室や体育館では、教員が言
語で動機づけを行っても乳児の身体の模倣を行うこ
とは学生にとってハードルの高い行為であり実施に
困難が伴っていた。しかしモビールの下がった保育
室のような保育実習室では多くの学生が模倣を行う
ようになった。これは、保育実習室の環境自体が、
学生をリラックスした状態にすると同時に、保育者
になるために学ぶという目的意識を思い起こしやす
く、動機づけにつながる可能性も考えられる。べカ
ルト（2010）は、動機づけの原則の一つとして「行
動と達成との間に安定した関連があると認識すると
き、学習に対していっそう強く動機づけられる」と
説明している14）。たとえば先の事例では、乳児の保
育室とよく似た保育実習室の環境のなかでは、乳児
の身体の模倣をする課題と、保育者になるために乳
児の発達を理解する目標との関連を見出しやすいと
も考えられる。

活動性や協同性の高い学習は、学習としての効果
が高いことが明らかにされている15）。しかしそれら
の活動は、椅子に座って講義を受講する活動と比較
すると、学生は不安や葛藤を感じやすい。講義室や
体育館のような単なる広い空間と、整備後の保育実
習室の空間の違いは、空間の雰囲気の違いである。
保育実習室は、畳や絨毯を敷き、柔らかい色彩のモ
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ビールを吊るし、あたたかな空間を構成することが
できる。そこでは学生はくつろいだ雰囲気の中で課
題に臨むことができる。安心感のある空間は活動の
楽しさを喚起する。学生が立ち上がってグループを
作るなどの主体性を発揮する活動には葛藤が伴う
が、空間の柔らかさが学生の心理的なハードルを下
げると考えられる。

６．‌�自発的な遊びを重視する保育者を養成する
保育実習室のあり方

保育実習室の設置によって模擬保育はできるよう
になるが、模擬保育の内容は実習室の環境によって
異なる。体育館のような遊びの素材がない空間で
は、保育者が主導をする模擬保育を行いやすいが、
子どもが主体的に環境に働きかけて環境と関わる遊
びの模擬保育を行うことは難しい。

また保育実習室の環境は、学生の遊び観や保育観
に影響を与えることが考えられる。たとえば保育実
習室がショッピングセンターの遊び場のような環境
の場合、子どもは遊具に興奮し、はしゃぎ回る姿が
見られるが、学生はその姿を遊んでいる姿と誤解す
る可能性がある。また子どもを喜ばせることを保育
者の役割として学習する可能性もある。保育実習室
が教室のような環境の場合、保育者が主導する活動
を優先し、環境を構成し自発的な遊びを促すことの
学習は難しい。

自発的な遊びを重視する保育者を養成するために
は、保育実習室の環境には、以下のような留意点が
必要であると考えられる。

第一に子ども自身が遊びを創造できる多様な素材
や道具等が準備されていることである。保育実習室
に置かれた物は学生の遊びに対するまなざしを広げ
ることができる。たとえばブロック・ままごと・折
り紙が置かれた保育実習室と、感覚運動・操作・
ごっこ・造形・言葉・音楽表現等様々な遊びの材料
が置かれた保育実習室では、後者の方が、学生は子
どもの遊びを広く捉えることができると考えられ
る。また市販の玩具や遊具だけよりも、子どもが遊
びの素材とする自然物、廃材、玩具、用具、生活用
品等と、多様な道具が置かれた保育実習室の方が、
乳幼児の遊びを幅広く捉えられるようになると考え
られる。保育実習室で２歳の子どもが木切れをまま

ごとの具材にし、お金に見立てて買い物をして遊ぶ
姿を見た学生は、２歳の子どもの想像力に驚いてい
た。学生が、子どもは素材的な物から遊びを創りだ
すことができることを知るためには、市販の玩具や
遊具以外の物が置かれていることが必要である。

第二に幼稚園や保育所の保育室で用いられる備品
が準備されていることである。子どもの自発的な遊
びを含め主体的な活動を促すためには、環境構成の
技術を習得することが不可欠である。そのためには
学生が数名で動かすことができる棚、絨毯、机・椅
子等の備品が必要である。

第三に子どもが利用することを前提に設置されて
いることである。学生は、子どもが実際に遊ぶ姿を
見ることによって気づきを得る。意図的に環境を構
成した保育実習室で行われた子育てひろばに参加し
た学生（一年前期）は、「子どもの年齢、子どもに
とってどのような玩具がよいか学ぶことができた」、

「これをしよう、あれをしよう、と声をかけるのでは
なく、子どもが興味を持ってやってきたら一緒に
なって全力で遊び、悩んでいたら考えを導き出す手
伝いをし、他のもので遊びはじめたらその遊びを見
守ることが支援者に求められる役割だと知った」と
感想を述べた16）。保育環境の意味は、環境と関わる
子どもの姿を見ることによって理解が可能になる。
そのため保育実習室は、乳幼児が利用することを前
提として設計され、安全性と換気や空調に配慮が行
われていることが必要である。

７．研究の成果と課題
（１）�保育実習室が保育者養成教育の質の向上に

寄与する可能性	
保育実習室の整備が学生の学習経験を変え、自発

的な遊びを重視できる保育者としての専門性の獲得
に寄与する可能性は以下の通りである。

第一に、遊びを中心的な活動とし、環境を通して
行う保育に必要な環境を構成する技術の習得を助け
ることができる。

第二に、より保育の現場に近い空間で、実際に教
育実習や保育実習に出る前に、教員や友人のフィー
ドバックを受けながら模擬実習をすることが可能に
なる。教員の適切な指導があれば子どもの自発的な
遊びを援助する技術の習得を助けることができる。
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第三に、理論を効果的に学習し、理論と実践を結
びつけることを助ける。保育実習室は、演習科目を
中心として、理論を効果的に学習する場として使用
することが可能である。

第四に、活動性や協同性の高い学習を実施しやす
い。物に触り五感を通して学ぶ、体を動かして理論
を学習する、学習した内容を言葉で表現する、ペア
やグループで話し合う等、学生の学習をより活動性
や協同性の高い学習へと導くことができる。

第五に、保育実習室の存在が保育者になるために
学ぶ目的意識を喚起する可能性である。

保育者は、子どもの自発的な遊びを通して子ども
の学習を促進する。冷暖房の効いた講義室で90分間
黙って話を聞くことに慣れた学生が、身体を積極的
に動かして子どもの自発的な遊びを援助できる保育
者になることは現実的であろうか。机に座って黙っ
て話を聞きノートを取る学習を、より活動性が高く
人間関係の伴う学びとし、戸惑いや喜びなどの感情
を動かす体験を増やすことが、遊びを援助する保育
者の育成には望ましいと考えられる。そのためには
物的な学習環境としても、講義室に加えて保育実習
室が必要である。

今、高等教育には、主体的に考え生涯学び続ける
力の育成が求められ、「教員が何を教えたか」から

「学生が何を学び何ができるようになったのか」を
重視するアウトカム基盤型の教育へと転換が図られ
ようとしている。平成24年の中央教育審議会の答申
では、「学生は主体的な学修の体験を重ねてこそ、生
涯学び続ける力を修得できる」と示し、アクティ
ブ・ラーニングへの転換の必要性を示している17）。
保育実習室の整備は、保育者の養成課程において、
このような高等教育の転換を物的な側面から推進す
ることができるだろう。
（２）�自発的な遊びを重視する保育者を養成する

保育実習室のあり方
本稿で示した学生の学習経験は、どのような保育

実習室であっても経験できるわけではない。これら
は保育実習室の環境が、保育の原理、子どもの発達
といった専門知識に基づいている場合に生じる経験
である。保育実習室の環境が、「子どもが喜ぶ」、「実
際に園で行われている」という理由で構成される場
合には理論的な根拠を説明することができない。そ

のため理論と実践を結び付ける学習と、環境構成技
術の習得も難しくなる。

学生が、子どもの自発的な活動としての遊びを理
解するためには、保育実習室には、子ども自身が遊
びを創造できる素材や道具等があること、実際に保
育室で用いる棚や絨毯等の備品があること、子ども
の利用を前提に設計し安全性と換気や空調への配慮
を行うことの三点が必要である。
（３）本研究の限界
本研究では、保育実習室の設置が学生の学習経験

を変え、子どもの自発的な遊びを重視する保育者養
成に資する可能性について論じた。しかし本研究の
限界は、研究の焦点が保育実習室という物理的な環
境に限られることである。保育実習室の授業への活
用は、教員の授業展開や教員が示すルールに影響を
受け、教員と教育内容によって学生の学習経験は異
なると考えられる。本研究は、保育実習室での教育
実践という現象を研究対象とし、物的環境に焦点を
絞ったが、現象から教員と教育内容を切り離すこと
はできなかった。保育実習室の環境は、教員自身が
環境構成等の保育の専門性を有していることで活か
され、教員の高等教育に関する専門性によって学習
経験や学習の成果は変わると考えられる。

本研究の限界の第二は、保育実習室の整備は、教
育を目的として行ったため、効果の検証を教育実践
のなかに組み込むことができていないことである。
本研究は一教員の経験を省察し、それを構造化した
研究にすぎない。本研究では実践を振り返り、その
現象に意味を見出して構造化して示し、保育者の養
成教育に携わる教育実践者に、新たな視点をもたら
すことを意図した18）。本研究で見出した知見は、そ
れぞれの養成教育の現場に合わせて修正して用いる
性質のものである。本研究が、保育者養成教育の質
の向上にわずかばかりでも寄与し、保育の質がより
良いものとなることを願うものである。
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品とその数が示される。

７）平成20年度指定保育士養成施設563ヵ所の内、幼稚園教
員課程を併設する施設数は430ヵ所である。（内閣官房地域
活性化統合事務局調べ）

８）保育士は資格の単独法がない。厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長通知が基準であり技術的助言の性質ではある
が、実際にはこの基準に基づいて養成課程は設置されてい
る。

９）保育実習室設置と整備の経緯と内容については、高山静

子「大学から始まる子育て支援の地域活動～子育て広場
『ここみ広場』を開くまで」子育て支援と心理臨床編集委
員会『子育て支援と心理臨床』福村出版、2011. pp. 110-

112に詳しい。
10）高山静子『コンピテンシー理論に基づく保育士養成教育

の研究』九州大学大学院（学位論文）、2011。
11）幼稚園教諭の教育課程では、「『教科に関する科目』に開

設する授業科目は、国語、算数、生活、音楽、図画工作、
体育及びこれら科目に含まれる内容を合わせた内容に係
る科目その他これら科目に準ずる内容の科目のうち、一種
免許状の課程認定を受ける場合は５教科以上、二種免許状
の課程認定を受ける場合は４教科以上の科目ごとに授業
科目が開設されなければならない」とある。（『教職課程認
定基準』平成13年７月19日 教員養成部会決定）

12）高山静子、「保育における環境構成技術の構造的な把握
の試み」、『浜松学院大学研究論集９号』、2013、pp27-36。
その後改編した Ver.2を高山静子『保育の環境構成～どの
ように教えればよいか、どのように教えているか」保育教
育学研究会シンポジウム＆ワークショップ資料、2014.03
で発表。本図は Ver.2を使用した。

13）大西弘高「アウトカム基盤型教育の歴史、概念、理論」
田邊政裕『アウトカム基盤型教育の理論と実践』篠原出版
新社、2013。

14）OECD 2010 “The Nature of Learning:USING RESEARCH TO 

INSPIRE PRACITCE”, OECD 教育研究革新センター立田慶
裕 / 平沢安政監訳『学習の本質』明石書店、2013、p. 116。

15）E. F. Barkley, K. P. Cross, & C. H. Major 2005 “Collaborativc. 

Learning Techniques” 安永悟監訳『協同学習の技法』ナカニ
シヤ出版、2009、Johnson, D. W 2002 “Circles of Learning : 
cooperation in the classroom”, 石田裕久、梅原巳代子訳『学
習の輪 ― 学び合いの協同教育入門』二瓶社、2011、Donald 

R. Woods 1994 “Problem-baced Learning How to gain the most 

from PBL”, 新道幸恵訳『PBL Problem-baced Learning 判断能
力を高める主体的学習』医学書院、2001他多数。

16）吉井鮎美「学生のレポートから見える本事業成果」高山
静子、吉井鮎美、伊藤美佳、中原美惠、仲綾子、植野圭香、
矢継望実『中期目標・中期計画実現のための教育プログラ
ム報告書東洋大学地域子育て支援実践力向上プログラム・
あさか』東洋大学ライフデザイン学部、2016.3

17）『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて
～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～

（答申）』平成24年８月28日、中央教育審議会。
18）実践を現象として捉え構造化することは、西條剛央氏の

構造構成主義に関する著作（西條剛央『構造構成主義とは
何か－次世代人間科学の原理』北大路書房、2005他）から
視点を得た。
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『「知的な育ち」を形成する 
保育実践Ⅱ』

編著者：勅使千鶴・亀谷和史・東内瑠里子
執筆者：金珉呈・木村和子・宍戸洋子・　
　　　　中村強士・韓仁愛・吉葉研司　　

本書は、1970年代から80年代前半にかけて取り
組まれた著名な三園の保育実践の記録書、「たしか
な力を育てる」（和光鶴川幼稚園、明治図書、1984
年）、「さくらんぼ坊やの世界」（山崎定人・斉藤公
子、労働旬報社、1983年）、「３才から７才までの教
育課程」（神戸大学教育学部附属幼稚園研究部、明治
図書、1980年）を幼児期の「知的な育ち」の形成と
いう観点から、分析、検討し、その現代的意義を明
らかにすることを目的とした研究書である。

ページを開くと、生き生きと活動する子ども達の
写真や、数多くの実践事例が引用され、一見とても
読みやすそうな印象をうける。しかし、読み進むと、
なかなか骨のある本であることがわかってくる。率
直に言って、学生など初心者には、やや難しいかも
しれない。

しかし、本書は幼児の真の「知的な育ち」を願う
研究者や保育現場の指導者にとっては、大変示唆に
富む好著である。今日、乳児期から習い事をさせて
いる保護者は珍しくない。経営的理由などからそう
した保護者の思いを受けとめ、市販の教材などを使

い積極的に文字教育や英語教育など「知的教育」を
行っている保育園・幼稚園も少なくない。そうした
現状のなかで「知的な育ち」とは一体どういうこと
なのか、「知的な育ち」を培うにはどのような保育を
したらよいのか、本書は改めて深く考えさせてくれ
ると同時に、これからの保育・教育のあるべき姿に
ついて時代を超え、確かな方向性を示している。

1970年代から80年代前半は、第一次石油ショック
を経て高度経済成長が終わり、低成長の時代へ移行
していった時代である。幼児を巡る状況にも大きな
変化が見られた。「早期教育ブーム」の始まりであ
る。その一つの大きなきっかけとなったのは1971年
に出版されたソニーの創業者井深大氏の著書「幼稚
園では遅すぎる ― 人生は三歳までにつくられる！」

（サンマーク出版）である。井深氏は同書の中で大脳
生理学の研究を根拠に「どの子も、０歳児からの育
て方ひとつで能力を伸ばしていける」と主張し、早
期教育を勧めている。東京では、70年代後半、幼児
の塾通いはブームとなった。

本書では、冒頭、保育所・幼稚園での知的な発達
を促す保育には３つの立場、すなわち第１に知識の
教え込み、記憶中心の、いわゆる「早期教育」の立
場、第２に幼児の主体性・自主性を重視し、保育者
の指導を極力控える「児童中心主義」の立場、第３
に「『知的な育ち』の形成を感情、運動的行為、認
識、及び人格等の発達や形成が相互に関わる機能連
関的な諸能力の獲得」という幅広い視点でとらえ、
保育者の適切な計画と援助・指導のもと多様な保育
活動のなかで育つという立場があり、著者らは、こ
の第３の立場に立つものであると述べている。

次に本書の表題である「知的な育ち」とは何であ
ろうか。一般的には文字の読み書きができたり、数
の概念が理解できたり、色々なことについて多くの
知識をもつようになることだと考えられがちであ
る。これに対して著者らは「①豊かな感受性・感情
を持ち、様々な方法で表現できるようになり、②身
体の認識を深め、自由に使えて表現できるようにな
り、③自己の認識を深め、様々な手段で表現できる
ようになり、④他者の認識を深め、対等な関係を築
き、集団のなかに自分と他者の存在を位置づけるこ
とができるようになること、そして⑤言葉によっ
て、自己・他者、事物や物事を客観的に考え、理解
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し、具体的にまた一般的に伝え合えるようになるこ
と、である。」と幅広く全人格的に捉えている。

上記３冊の実践記録を研究対象とした理由につい
て、筆者らは三園が当時の社会・時代状況のなかで
上述の第３の立場に立って「知的な育ち」を形成す
るために、すでに際だった取り組みをしていたこと
を挙げている。

本書の章構成は以下のとおりである。
序　章　「知的な育ち」の形成の分析視点と1970・

80年代前半の社会・時代状況
第１章　和光鶴川幼稚園著「たしかな力を育てる」

にみる「知的な育ち」を形成する保育実践
に学ぶ

第２章　山崎定人・斎藤公子著「さくらんぼ坊やの
世界」にみる「知的な育ち」を形成する保
育実践に学ぶ

第３章　神戸大学教育学部附属幼稚園研究部著「３
才から７才までの教育課程」にみる「知的
な育ち」を形成する保育実践に学ぶ

終　章　再び、「たしかな力を育てる」、「さくらんぼ
坊やの世界」、「３才から７才までの教育課
程」から学ぶ

序章では、研究の目的、著者たちの分析の視点、
「知的な育ち」など本書のキーワードの定義、当時の
保育・教育をめぐる社会状況、三園の実践記録を研
究対象とした理由について丁寧に説明している。第
１章、２章、３章ではいずれも第１節で園の概要と
特長を紹介し、２節以下では各園の代表的な実践事
例を引用し、「知的な育ち」を促す保育が実際どのよ
うに取り組まれたのか分析・考察している。それら
の内容について具体的に紹介したいが、紙幅の都合
上出来ないのが惜しい。終章では、三園それぞれに
ついて実践の特長を整理し、そこから学ぶことを次
のようにまとめている。

和光鶴川幼稚園の実践では、「知的な育ち」の対象
は、基本的な生活と総合学習と課業で、その育て方
のポイントは「①子どもの認識形成を年齢に合わせ
た指導方法で系統的に行うこと、②子どもの体験を
大切にすること、③話し合いを大切にすること、④
発達段階の特長と教育課程を実践に反映すること、
⑤誰でもできることを基本に、幼児期につける力を
追求すること、⑥子どもの自発性は社会的につくら

れるため、教師が意図的に知的な好奇心や行動を誘
発するように働きかけること」であった。

さくらんぼ保育園の実践では、「知的育ち」の対象
は、日常生活・あそび、認識・表現（ことば・絵）
活動および人間関係（集団づくりの前段階）で、そ
の育て方のポイントは「①心地よい環境（太陽、土、
虫や動・植物）の下で動き回るようにし、その刺激
によって『人間の土台』となる感性を育てる、②見
る、聞く、触る、なめて味わう、臭いをかぐことに
より感覚神経を育てる、③手、足、全身を動かし運
動神経を発達させる、その上で④年長児に語り聞か
せをする」ことであった。

神戸大学教育学部附属幼稚園の実践では、「知的
な育ち」の対象は、基礎的な経験活動と総合的な経
験活動で、その育て方のポイントは「①基礎的な経
験活動を『経験の系列として扱うもの』と『内容の
系統性、順序性等を考えて扱うもの』とを分化させ
る、②言語、数・量・形、体育その他自然、社会に
関するもの、音楽リズムに関するもの、造形的なも
のは、３歳から７歳までを通して順序性、段階性、
系統性を整理して実践をする、③保育の組み立てを
工夫すること、④子どもの主体性を重視する、とく
に幼児が自ら選んで行う経験や活動を重視し、環境
や準備を整えて存分に満足感を持たせるように配慮
すること」であった。

本書では、三園の実践内容は表現の違いこそあ
れ、基本的には著者らの考える「知的な育ち」を形
成する保育・教育と重なるものだと評価、結論づけ
ている。しかし、これはある意味では当然の結果で
あるかもしれない。なぜなら、そのことを仮定して、
この３園を研究対象としたのであるから。

最後に、これは全く筆者の個人的な興味・関心で
あるが、30年以上前こうした保育・教育を受けた子
ども達、例えば、さくらんぼ保育園の実践事例の中
に何回も登場してくるアリサちゃんは、その後どの
ように育ち、どんな大人になったのだろうか、知り
たいと思った。筆者は発達心理学を専門としてい
る。三園の実践の結果を幼児期に限って見るのでは
なく、長期的に追跡することができれば、その現代
的意義をより明確にすることができると思われるか
らである。

なお、本書は2013年に出版された『「知的な育ち」
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を形成する保育実践Ⅰ』の続編である。
� ［新読書社、2016年、2,200円＋税］
� （福岡教育大学（名誉教授）　横山正幸）



日本生活体験学習学会誌　第16号　79－80（2016）

『子どもが輝く「学び」の創造 
― つながりを育むコミュニケーション術 ― 』

桑原　広治 著

著者の桑原広治さんは、1954年、熊本県人吉市生
まれ。熊本県球磨地域の小学校を中心に教職生活を
送り、2015年定年退職後、現在、佐賀女子短期大学
教授を務めておられる。

本書は、2007年、学校という生活の場の中で日常
的に起きるコミュニケーションの問題事象に関し
て、「コミュニケーション研究20年」の成果を取りま
とめた『教育の場で、なぜ、コミュニケーションが
うまくいかないのか』（あいり出版）に続き、著者に
とって、２番目の単著として2015年に刊行された。
では、この８年間でどのように研究を発展されたの
であろうか。

著者は、前著において「教育コミュニケーション」
を「教育にかかわる者が問題意識をもち、相手の話
をしっかりと聞き、自分の言いたいことを正確に

『伝え』つつ、相手にもこの人こそ『伝えたい』と感
じてもらうような話し方を身につけ、見えないもの
を見える形にしていく双方向のコミュニケーショ
ン」と定義していた（同書、６ページ）。本書との違
いを端的にまとめておくと、前著ではコミュニケー

ション研究といいながら「話す力」に特化したアプ
ローチであったのに対し、本書は「聞く力」の重要
性に着目、さらに「聴く力」という言葉に修正し、

「メタ認知」の科学的理論からの説明を加えたこと
が大きな変化であり、本書を貫くコミュニケーショ
ン研究者としての主張である。

本書の構成を示しておこう。

第１章　コミュニケーション力と学校の役割
１．子どもたちの現状とコミュニケーション力の

意味
２．コミュニケーション力をつくる支持的風土と

聴く力

第２章　「支持的風土」のなかで「学び合う」すばら
しさ

１．子どもの力を引き出す支持的な風土
２．「話型」と「ファシリテーション」は車の両輪

第３章　子どもが輝く「学び」をめざす教師の研修
１．教師の話し方は子どもの話す力を育てる
２．教師力を高める校内研修

第４章　子どもが輝く「学び」づくりの実際
１．コミュニケーション力を育む授業
２．コミュニケーション力を支える活動

第５章　地域コミュニティで育てるコミュニケー
ション力

１．保幼・小・中連携教育とコミュニケーション
２．家庭と地域で育てるコミュニケーション力

小学校教員であり、教頭という管理職を務めた著
者は、いつも、学校という生活場面の中の「つなが
り」から問題の思考をスタートさせる。子どもと子
ども、子どもと教師、教師と教師、教師と保護者、
教師と地域住民など、多様な「つながり」の場面か
らである。まずは、子どもと子ども、出発点の問題
場面をみてみよう。第１章の「（１）『つながらない』
形成的な発問と子どもたちの発言」の箇所である

（７ページ）。ここに、著者の問題意識が明らかに
なっているからである。
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授業中の子どもは自分の考えを話すこと、聴くこ
とはよく行っているように見えます。しかし、自分
の答えを発表するだけとか、友だちの発言を漠然と
聴くだけに終始していることが多いように思えま
す。このことは、「先生や友だちの話を “ 聴く ” こと
ができていない」こと、さらに、発表した子どもの
内容を生かして「自分の意見を整理して “ 話す ” こ
とができていない」という２つの側面からとらえる
ことができます。

その手立てとして、著者は「低学年の学習内容が
それほどむずかしくない時期に『人の話をしっかり
聴く』などの学習習慣を形成していく必要がありま
す」と指摘している。その形成のためには、「家庭環
境としてのコミュニケーション力」が問われること
になる。なぜなら、「家庭は教育の最高の場（25ペー
ジ）」だからである。

本書は、第１章から第４章までが基本的に「学校
の役割」を論じた内容であるのに対し、第５章では、
保育園・幼稚園等の就学前教育、家庭、地域との協
働で育てるコミュニケーション力を論じているが、
その中核には「家庭環境としてのコミュニケーショ
ン力」があることによって、本書の一貫した主張に
なっている。

さて、著者は問題の考察に当たって、常に熟考の
中から「３つのキーワード」を取り出すという手法
を採っている。その手法を模倣すれば、本書全体を

貫く「３つのキーワード」として、私は「支持的な
風土」、「ことばのリレー」、そして「教師の出番」を
挙げたい。現場の教員として35年（教育行政３年、
管理職18年）の教職生活の中で、著者の一番の思い
は「後進の教員の育成」にあったと思っている。

本書中にみなぎる情熱と切歯扼腕は、「子どもの
思い」に寄り添うべき教師の側の責務と、教師に必
要な知識とスキルを問うものになっているからであ
る。

例えば、つながりのスキルとしての「ショー・ア
ンド・テル」にふれて、「教師の出番は、最後の短い
時間です。そのコメントは、子どもがまた話したく
なるようなことばを簡潔に話さなければなりませ
ん。」と主張する（98ページ）。確かに、「言うは易
く、行うは難し」の事柄である。しかし、子どもた
ちのコミュニケーション力の課題の深刻さに鑑みれ
ば、だれかが言わなければならない。言うべき人、
言うだけの確かな学びをした人、それが、著者、桑
原さんだろう。本書には、その学びを跡付ける研究
者、実践者の言葉が、あたかも宝石箱のごとく散り
ばめられている。その一つひとつをすくい上げ、そ
の意味と背後にあるものを熟考することが、現在、

「教職生活の全体」を通じて求められている「教師と
しての資質・能力の育成」につながるものと確信し
ている。

� ［光生館、2015年、2,400円（税別）］
� （熊本大学教育学部　古賀倫嗣）
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日本生活体験学習学会
事務局報告
2015・2016年度

１．2015年度学会の動き
Ⅰ　理事会会議日程

第１回理事会　2015年３月22日
　　　　於　佐賀大学
第２回理事会　2015年５月23日
　　　　於　福岡市大名公民館
第３回理事会　2015年７月11日
　　　　於　福岡市大名公民館
第４回理事会　2015年９月12日
　　　　於　佐賀女子短期大学

Ⅱ　会員実数
全99名（2015年７月31日　現在）
　個人会員　98名
　法人会員　 1名

Ⅲ　これまでの活動
○第16回研究大会の開催
　2015年２月１日　於　九州大学
○学会誌第15号の発刊
　2015年２月15日　発刊
○事務局だよりの発行
　2015年５月29日　第20号　発行
○研究会の開催

昨年度に引き続き、本年度もプロジェクト研
究部会を中心に「若者に求められている社会人
基礎力と生活体験」をテーマに、理事会後に研
究会を開催した。

Ⅳ　総会 ･理事会での決定事項
⑴　第16回総会における決定事項
事務局より2014年度の学会会務報告ならびに決

算報告がなされた。次いで、会計監査の山岸治男会
員から監査報告がなされ、了承された。また、2014
年度の学会活動報告として、研究大会 ･ 地方セミ
ナー部会、プロジェクト研究部会、紀要編集部会よ
り報告が行われた。

次に、学会年間スケジュールの見直しに伴う学会
会則ならびに紀要編集規定の改正について協議が行
われ、主な変更点として以下の３点のスケジュール
変更ならびに会則等の改正が行われた。

○研究大会：毎年８月～９月頃の開催とする。
○学会誌：原則、研究大会に合わせて発行する。

　　※ただし、2015年度研究大会は、前号発行から
期間が短いため、2015年度の発刊を見送り、
2016年度に「2015・2016年度合併号」として
学会誌第16号を発刊する。

　○会計年度：８月１日から翌年７月31日までと
する。

2015年度予算案について、事務局より提案
され、了承された。また、2015年度学会活動に
ついて、研究大会 ･ 地方セミナー部会、プロ
ジェクト研究部会、紀要編集部会より提案が行
われた。

最後に、次回研究大会は佐賀県にて開催を予
定していることが報告された。

⑵　第１回理事会での決定事項
第１回理事会では、以下の３点が協議ならびに確

認された。
①‌�　退会希望の２名の会員に対する退会手続き

が漏れていたことから、2013年12月31日付で
退会手続き完了の報告文書を送付することと
なった。

②‌�　2016-17年度理事選挙について、事務局より、
選挙規定ならびに本年度の理事選挙の進め方の
確認の上、選挙管理委員として、理事より正平・
相戸両理事が選出された。

③‌�　学会誌・書類関係の保管について協議され、
学会誌在庫整理のため、１冊600円（送料込）で
販売することが決定した。

⑶　第２回理事会での決定事項
第２回理事会では、以下の４点が協議の上、承認

された。
①‌�　2016-17年度理事選挙における理事外の選挙

管理委員に木ノ原会員が選出され、第１回選挙
管理委員会において正平理事が互選により委員
長に決定した旨の報告があり、理事会もこれを
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了承した。
②‌�　今後のスケジュールとして、以下の通り提案

があり、協議の上、了承された。
　　５月23日（土）　第２回理事会：有権者の確定、

選挙関係書類の確認
　　５月29日（金）　2016-17年度理事選挙告示
　　　　　　　　　：選挙関係書類の会員送付
　　６月１日（月）　理事選挙投票　受付開始
　　６月26日（金）　理事選挙投票　締め切り
　　７月４日（土）　第２回選挙管理委員会
　　　　　　　　　：開票作業
　　７月11日（土）　第３回理事会：開票結果の報告

③‌�　第17回研究大会について、上野担当理事なら
びに桑原担当理事より、会場校の南里理事より
快諾の返答があったことを受け、大会日程を以
下の通りとすることが提案され、了承された。

　日程：2015年９月13日
　会場：佐賀女子短期大学
④‌�　第17回研究大会の自由研究発表のエント

リーについて、事務局より提案があり、以下の
日程にて了承された。

　　発送：2015年５月29日（金）
　　〆切：2015年６月26日（金）
　　方法：メールもしくは郵送　

　　※発表要旨の提出〆切は、2015年８月21日（金）
必着

⑷　第３回理事会での決定事項
第３回理事会では、以下の３点が協議の上、承認

された。
①‌�　2016-17年度理事選挙における投票結果につ

いて選挙管理委員会より報告が行われた。今
後、候補者への内諾手続きを経て、理事会およ
び総会で承認を得ていくことが確認された。

②‌�　第17回研究大会の自由研究発表のエント
リーについて５本の申込があったことが報告さ
れ、発表資格の確認の上、了承された。

③‌�　2016年度予算案ならびに総会議案について、
事務局より提案があり、協議の上、修正したも
のを次回理事会にて再度、確認することとなっ
た。特に、学会の安定的運営のため、次回総会
において会費の見直しを提案することが了承

され、具体的な内容ならびに会則等変更手続き
について次回理事会にて協議することとなっ
た。

⑸　第４回理事会での決定事項
第４回理事会では、2015年度決算及び2016年度

予算について協議され、了承された。また、新旧理
事の顔合わせならびに互選による会長選出が行わ
れた。

２．2016年度学会の動き
Ⅰ　理事会会議日程

第１回理事会　2015年９月12日
　　　　於　佐賀女子短期大学
第２回理事会　2015年11月７日
　　　　於　福岡市大名公民館
第３回理事会　2016年１月31日
　　　　於　福岡市大名公民館
第４回理事会　2016年４月３日
　　　　於　九州大学
第５回理事会　2016年７月２日
　　　　於　福岡市大名公民館
第６回理事会　2016年９月９日
　　　　於　ＫＫＲ熊本

Ⅱ　会員実数
全96名（2016年７月１日　現在）
　個人会員　95名
　法人会員　 1名

Ⅲ　これまでの活動
○第17回研究大会の開催
　2015年９月13日　於　佐賀女子短期大学
○学会誌第16号の発刊
　2016年７月30日　発刊
○地方セミナーの開催

本年度より、地方セミナーを学会の社会貢献
活動として位置づけ、会員からの生活体験に関
する企画を募集し、学会との共催事業として実
施することとなった。

2016年度は、ＮＰＯ法人大分県協育アドバイ



83日本生活体験学習学会事務局報告

ザーネットが受託し、由布市との共催により、
下記の通り、実施した。
日　時：2016年８月３日13：30～16：00

　　会　場：由布市挾間健康文化センターはさま未
来館（大分県由布市挾間町挾間104-1）

　　共　催：由布市、日本生活体験学習学会、ＮＰ
Ｏ法人大分県協育アドバイザーネット

　　テーマ：「体験学習、こうすれば取り組みやす
い !?　コミュニティ・スクールの活
かし方」

○事務局だよりの発行
　2015年12月11日　第21号　発行
○研究会の開催

本年度は、学会プロジェクト研究のテーマと
して「新しい学校をモデルとした地域が参画す
る体験活動の位置づけ」を設定した。新しい学
校像としてコミュニティ・スクールに着目し、
プロジェクト研究部会を中心に理事会後に研究
会を開催した。

Ⅳ　総会 ･理事会での決定事項
⑴　第17回総会における決定事項
事務局より2015年度の学会会務報告ならびに決

算報告がなされた。次いで、会計監査の山岸治男会
員から監査報告がなされ、了承された。また、2015
年度の学会活動報告として、研究大会 ･ 地方セミ
ナー部会、プロジェクト研究部会、紀要編集部会よ
り報告が行われた。

次に、事務局より2016-2017年度学会理事選挙結
果について選挙管理委員会より報告が行われた。そ
の上で、事務局より、推薦理事を加えた2016-2017
年度理事・役員体制について以下の通り、提案が行
われ、全会一致で了承された。
　会　　長：山崎清男（大分大学）
　副 会 長：古賀倫嗣（熊本大学）、上野景三（佐賀

大学）、桑原広治（佐賀女子短期大学）
　事務局長：永田誠（大分大学）
　理　　事：相戸晴子（宮崎国際大学）、井上豊久

（福岡教育大学）、上野景三、大村綾
（佐賀女子短期大学）、岡幸江（九州大
学）、桑原広治、古賀倫嗣、中川忠宣

（大分大学）、長尾秀吉（別府大学）、永

田誠、山崎清男、横山正幸（福岡教育
大学名誉教授）〔50音順〕

　会計監査：関弘紹（佐賀県庁）、川邊浩史（西九州
大学短期大学部）

　事 務 局：永田誠、大村綾、菅原航平（佐賀女子
短期大学）

次に、事務局より、会費の見直しについての発議
があり、①状況を大きく改善する安定的な外部収入
の獲得が難しいこと、②これまで支出削減に取り組
んできたものの、今後、より一層の削減は難しいこ
と、③学会活動ならびに会員拡大に向けた新たな企
画に向けた安定的財源の確保が必要であること、④
他学会に比べ、当学会の会費が5,000円と安価であ
ることの４点の理由から、この度、会費の見直しを
行い、年間2,000円の増額とすることに至った経緯
が説明され、2016年度より学会会費を7,000円とす
る旨が提案されるとともに、それに伴う会則の変更
が提案された。会員からは、会費の値上げに伴う学
会活動の充実方策について質問があり、事務局長よ
り、従来の地方セミナーを社会貢献事業と位置づ
け、学会の活動ならびに会員の実践等に寄与する取
り組みとして実施していくことなどが説明された。
その上で、協議の結果、会費の見直しならびに会則
の変更について了承された。

また、上記の会費の見直しならびに会則の変更に
ついて了承を踏まえ、2016年度予算について、事務
局より提案され、協議の結果、了承された。

2016年度学会活動について、研究大会 ･ 地方セミ
ナー部会、プロジェクト研究部会、紀要編集部会よ
り提案が行われ、了承された。

最後に、次回研究大会は熊本県にて９月に開催を
予定していることが報告された。

⑵　第１回理事会での決定事項
第１回理事会は、新旧理事の出席により、2015年

度第４回理事会と合同での開催とし、2015年度決算
及び2016年度予算について協議され、了承された。
また、新旧理事の顔合わせならびに互選による会長
選出が行われた。

⑶　第２回理事会での決定事項
第２回理事会では、以下の７点が協議ならびに確
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認された。
①‌�　会務報告では、３名の入会、１名の退会、６

名の除籍について、協議の上、承認された。な
お、年会費の見直しに伴い、すでに2016年度会
費を納入している会員には、会費振込用紙等と
ともに会費不足分である2,000円の追加徴収の
依頼文書を送付することとなった。

②‌�　10月２日付で会員全員に総会資料を送付し
意見聴取を行ったが、異議申し立てはなかった
ことが事務局より報告された。これによって、
第17回総会議案の成立が承認された。

③‌�　募集期間外の論文投稿について、事務局より
経緯が説明され、担当理事での協議結果につい
て事務局を介して紀要編集委員長名にて投稿者
に連絡し、投稿者からも了承の連絡があったこ
とが報告された。今後、同様の事案を防ぐため、
早急に投稿規定の見直しに着手する必要性が提
起され、紀要編集規定の見直し案を検討するこ
ととなった。

④‌�　理事の役割分担について検討を行い、下図の
通りに決定した。組織体制については、これま
での「研究大会・地方セミナー部会」を「社会
貢献（地方セミナー）部会」と名称を変更し、
地方セミナーに特化した部会とすることが決定
された。当部会では、地方セミナーの活性化・
企画・支援を担当する。

⑤‌�　学会誌第16号のエントリー状況について、事
務局より報告があり、期限内に提出された６本
についてはエントリーを受理することが了承さ
れた。

⑥‌�　地方セミナーは、学会の社会貢献活動として
位置づけ、会員にテーマや開催希望を募り、そ
れに応じて開催するものとする。担当理事は、
希望があった会員・地域と連携して具体的企画
を担うものとする。本年度は、次号「事務局だ
より」にて案内を行い、まずは会員からの希望
を募る。また、理事を中心に会員等に周知を図
る努力を行うことも併せて確認された。

⑦‌�　今後のプロジェクト研究の新たなテーマにつ
いて、山崎会長から「新しい学校をモデルとし
た地域が参画する体験活動の位置づけ」（以下、

「学校教育と生活体験」と略す）としたいとの提
案が行われた。「学校教育と生活体験」において
は、特に教育課程編成とその効果検証に着目し
て研究を進め、具体的な研究の対象としては、

「新しい学校像」としてのコミュニティ・スクー
ルにしたいとの説明が行われ、了承された。

⑷　第３回理事会での決定事項
第３回理事会では、以下の５点が協議の上、承認

された。
①‌�　会務報告では、３名の退会希望について、協

議の上、承認された。また、会費の変更に伴う
過年度分会費の過徴収が発生していることが
事務局から報告され、対象会員には、事務局よ
り個別に対応していくともに、今後も過年度分
会費の過徴収が発生することが予測されるた
め、次号「事務局だより」ならびにＨＰに事務
局長名で文章を掲載し、周知を図ることが確認
された。

山崎会長

紀要編集部会

古賀副会長

担当理事
相戸、井上

担当理事
横山

学会20周年
記念ＷＧ

事務局
（学会事務、会計、

通信・ＨＰ）

永田、大村、
菅原上野副会長桑原副会長

担当理事
長尾、中川、
（永田）

担当理事
岡、（大村）

プロジェクト
研究部会

社会貢献
（地方セミナー）

部会

※（　）内は事務局兼任
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②‌�　学会との共催事業（地方セミナー）概要（案）
について、桑原部会長より説明後、事務局長よ
り資料に基づいた追加説明が行われた。その
後、協議の上、「学会の社会貢献の意義は小さく
ない」という見解で一致の上、山崎会長より

「今年度からできる範囲で実行したい」との意
向も示され、理事会においても今回、提案の内
容をもとに進めることが了承された。その上
で、学会会計年度の関係から会計年度末までに
事業を完了する必要があるため、原案をもとに
事務局にて文言を修正の上、次号「事務局だよ
り」とともに会員に送付し、申請書の受付〆切
を３月25日（金）（事務局必着）とすることが
確認された。

③‌�　学会誌第16号の発刊について紀要編集部会
の古賀部会長より報告が行われた。査読につい
て、査読者の意見が分かれた場合は、部会（委
員長）の判断で対応することが提案の上、了承
された。また、「査読付き論文としてのカテゴ
リーや査読基準を明確にするなどが必要では
ないか」との意見が出され、採択結果の総会等
での報告・公開や投稿規定の見直しなどを今
後、検討する必要があるとの認識で一致した。

④‌�　第18回研究大会について、第１回研究大会現
地実行委員会を古賀理事 ･ 山城会員と開催し、
その結果を受けて下記の通り大会を実施した
いとの提案があり、理事会として了承した。

第18回研究大会熊本大会
研究大会：平成28年９月10日（土）
会場：熊本大学
理事会 ･ 懇親会：９月９日（金）

⑤‌�　会費変更の周知や研究大会の案内、自由研究
発表のエントリー、プロジェクト研究の案内等
があるため、「事務局だより」を発行したいと
の提案が事務局長より行われ、掲載予定記事等
についても、提案の通り、了承された。

⑸　第４回理事会での決定事項
第４回理事会では、以下の５点が協議の上、承認

された。

①‌�　会務報告では、４名の入会希望者、１名の退
会希望者について事務局より報告があり、了承
された。また、学会年度ならびに会費変更か
ら、2016年度の納入率が低いため、研究大会要
項の送付に併せて、会費納入のお願いの文書と
振込用紙を同封し、納入を呼びかけることと
なった。

②‌�　学会との共催事業（地方セミナー）につい
て、事務局より「事務局だより」に同封して応
募を行ったが、３月25日の〆切期限までに応募
がなかったことが報告された。その上で、中川
理事より「今年度よりコミュニティ・スクール
に移行する自治体から、関連するテーマなら協
力したいとの申し出があった」ことが報告さ
れ、今年度（７月末）中の事業実施の可能性を
鑑み、その提案を理事会として了承した。な
お、企画提案書については、提案者として中
川・長尾理事より、詳細が決まり次第、事務局
に提出することが確認された。

③‌�　学会誌第16号の発刊について、古賀紀要編集
部会長より原稿提出ならびに査読結果につい
ての報告があり、８本のエントリーのうち、２
本が提出期限までの原稿が未着であったため、
計６本が査読を受けたことが報告された。その
上で、査読結果としては、１本が学術論文から
実践報告論文への変更、５本については修正採
択であったことが報告された。この結果を受け
て、執筆者より４月中に修正原稿が提出される
予定となっており、編集スケジュールとしては
順調に進行していることが報告された。

④‌�　学会誌第16号の発刊に関連して、理事より、
査読の妥当性についての意見が出され、査読者
の選定ならびに査読方針について協議を行っ
た。その中では、査読の導入には、①学会とし
て研究の質の保障、②若手研究者の育成の２点
から導入していることを確認するとともに、学
会ならびに紀要編集部会の役割、学会としての
査読方針について、これまで十分に議論されて
こなかった点が指摘された。これを受け、「レ
フリーの依頼の内容・手続き」、「査読結果に対
する反論権の担保とその方法」、「査読結果が異
なる論文に対する決定の手続き」等について、
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今後、部会ならびに理事会として継続して検討
していくことが確認された。

⑤‌�　第18回研究大会については、自由研究発表の
申込は５本あったことが事務局より報告があ
り、会費納入状況等の確認の上、申込者全員が
発表資格ありとして了承された。また、研究大
会シンポジウムについて、長尾プロジェクト研
究部会担当理事より大会シンポジウムのテー
マならびに趣旨について提案が行われた。協議
では、理事より「担当理事が登壇して、プロ
ジェクト研究のテーマに対する全体像や進め
方を説明することが必要なのではないか」との
意見が出され、司会として、古賀副会長ととも
に上野部会長もしくは長尾担当理事のどちら
かが登壇することで了承された。

⑹　第５回理事会での決定事項
第５回理事会では、以下の５点が協議の上、承認

された。
①‌�　会務報告では、１名の入会希望者の入会が了

承された。
②‌�　事務局より、７月１日現在の決算報告ならび

に2017年度予算案が提案された。今後、より一
層の学会活動の充実ならびに学会財政の健全化
を図っていく観点から議論が行われ、学会収入
の増加を図るため、現在、3,000円の論文掲載料
を5,000円とすることが提案され、了承された。
なお、本事案に関しては紀要投稿規定の改正が
必要となるため、総会議案に新たに加え、紀要
編集部会により提案することとなった。

③‌�　学会との共催事業（地方セミナー）につい
て、中川担当理事より現在の進捗状況ならびに
内容について報告がなされた。その上で、下記
の原案を理事会として了承した。

　　　テーマ：コミュニティ・スクールにおける
「体験知」の育成を考える（仮題）

　　　共　催：由布市教育委員会、ＮＰＯ法人大
分県協育アドバイザーネット、日
本生活体験学習学会

　　　開催日：2016年８月３日（水）
　　　　　　　13：30～16：00
　　　会　場：由布市立挾間公民館
　　　　　　　はさま未来館
　　　参加費：無料

④‌�　学会誌第16号の発刊について、紀要編集担当
理事より、学会誌第16号の進捗状況の報告が行
われ、順調に編集作業が進んでいることが報告
された。その上で、論文掲載予定者に対して、
論文掲載料の振込について連絡を行った旨も
報告された。事務局より、論文掲載料の請求に
関する手続きに関する指摘がなされ、今後、部
会と事務局とで調整を図った上で、次号以降は
適切に対応していくことが確認された。

⑤‌�　研究大会担当理事より、第18回研究大会の進
捗状況について報告がなされ、会場確保が完了
したこと、今後、後援依頼等の手続きを行うこ
とが報告された。また、事務局より、分科会司
会の選定について報告がなされ、前回理事会で
候補者となっていた会員等より了承を得られ
なかったため、日程等を考慮して事務局長の判
断で選定を行い、石村秀登会員に決定したこと
が説明された。

⑺　第６回理事会での決定事項
第６回理事会では、2016年度決算及び2017年度

予算について協議されるとともに、総会議案につい
ての確認を行い、協議の結果、了承された。



日本生活体験学習学会年報・学会誌編集規定

第１条　‌� 日本生活体験学習学会は、年報と学会誌を発行する。
第２条　�年報には、生活体験学習に関する多様な実践研究と理論研究等を掲載する。その目的は生活体験学

習実践・研究の拡大・深化に資するものとし、広く会員外にも頒布する。また学会誌は会員の研究
活動および学会ならびに本学会の動向等に関する原稿を掲載し、会員に配布する。

第３条　�年報・学会誌に関する原稿は次の内容とする。
　　⑴　自由投稿実践研究論文
　　⑵　自由投稿理論研究論文
　　⑶　依頼実践研究論文
　　⑷　依頼理論研究論文
　　⑸　研究ノート、書評、図書紹介、資料紹介
　　⑹　その他、生活体験学習に関する国内外の動向についてのニュース
　　⑺　学会の会務報告
第４条　�学会誌に投稿する論文は、第１著者が該当年度までの会費を完納した本学会員であることを要す

る。ただし、年報に関してはこの限りではない。
第５条　年報・学会誌に原稿を掲載しようとする者は、所定の執筆要項に従い、編集事務局に送付する。
第６条　年報・学会誌編集委員会は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第７条　�年報・学会誌編集委員会は４名の委員によって構成され、委員長、副委員長各１名を置く。委員長、

副委員長の選考は委員の互選によって行う。
第８条　�第３条の⑴⑵の原稿の掲載にあたっては、年報・学会誌編集委員会が審査にあたる。その際、編集

委員会はそれぞれの原稿について査読者を３名指名し、評価を依頼する。評価は、採択、修正採択、
不採択に分けられる。尚、⑶⑷⑸の掲載については、編集委員会が依頼する。

第９条　�年報・学会誌の編集は、学会理事会責任の下で年報・学会誌編集委員会の審議を経て決定する。た
だし原稿掲載の公平を期するため、審査は無記名の原稿で行う。

第10条　�投稿論文等のうち、掲載が決定したものについては、一律3,000円の掲載料を徴収する。
　　　　掲載決定通知に同封する口座振込み用紙で、期限までに振込みを行なう。
第11条　年報・学会誌は当該年度の会費を納入した会員に配布する。
第12条　年報・学会誌の編集事務は、日本生活体験学習学会事務局が行う。
　（附則）
　　　本規定は、2000（平成12）年３月18日より施行する。
　　　2009（平成21）年１月24日、一部改正。
　　　2012（平成24）年１月28日、一部改正。



●執筆要項
『生活体験学習研究』年報・学会誌に投稿する論文は、次の要項に従うものとする。
１．執筆者は、日本生活体験学習学会の会員または依頼されたものであること。
２．論文原稿は横書きとし、次の点を厳守すること。

⑴　本文、図、表、注、引用文献を含めて400字詰め原稿用紙40枚以内とする。ワープロ使用の場合は、
Ａ４版（40字×30行）とする。

⑵　図、表は本誌にあわせて字数に換算する。また、注、引用文献は、１字１マス（欧文は２字１マス）
とする。

⑶　図、表は論文原稿末尾に貼付し、本文中には挿入すべき箇所を指定する。
⑷　「拙書」「拙稿」など投稿者名が判明するような表現は避ける（投稿原稿はレフリー制としているため）。

３．論文は未発表のもので、かつ内容がオリジナルなものであること。ただし、口頭発表及びその配布資料
はこの限りでない。

４．注（引用文献を含む）は文中の該当箇所に、⑴、⑵…と表記し、論文原稿末尾にまとめて記載すること。
または本文中に表示する。

５．引用文献の提示方法は、原則として次の形式に従うこと。
⑴　本文中では、次のように表示する。

　　　「しかし、有田（2000）も強調しているように…」
　　　「…という調査結果もある（Chiba, M. 1999、Honda 1990a）。」
　　　「ヂュルケームによれば『…ではない。』（Durkheim, E. 1925）」

⑵　同一著者の同一年の文献については（Honda 1990a、1996b）のようにａ、ｂ、ｃ…を付ける。
⑶　引用文献は、邦文、欧文を含めて、最後尾に列挙する。または、本文中に番号を付し、最後の注の後

にまとめて記載する。
６．投稿原稿の締切日は１月31日とする。
７．投稿論文の送付物は以下の通りとする。但し、依頼論文は論文、日本語もしくは英文要旨、キーワード

を下の⑴⑶⑷の要領でできればフロッピーとともに各１部送付する。
⑴　投稿論文正本（論文題目、名前、所属機関名、連絡先〔郵便番号を含む〕を記載する）１部とできれ

ばフロッピー（要旨、英文要旨ともに）
⑵　投稿論文コピー（名前、所属機関名、連絡先を記載しない）３部
⑶　要旨（400～600字以内、名前、所属機関名、連絡先を記載しない）４部
⑷　編集規定第３条の⑴⑵の原稿については、日本語と英文で論文題目、執筆者名、所属機関名を記載す

る。また論文には200words 程度の英文要旨または、400字程度の日本文要旨をつける。
　なお、送付物に不備のある場合は受理しない。
８．原稿は返却しない。
９．執筆者による校正は初稿までとする。発行の費用に関して必要な場合、執筆者が負担するものとする。

抜刷りは執筆者負担とする。
10．送付物の宛先：〒870-1192　大分県大分市大字旦野原700
　　　　　　　　　　　　大分大学教育福祉科学部永田研究室内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 日本生活体験学習学会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL/FAX	 097－554－7559
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail	 info@seikatsu-t.org

11．この執筆要項は2016（平成28）年９月９日の理事会により決定したものである。
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